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改正の内容 

 令和 7 年度事業で実施した「王滝村税条例全部見直し支援業務」で指摘のあった過去の 

改正漏れ、法規に用いる表現、誤植等を修正、改めるもの。 

 軽微なものでは促音（「あつた」を「あった」等の修正）、読点「、」の付加、誤植の修正

（「市長」を「村長」等）、接続詞（「及び」「又は」「並びに」）の適正使用について、総務省

条例（例）に合わせる修正を行うもの。 

 2 点目は、過去の税制改正があったにもかかわらず、当村の条例が未改正であった部分を

全般的に改めるもの。その中で、本則第 51 条第 2 項（関連する、第 89 条第 2 項、第 90 条 

第 3 項、同条第 4 項）において、村税の減免申請期限を「納期限前７日」から「納期限」 

まで延長する改正を行う。これは、「身体障がい者等に対する地方税の減免申請期間を延長

して欲しい」との行政相談を受け、平成 27 年 3 月 31 日付総務省通知で「減免申請期間に

ついては、市町村の実情に応じ期限を定める」旨の通知が発出された。当村においては、こ

の時点で条例改正がされておらず、今回の見直しに合わせ、減免申請期間を延長するもの。 

 

 その他の改正内容の詳細については、本則、附則とも新旧対照表のとおり。 

 

施行期日 

 令和 ８年 ４月 1日 

  

 

議第 13 号 王滝村税条例の一部を改正する条例について 



 

 

議第１３号 

 

 

 

王滝村税条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

 

王滝村税条例（昭和３８年王滝村条例第４０号）の一部を改正する条例案を別紙のとおり 

提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      令和 ８年 ３月 ９日  提 出 
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（別紙） 

王滝村税条例の一部を改正する条例（案） 

 

王滝村税条例（昭和38年王滝村条例第40号）の一部を次のように改正する。 

第２条の見出しを「（定義）」に改め、同条第１号中「徴税職員」を「徴税吏員」に改め、同条第２

号中「延滞処分費」を「滞納処分費」に改める。 

第４条及び第５条を次のように改める。 

（王滝村行政手続条例の適用除外） 

第４条 王滝村行政手続条例（平成８年王滝村条例第５号）第３条又は第４条に定めるもののほか、村

税に関する条例等の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、王滝村行政手続条

例第２章（第８条を除く。）及び第３章（第14条を除く。）の規定は、適用しない。 

２ 王滝村行政手続条例第３条、第４条又は第33条第４項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は

納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導（同条例第２条第７号に規定する行政指導

をいう。）については、同条例第33条第３項及び第34条の規定は、適用しない。 

第５条 削除 

第６条中「条例実施」を「条例の実施」に改める。 

第７条の見出し中「課税洩れ」を「課税漏れ」に、「取扱」を「取扱い」に改め、同条中「課税洩れ」

を「課税漏れ」に、「詐偽」を「偽り」に改める。 

第９条第４項中「、次に掲げる書類は」を削る。 

第11条第３項第２号中「分割納入させる」を「分割納入をさせる」に改め、同項第３号中「職権によ

る換価の猶予」の次に「（法第15条の５第１項の規定による換価の猶予をいう。）」を加える。 

第12条第２項中「分割納入させることと」を「分割納入をさせることと」に改め、同項ただし書中

「毎月の分割納付又は分割納入させる」を「村長が当該方法による」に改め、「村長が」を削り、同条

第４項第４号中「市長」を「村長」に改め、「申請による換価の猶予」の次に「（法第15条の６第１項

の規定による換価の猶予をいう。次項第２号において同じ。）」を加え、同条第６項第３号中「第６項

第３号」を「第４項第３号」に改め、同項第４号中「申請による換価の猶予期間の延長」の次に「（法

第15条の６第３項において準用する法第15条第４項の規定による換価の猶予をした期間の延長をい

う。）」を加え、同条第７項中「期間」を「条例で定める期間」に改める。 

第13条に見出しとして「（担保を徴する必要がない場合）」を付し、同条中「第16条」を「第16条

第１項ただし書」に改める。 

第18条中「昭和31年条例第２号」を「昭和31年王滝村条例第２号」に改める。 

第18条の３中「２輪」を「二輪」に改める。 

第18条の４第１項に次のただし書を加える。 

ただし、道路運送車両法第97条の２に規定する証明書については、この限りでない。 

第18条の４第２項中「納税証明書の交付手数料」を「手数料」に改め、同項ただし書を削り、同条第

３項中「納税証明書」を「証明書」に、「平成12年条例第14号」を「平成12年王滝村条例第14号」に

改める。 

第19条の見出し中「又は納入する」を「、又は納入する」に改め、同条中「以下第１号」を「第１号」



 

 

に改める。 

第20条中「並びに」を「及び」に改める。 

第21条中「徴税職員」を「徴税吏員」に改める。 

第24条第３項を削る。 

第25条第１項中「地区外」を「区域外」に改める。 

第31条第２項の表第１号オ中「同じ）」を「同じ。）」に改める。 

第33条第５項中「第23条第１項17号」を「第23条第１項第17号」に改める。 

第34条の２中「特定親族扶養控除額」を「特定親族特別控除額」に改める。 

第34条の７第１項中「若しくは金銭」の次に「のうち、別表に掲げるもの」を加え、同項各号を次の

ように改める。 

(１) 所得税法第78条第２項第２号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金 

(２) 所得税法施行令（昭和40年政令第96号）第217条第１号に規定する独立行政法人に対する寄附

金（出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務

に関連するものに限る。） 

(３) 所得税法施行令第217条第１号の２に規定する地方独立行政法人に対する寄附金（出資に関す

る業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するもの

に限る。） 

(４) 所得税法施行令第217条第２号に規定する法人に対する寄附金（法第314条の７第１項第２号に

掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的

である業務に関連するものに限る。） 

(５) 所得税法施行令第217条第３号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金（出

資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連

するものに限る。） 

(６) 所得税法施行令第217条第４号に規定する学校法人に対する寄附金（出資に関する業務に充て

られることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(７) 所得税法施行令第217条第５号に規定する社会福祉法人に対する寄附金（法第314条の７第１項

第２号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主

たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(８) 所得税法施行令第217条第６号に規定する更生保護法人に対する寄附金（出資に関する業務に

充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(９) 所得税法第78条第３項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 

(10) 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の18の２第２項に規定する特定非営利活動に

関する寄附金（その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充

てられることが明らかなものを除く。） 

第34条の９第２項中「前項に」を「前項の」に改める。 

第35条中「の各号」を削る。 

第36条の２第１項ただし書中「この限りではない」を「この限りでない」に改め、同条第６項を削り、

同条第７項中「第５項」を「前項」に改め、同項を同条第６項とし、同条中第８項を第７項とし、第９



 

 

項を第８項とし、第10項を第９項とする。 

第36条の３の２第２項中「提出した前項又は法第317条の３の２第１項」を「提出した前項又は同条

第１項」に、「途中」を「中途」に、「、前項又は法第317条の３の２第１項」を「、前項又は同条第

１項」に、「記載した前項又は法第317条の３の２第１項」を「記載した前項又は同条第１項」に改め、

同条第３項中「法第317条の３の２第１項の給与支払者」を「同条第１項の給与支払者」に改め、同条

第４項中「第２項」を「第１項」に改める。 

第36条の３の３第１項中「あつて」を「あって」に改め、「若しくは特定親族（退職手当等に係る所

得を有する者であって、合計所得金額が85万円以下であるものに限る。）」を削り、「者に限る。）」

の次に「若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が85万円以下で

あるものに限る。）」を加え、同条第２項中「提出した前項又は法第317条の３の３第１項」を「提出

した前項又は同条第１項」に、「記載した前項又は法第317条の３の３第１項」を「記載した前項又は

同条第１項」に改める。 

第36条の４第１項中「同条第９項若しくは第10項」を「同条第８項若しくは第９項」に改める。 

第38条第３項中「当該」の次に「個人の」を加える。 

第40条第１項中「６月30日」を「同月30日」に、「８月31日」を「同月31日」に、「10月31日」を

「同月31日」に、「１月31日」を「同月31日」に改める。 

第41条中「特別徴収」を「、特別徴収」に、「ことに」を「ことと」に改める。 

第42条中「あわせて」を「併せて」に改める。 

第43条第１項中「、若しくは」を「、又は」に、「賦課さる」を「賦課される」に改め、同条第４項

中「あつては」を「あっては」に改める。 

第44条第１項中「の各号」を削り、「所得税額」を「所得割額」に改め、同項第１号中「支払期間」

を「支給期間」に改め、同項第２号中「者」を「もの」に改める。 

第47条第１項中「税額は、」の次に「その」を加え、「それぞれ」を「そのそれぞれ」に改める。 

第47条の２第１項中「森林環境譲与税額」を「森林環境税額」に、「によって」を「により」に改め

る。 

第48条第１項中「義務の」を「義務が」に改め、同条第２項中「主たる事業所」を「主たる事務所」

に改め、同条第５項中「延滞金」を「延滞金額」に改め、同条第６項中「詐偽」を「偽り」に改め、同

条第７項中「あつた」を「あった」に、「詐偽」を「偽り」に、「あつては」を「あっては」に改め、

同条第13項中「なつた」を「なった」に改め、同条第15項及び第16項中「あつた」を「あった」に、

「適用しない」を「、適用しない」に改める。 

第50条第３項中「が、法」を「が法」に、「詐偽」を「偽り」に改め、同条第４項中「あつた」を

「あった」に、「詐偽」を「偽り」に、「あつては」を「あっては」に改める。 

第51条第１項中「村長に」を「、村長に」に改め、同項第５号及び第６号を次のように改める。 

(５) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項の認可を受けた地縁による団体 

(６) 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人 

第51条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に、「次」を「、次」に改める。 

第52条第２項中「詐欺」を「偽り」に改め、同条第３項中「詐欺」を「偽り」に、「又は令」を「令」

に改める。 



 

 

第53条の２中「、その」を「その」に改める。 

第53条の７中「又は施行規則第２条第３項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式」を削る。 

第53条の７の２中「と読み替え、」を「と、」に改める。 

第53条の９第１項中「者は」を「ものは」に改める。 

第53条の12第２項中「延滞金」を「延滞金額」に改める。 

第54条第２項中「専用部分」を「専有部分」に、「同様とする」を「同じ」に改め、同条第４項及び

第５項中「王滝村」を「村」に改め、同条第７項中「埋立地（以下」を「埋立地若しくは干拓地（以下」

に、「「埋立地」」を「「埋立地等」」に改め、「国が埋立て」の次に「若しくは干拓」を加え、「造

成する埋立地」を「造成する埋立地等」に、「竣功通知前の埋立地」を「通知前の埋立地等」に、

「（埋立て」を「（埋立て又は干拓」に、「これらの埋立地」を「これらの埋立地等」に、「県、村」

を「都道府県、市町村、特別区」に、「県等」を「都道府県等」に、「使用する埋立地に」を「使用す

る埋立地等に」に、「当該埋立地」を「当該埋立地等」に、「県が」を「都道府県が」に、「造成され

た埋立地」を「造成された埋立地等」に改め、同条第８項中「家屋の所有者」を「当該家屋の所有者」

に改める。 

第56条中「第64条第４項」を「第152条第５項」に改める。 

第57条第２号中「若しくは」を「又は」に改める。 

第60条中「当該」を「、当該」に改める。 

第61条第１項中「経過する」を「経過した」に改め、同条第３項中「同項ただし書」を「、同項ただ

し書」に改める。 

第61条の２第１項及び第２項中「条例」を「市町村の条例」に改め、同条第３項中「条例」を「市町

村の条例」に、「２分も１」を「２分の１」に改める。 

第62条中「100分の1.70」を「、100分の1.7」に改める。 

第63条の２第１項中「の各号」を削る。 

第63条の３第１項中「の各号」を削り、同条第２項中「避難の指示等（」及び「被災年（」の次に

「以下この項及び」を加え、「の各号」を削る。 

第67条第１項中「４月30日」を「同月30日」に、「７月31日」を「同月31日」に、「９月30日」を

「同月30日」に、「12月25日」を「同月25日」に改め、同条第２項中「の規定する」を「に規定する」

に改める。 

第68条第２項中「同法」を「法」に改める。 

第70条中「あわせて」を「併せて」に改める。 

第71条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項ただし書中「当該」を「、当該」に改め、

同項第５号中「第１項第３号」を「前項第３号」に改める。 

第72条第１項中「申告する」を「申告をする」に、「及び法第417条第２項及び法」を「並びに法第

417条第２項及び」に改める。 

第73条中「規則」を「、規則」に改める。 

第73条の２第１項ただし書中「徴しない」を「徴収しない」に改める。 

第74条第１項中「の各号」を削る。 

第74条の３中「王滝村長」を「村長」に改める。 



 

 

第81条の２中「次の各号に該当する」を「救急用の」に改め、同条第１号を削る。 

第82条第１号イ及びエ中「２輪」を「二輪」に改め、同号オ中「３輪」を「三輪」に、「構え」を

「備え」に改め、同条第３号中「２輪」を「二輪」に改める。 

第83条第２項中「５月31日」を「同月31日」に改める。 

第87条第１項から第３項までの規定中「２輪」を「二輪」に改め、同条第４項中「規則の」を「規則

で」に改め、「の各号」を削る。 

第88条第１項中「理由」を「事由」に改める。 

第89条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、「の各号」を削り、同項第２号中「又は事業

所」を「又は事務所」に改める。 

第90条第１項中「の各号」を削り、同条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、「の各号」

を削り、同条第３項中「特手免許情報」を「特定免許情報」に、「うけなければ」を「受けなければ」

に改め、同条第４項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

第91条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。 

第91条第３項中「あわせて」を「併せて」に改め、同条第５項中「見易い」を「見やすい」に改め、

同条第７項中「若しくは」を「、若しくは」に改め、同条第８項中「き損し」を「毀損し」に、「ま滅

した」を「摩滅した」に、「のき損」を「の毀損」に改める。 

第94条第２項の表を次のように改める。 

区分 重量 

(１) 喫煙用の製造たばこ  

ア 葉巻たばこ １グラム 

イ パイプたばこ １グラム 

ウ 刻みたばこ ２グラム 

(２) かみ用の製造たばこ ２グラム 

(３) かぎ用の製造たばこ ２グラム 

第94条第８項中「たばこ税」を「金額」に改める。 

第98条第２項の表の右欄を次のように改める。 

３月 

６月 

９月 

12月 

第104条中「100分の１」を「、100分の１」に改める。 

第106条第１項中「同様」を「、同様」に改める。 

第131条第４項中「所得者」を「取得者」に改め、同条第５項中「保留地予定地」を「保留地予定地



 

 

等」に改め、同条第６項中「埋立地」を「埋立地等」に改める。 

第132条第１項中「納税管理人承認申告書」を「納税管理人承認申請書」に改める。 

第139条の３第１項中「ことができる」を削り、同条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め

る。 

第145条第３項中「この」を「その」に改める。 

第146条第１項中「においては」を「には」に、「によって」を「により」に改める。 

第149条第１号中「又は事業所」を「又は事務所」に改め、同条第３号中「前各号」を「前２号」に

改める。 

 

附則第５条第１項中「、所得割」を「、村民税の所得割」に改める。 

附則第６条の見出し中「支払つた」を「支払った」に、「医薬品控除」を「医療費控除」に改め、同

条中「附則第４条の４第３項」を「附則第４条の５第３項」に改める。 

附則第７条の６第１項第１号中「普通徴収の額」を「普通徴収に係る個人の村民税の額」に、「合計

額」を「合算額」に、「特別税額控除前の普通徴収に係る県民税の額」を「特別税額控除前の普通徴収

に係る個人の住民税の額」に改め、同項第４号中「合計額と」を「合算額と」に改める。 

附則第７条の７第１項第１号中「所得割及び」を「所得割額及び」に、「をその者の特別税額控除前

の普通徴収に係る個人の村民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分

金額」という。）に」を「に」に改め、同項第２号中「合算額」を「合計額」に改め、同項第３号中

「第２期金額」を「第２期分金額」に改め、同項第４号中「10月金額」を「10月分金額」に、「の３月

31日」を「の１月31日」に、「年金所得に係る個人の住民税に係る特別税額控除額」を「年金所得に係

る個人の村民税に係る特別税額控除額」に改め、同条第３項第１号中「年金所得に係る個人の特別徴収

の村民税に係る特別税額控除額」を「年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額」に改め、同

項第２号中「の３月31日」を「の１月31日」に改め、同条第４項中「第47条の４」の次に「の規定」を

加える。 

附則第８条第３項中「前条中」を「附則第７条の５第１項中「前条」とあるのは「前条、附則第８条

第２項」と、前条中」に改める。 

附則第９条第２項及び第３項中「あつた」を「あった」に改める。 

附則第９条の２中「あつた」を「あった」に、「なかつた」を「なかった」に改める。 

附則第10条の２の見出し中「附則第15条第２項第１号」を「附則第15条第２項第１号等」に改め、

同条第１項中「条例」を「市町村の条例」に、「３分の１」を「２分の１」に改め、同条第２項中「附

則第15条第２項第５号に規定する」を「法附則第15条第２項第５号に規定する市町村の」に、「４分の

３」を「５分の４」に改め、同条第３項中「条例」を「市町村の条例」に、「５分の３」を「、５分の

３」に、「２分の１」を「、２分の１」に改め、同条第４項から第７項までの規定中「条例」を「市町

村の条例」に、「３分の２」を「、３分の２」に改め、同条第８項及び第９項中「条例」を「市町村の

条例」に、「４分の３」を「、４分の３」に改め、同条第10項中「４分の３」を「、４分の３」に改め、

同条第11項から第13項までの規定中「条例」を「市町村の条例」に、「２分の１」を「、２分の１」に

改め、同条第14項中「附則第15条第29項」を「附則第15条第28項」に、「条例」を「市町村の条例」

に改め、同条第15項中「条例」を「市町村の条例」に改め、同条第16項を削り、同条第17項中「２分の



 

 

１」を「、２分の１」に改め、同項を同条第16項とし、同条第18項中「条例」を「市町村の条例」に改

め、同項を同条第17項とし、同条第19項を削り、同条第20項中「条例」を「市町村の条例」に、「３分

の１」を「、３分の１」に改め、同項を同条第18項とする。 

附則第10条の３第１項中「附則第15の６第１項」を「附則第15条の６第１項」に改め、同条第３項

中「が提出され」を「の提出がされ」に改め、同条第５項中「規定の登録」を「登録」に改め、同条第

９項中「附則第15条の10第10項」を「附則第15条の９第９項」に、「同条第10項に」を「同条第９項

に」に改め、同条第10項中「規定する書類」を「掲げる書類」に改め、同項第１号中「あつては」を

「あっては」に改め、同項第６号中「できなかつた」を「できなかった」に改め、同条第11項第１号中

「あつては」を「あっては」に改め、同項第６号中「できなかつた」を「できなかった」に改め、同条

第12項中「同行の」を「同項に」に、「第７条第17項各号」を「附則第７条第17項各号」に改め、同条

第13項中「附則第７条第17号各号」を「附則第７条第17項各号」に改め、同条第14項中「附表第７条

第18項」を「附則第７条第18項」に改める。 

附則第11条第６号中「、法附則第19条第２項において準用する法附則第18条第６項」を「法附則第

19条第２項において準用する法附則第18条第６項、附則第13条の４の場合には法附則第21条の２第２

項において準用する法附則第18条第６項及び第18条の３」に改める。 

附則第12条第２項中「令和８年度分」を「令和８年度」に改める。 

附則第13条中「額。」を「額」に改め、同条の表の右欄を次のように改める。 

負担調整率 

1.025 

1.05 

1.075 

1.1 

附則第15条第４項中「金額」を「額」に改める。 

附則第15条の２第２項中「長野県知事」を「県知事」に改め、同条第３項中「長野県知事」を「県知

事」に、「あつた」を「あった」に、「知つた」を「知った」に改める。 

附則第16条の２第２項中「あつた」を「あった」に、「知つた」を「知った」に改める。 

附則第16条の３第３項第５号中「附則第７重の８」を「附則第７条の８」に、「附則第16条の４第１

項」を「附則第16条の３第１項」に改める。 

附則第16条の４第１項中「、前年中に」を「、前年中の」に改め、同条第３項に次の１号を加える。 

(５) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則

第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条の４第１項の規定による

村民税の所得割の額」とする。 

附則第17条第２項中「その他」を「その他の」に、「をいう」を「とする」に改め、同条第３項第１

号中「あるのは」を「あるのは、」に改め、同項第３号中「あるのは、」を「あるのは」に改め、同項

第５号中「附則第19条第１項」を「附則第17条第１項」に改める。 

附則第18条第２項中「その他」を「その他の」に、「をいう」を「とする」に改め、同条第５項第１



 

 

号中「あるのは」を「あるのは、」に改め、同項に次の１号を加える。 

(５) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則

第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第18条第１項の規定による村民

税の所得割の額」とする。 

附則第19条第２項に次の１号を加える。 

(５) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則

第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第19条第１項の規定による村民

税の所得割の額」とする。 

附則第20条の２第１項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第２項第１号中「附則第

20条の２第１項」を「附則第20条の３第１項」に改め、同項第２号中「、附則第７条第１項、附則第７

条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第

７条の３の２第１項」に、「附則第20条の２第１項」を「附則第20条の３第１項」に改め、同項第３号

中「附則第20条の２第１項」を「附則第20条の３第１項」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約

等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号）」に、

「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」を「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」に改め、

同項第４号中「附則第20条の２第１項」を「附則第20条の３第１項」に改め、同条第３項中「第33条及

び」を「同条及び」に、「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第５項第１号中「附則第20

条の２第３項」を「附則第20条の３第３項後段」に改め、同項第２号中「、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び

第７条の３の２第１項」に、「附則第20条の２第３項」を「附則第20条の３第３項後段」に改め、「、

第34条の９第１項中「第33条第４項」とあるのは「附則第20条の２第４項」と」を削り、同項第３号中

「附則第20条の２第３項」を「附則第20条の３第３項後段」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号）」に、

「又は利子所得金額又は」を「若しくは」に改め、同項第４号中「附則第20条の２第３項」を「附則第

20条の３第３項後段」に改め、同条第６項中「附則第20条の２第３項」を「附則第20条の３第３項前段」

に改め、同条を附則第20条の３とし、附則第20条の次に次の１条を加える。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の村民税の課税の特例） 

第20条の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」とい

う。）第８条第２項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第５項に規定す

る特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第２項に規定する特例適用利子等について

は、第33条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得

相互免除法第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第12条第５項及び第16条第２項において準用

する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この項において「特例適用利子等の額」と

いう。）に対し、特例適用利子等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第34条の２の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）に100分の３の税率を乗じて計算した金額に相当する村民

税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 



 

 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第20条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１

項及び第７条の３の２第１項の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第20条の２第１項の規定による村民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項前段、第34条の８、第34条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条

の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の２第１項の規定によ

る村民税の所得割の額」と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第20条の２第１項の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第20条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第７条第10項（同法第11条第８項及び第15条第

14項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第７条

第12項（同法第11条第９項及び第15条第15項において準用する場合を含む。）に規定する特定対

象収益分配に係る配当所得の金額、同法第７条第16項（同法第11条第11項及び第15条第17項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第７

条第18項（同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。）に規定する特定

対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の２第１項の規定による村民税の所得割の額」とする。 

(５) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則

第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第20条の２第１項の規定による

村民税の所得割の額」とする。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第８条第４項に規定する特例

適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等

所得相互免除法第16条第３項に規定する特例適用配当等（次項において「特例適用配当等」という。）

については、第33条第３項及び第４項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等

については、同条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者

等所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互免除法第12条第６項及び第16条第３項におい

て準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この項において「特例適用配当等の

額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた第34条の２

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に100分の３の税率を乗じて計算した金額に相当

する村民税の所得割を課する。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第36条の３第１項に規

定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 



 

 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第20条の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１

項及び第７条の３の２第１項の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第20条の２第３項後段の規定による村民税の所得割の額」と、第34条の７

第１項前段、第34条の８、第34条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第

７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の２第３項後段の

規定による村民税の所得割の額」と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の２第３項後段の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第20条の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第７条第14項（同法第11条第10項及び第15条

第16項において準用する場合を含む。）に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額

若しくは配当所得の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の２第３項後段の規定による村民税の所得割の額」

とする。 

(５) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第１項及び附則

第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第20条の２第３項後段の規定に

よる村民税の所得割の額」とする。 

附則第21条の２中「の各号」を削り、同条第５号中「第１号から前号まで」を「前各号」に改める。 

附則第24条を附則第25条とする。 

附則第23条第１項中「第９条第７項の規定は」を「第９条第７項の規定は、」に改め、「、第９条第

８項の規定は法附則第59条第３項において準用する法第15条の２第９項第４号に規定する条例で定める

場合について、それぞれ」を削り、同条第２項を削り、同条を附則第24条とする。 

附則第22条の見出し中「特例等」を「特例」に改め、同条を附則第23条とし、附則第21条の２の次

に次の１条を加える。 

第22条 削除 

別表中「第34条の７第１項第１号関係」を「第34条の７関係」に、「第34条の７第１項第１号ア」

を「第34条の７第１項第１号」に、「第34条の７第１項第１号イ」を「第34条の７第１項第２号」に、

「第34条の７第１項第１号ウ」を「第34条の７第１項第３号」に、「第34条の７第１項第１号エ」を

「第34条の７第１項第４号」に、「第34条の７第１項第１号オ」を「第34条の７第１項第５号」に、

「第34条の７第１項第１号カ」を「第34条の７第１項第６号」に、「第64条第４項」を「第152条第５

項」に、「第34条の７第１項第１号キ」を「第34条の７第１項第７号」に、「第34条の７第１項第１号

ク」を「第34条の７第１項第８号」に、「第34条の７第１項第１号ケ」を「第34条の７第１項第９号」

に改め、「公益信託ニ関スル法律（大正11年法律第62号）第２条第１項の規定により」及び「同法第１



 

 

条に規定する」を削り、「第34条の７第１項第１号コ」を「第34条の７第１項第10号」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（王滝村税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 王滝村税条例の一部を改正する条例（平成26年王滝村条例第10号）の一部を次のように改正す

る。 

附則第６条中「係る村税条例」を「係る王滝村税条例」に改め、同条の表附則第16条第１項の項中

「村税条例の一部を改正する条例（平成26年条例第10号」を「王滝村税条例の一部を改正する条例

（平成26年王滝村条例第10号」に改める。 

第３条 王滝村税条例の一部を改正する条例（令和６年王滝村条例第18号）の一部を次のように改正す

る。 

第34条の７第１項の改正規定を次のように改める。 

第34条の７第１項中「若しくは金銭」を削り、同項第９号を次のように改める。 

(９) 所得税法第78条第２項第４号に規定する公益信託の信託財産とするために支出した当該公益

信託に係る信託事務に関連する寄附金 

附則第１条ただし書中「既定」を「規定」に改め、同条第２号中「別表第１項第34条の７第１項第

１号ケに掲げる金銭の項」を「別表」に、「次条」を「次条第１項」に改める。 

附則第２条第１項中「既定」を「規定」に、「税条例」を「王滝村税条例」に、「第１号ケに」を

「第９号に」に、「同項第１号ケ」を「同項第９号」に改める。 

第４条 王滝村税条例の一部を改正する条例（令和７年王滝村条例第18号）の一部を次のように改正す

る。 

附則第１条第２号中「規定」を「改正規定」に改め、同条第３号中「第１条の３」を「第18条の３」

に改める。 

附則第２条中「村税条例」を「王滝村税条例」に改める。 

附則第３条第２項中「いか」を「以下」に改め、同条第３項中「村税条例」を「王滝村税条例」に、

「提出された」を「提出した」に改める。 

附則第６条第２項中「令和87年４月１日」を「令和８年４月１日」に、「、村税条例」を「、王滝

村税条例」に、「係」を「係る」に改め、同項第１号中「村税条例」を「王滝村税条例」に改め、同

条第３項中「前各号」を「前項各号」に改める。 



王滝村税条例の一部を改正する条例（案） 新旧対照表 

〇王滝村税条例（昭和 38 年王滝村条例第 40 号）【本則関係】 

改正後 改正前 改正内容 

（定義） （用語） 準則にあわせるもの 

第 2 条 （略） 第 2 条 （略）  

準則にあわせるもの （１）徴税吏員 村長又はその委任を受けた村職員をいう。 （１）徴税職員 村長又はその委任を受けた村職員をいう。 

（２）徴収金 村税並びにその督促手数料、延滞金、過少 

  申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を 

  いう。 

（２）徴収金 村税並びにその督促手数料、延滞金、過少 

  申告加算金、不申告加算金、重加算金及び延滞処分費を 

  いう。 

総務省条例（例）にあわせる

もの 

（王滝村行政手続条例の適用除外）  過去の改正漏れ 

平成 8 年行政手続条例制定 

時の税条例改正漏れ 

 地方税法において行政手続 

法の適用除外が規定されて 

いる 

第 4 条 王滝村行政手続条例（平成 8 年王滝村条例第 5 号） 

 第 3 条又は第 4 条に定めるもののほか、村税に関する条例 

 等の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為につ 

いては、王滝村行政手続条例第 2 章（第 8 条を除く。）及び 

第 3 章（第 14 条を除く。）の規定は、適用しない。 

第 4 条及び第 5 条 削除 

２ 王滝村行政手続条例第 3 条、第 4 条又は第 33 条第 4 項 

 に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の 

適正な実現を図るため行われる行政指導（同条例第 2 条第 7 

号に規定する行政指導をいう。）については、同条例第 33 条 

第 3 項及び第 34 条の規定は、適用しない。 

 

第 5 条 削除   

第 6 条 この条例の実施のための手続その他その施行につい 

 て必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で 

 定める。 

第 6 条 この条例実施のための手続その他その施行について 

 必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で定め 

 る。 

一般的な言い回しとして「条

例の実施」とする 

（課税漏れ等に係る村税の取扱い） （課税洩れ等に係る村税の取扱） 「洩」は常用漢字外 

準則の送り仮名に合わせ「取

扱い」とする 

「法令に用いる漢字使用等」

に合わせ「偽り」の表記とす

る 

第 7 条 課税漏れに係る村税又は偽りその他不正の行為に 

 より免れた村税があることを発見した場合においては、課 

 税すべき年度（法人税割にあっては、その課税標準の算定 

 期間の末日現在）の税率によってその全額を直ちに徴収 

 する。 

第 7 条 課税洩れに係る村税又は詐欺その他不正の行為に 

 より免れた村税があることを発見した場合においては、課 

 税すべき年度（法人税割にあっては、その課税標準の算定 

 期間の末日現在）の税率によってその全額を直ちに徴収 

 する。 



改正後 改正前 改正内容 

第 9 条 （略） 

４ 法第 15 条の 2 第 2 項及び第 3 項に規定する条例で定め 

 る書類は、第 2 項第 2 号から第 4 号までに掲げる書類と 

 する。 

第 9 条 （略） 

４ 法第 15 条の 2 第 2 項及び第 3 項に規定する条例で定め 

 る書類は、次に掲げる書類は、第 2 項から第 4 号までに掲 

 げる書類とする。 

 

誤植による条文の一部削除 

第 11 条 （略） 第 11 条 （略）  

一般的な言い回しとして 

「分割納入をさせる」とする 

 

「換価の猶予」について、法

的な定義を加える 

３ （略） ３ （略） 

（２）分割納付又は分割納入をさせるために必要となる 

  書類 

（２）分割納付又は分割納入させるために必要となる書類 

（３）その他村長が職権による換価の猶予（法第 15 条の５ 

  第 1 項の規定による換価の猶予をいう。）に関し必要と 

  認める書類 

（３）その他村長が職権による換価の猶予に関し必要と認め 

  る書類 

第 12 条 （略） 第 12 条 （略）  

一般的な言い回しとして 

「分割納入をさせる」とする 

ただし書中、重複する部分を

「村長が当該方法により」と

改める 

２ 法第 15 条の 6 第 3 項において準用する法第 15 条第 3 項 

 及び第 5 項に規定する条例で定める方法は、毎月の分割納 

 付又は分割納入をさせることとする。ただし、村長が当該 

 方法によることができないやむを得ない事情があると認め 

 る場合は、随時の納付又は納入とすることができる。 

２ 法第 15 条の 6 第 3 項において準用する法第 15 条第 3 項 

 および第 5 項に規定する条例で定める方法は、毎月の分割 

 納付又は分割納入させることとする。ただし、毎月の分割 

 納付又は分割納入させることができないやむを得ない事情 

 があると村長が認める場合は、随時の納付又は納入とする 

 ことができる。 

４ （略） 

（４）その他村長が申請による換価の猶予（法第 15 条の 6 

  第 1 項の規定による換価の猶予をいう。次項第 2 号に 

  おいて同じ。）に関し必要と認める事項 

４ （略） 

（４）その他市長が申請による換価の猶予に関し必要と認 

  める事項 

誤植のため「村長」とする 

「換価の猶予」について、 

法的な定義を加える。 

６ （略） 

（３）第 4 項第 3 号に掲げる事項 

６ （略） 

（３）第 6 項第 3 号に掲げる事項 

誤植のため引用条項を 

「第 4 項第 3 号」とする 

（４）その他村長が申請による換価の猶予期間の延長（法 

  第 15 条の 6 第 3 項において準用する法第 15 条第 4 項 

  の規定による換価の猶予をした期間の延長をいう。）に 

  関し必要と認める事項 

（４）その他村長が申請による換価の猶予期間の延長に関し 

  必要と認める事項 

「換価猶予期間の延長」につ

いて法的な定義を加える 

７ 法第 15 条の 6 の 2 第 3 項において準用する法第 15 条の 

 2 第 8 項に規定する条例で定める期間は、20 日とする。 

 

７ 法第 15 条の 6 の 2 第 3 項において準用する法第 15 条の 

 2 第 8 項に規定する期間は、20 日とする。 

準則に合わせ「条例で定める

期間」とする 



改正後 改正前 改正内容 

（担保を徴する必要がない場合）  総務省条例（例）に合わせ見

出しを追加する 

引用法規を「地方税法第 16

条第 1 項ただし書」とする 

第 13 条 法第 16 条第 1 項ただし書に規定する条例で定める 

 場合は、猶予に係る金額が 100 万円以下である場合、猶予 

 期間が 3 月以内である場合又は担保を徴することができな 

 い特別の事情がある場合とする。 

第 13 条 法第 16 条に規定する条例で定める場合は、猶予に 

 係る金額が 100 万円以下である場合、猶予期間が 3 月以内 

 である場合又は担保を徴することができない特別の事情が 

 ある場合とする。 

第 18 条 法第 20 条の 2 の規定による公示送達は、王滝村 

 公告式条例（昭和 31 年王滝村条例第 2 号）第 2 条第 2 項 

 に規定する役場前掲示場において行うものとする。 

第 18 条 法第 20 条の 2 の規定による公示送達は、王滝村 

 公告式条例（昭和 31 年条例第 2 号）第 2 条第 2 項に規定 

 する役場前掲示場において行うものとする。 

総務省条例（例）合わせ「王

滝村条例」とする 

第 18 条の 3 地方税法施行規則（昭和 29 年総理府令第 23 

 合。以下「施行規則」という。第 1 条の 9 第 2 号に規定す 

 る事項は、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 

 59 条第 1 項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型 

 自動車について天災その他やむを得ない事由により種別割 

 を滞納している場合においてその旨とする。 

第 18 条の 3 地方税法施行規則（昭和 29 年総理府令第 23 

 号。以下「施行規則」という。）第 1 条の 9 第 2 号に規定す 

 る事項は、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 

 59 条第 1 項に規定する検査対象軽自動車又は 2 輪の小型 

 自動車について天災その他やむを得ない事由により種別割 

 を滞納している場合においてその旨とする。 

 

「2 輪」を「二輪」に改める 

第 18 条の 4 法第 20 条の 10 に規定する納税証明書の交付 

（法第 382 条の 4 に規定する当該証明書に住所に代わる事項 

 を記載したものの交付を含む。）を請求する者は、手数料 

 を納付しなければならない。ただし、道路運送車両法第 

 97 条の 2 に規定する証明書については、この限りでない。 

第 18 条の 4 法第 20 条の 10 に規定する納税証明書の交付 

（法第 382 条の 4 に規定する当該証明書に住所に代わる事項 

 を記載したものの交付を含む。）を請求する者は、手数料を 

 納付しなければならない。 

第 1 項で手数料の納付義務及

び免除規定を規定し、 

第 2 項で料金を規定する項建

てに改める 

２ 前項の手数料は、証明書 1 枚ごとに 350 円とする。 

 

２ 前項の納税証明書の手数料は、証明書１枚ごとに 350 円 

 とする。ただし、道路運送車両法第 97 条の 2 に規定する 

 証明書については手数料を徴しない。 

3 前項の証明書の枚数の計算に着いては、年度、税目、 

 証明事項等を基準として王滝村手数料徴収条例（平成 12 

 年王滝村条例第 14 号）で定める。 

３ 前項の納税証明書の枚数の計算については、年度、税 

 目、証明事項等を基準として王滝村手数料条例（平成 12 

 年条例第 14 号）で定める。 

総務省条例（例）に合わせ

「王滝村条例」とする 

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞

金） 

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞

金） 

準則にあわせ、動詞と接続詞

の間に読点を付す 

第 19 条 納税者又は特別徴収義務者は、第 40 条、第 46 条 

 、第 46 条の 2 若しくは第 46 条の 5（第 53 条の 7 の 2 に 

 おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、 

第 19 条 納税者又は特別徴収義務者は、第 40 条、第 46 条 

 、第 46 条の 2 若しくは第 46 条の 5（第 53 条の 7 の 2 に 

 おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、 

 

 

 



改正後 改正前 改正内容 

 第 47 条の 4 第 1 項（第 47 条の 5 第 3 項において準用する 

 場合を含む。以下この条において同じ。）、第 48 条第 1 項 

（法第 321 条の 8 第 34 項及び第 35 項の申告書に係る部分を 

 除く。）、第 53 条の 7、第 67 条、第 81 条の 6 第 1 項、第 

 83 条第 2 項、第 98 条第 1 項若しくは第 2 項、第 102 条第 

 2 項、第 105 条、第 139 条第 1 項又は第 145 条第 3 項に 

 規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入をする場 

 合には、当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延 

 長があったときは、その延長された納期限とする。第 1 号 

 、第 2 号及び第 5 号において同じ。）の翌日から納付又は 

 納入の日までの期間の日数に応じ、年 14.6 パーセント（ 

 次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第 1 号から第 4 号ま 

 でに掲げる期間並びに第 5 号及び第 6 号に定める日までの 

 期間については、年 7.3 パーセント）の割合を乗じて計算 

 した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納 

 付し、又は納入書によって納入しなければならない。 

 第 47 条の 4 第 1 項（第 47 条の 5 第 3 項において準用する 

 場合を含む。以下この条において同じ。）、第 48 条第 1 項 

（法第 321 条の 8 第 34 項及び第 35 項の申告書に係る部分を 

 除く。）、第 53 条の 7、第 67 条、第 81 条の 6 第 1 項、第 

 83 条第 2 項、第 98 条第 1 項若しくは第 2 項、第 102 条第 

 2 項、第 105 条、第 139 条第 1 項又は第 145 条第 3 項に 

 規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入をする場 

 合には、当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延 

 長があったときは、その延長された納期限とする。以下第 

1 号、第 2 号及び第 5 号において同じ。）の翌日から納付又 

は納入の日までの期間の日数に応じ、年 14.6 パーセント（ 

 次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第 1 号から第 4 号ま 

 でに掲げる期間並びに第 5 号及び第 6 号に定める日までの 

 期間については、年 7.3 パーセント）の割合を乗じて計算 

 した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納 

 付し、又は納入書によって納入しなければならない。 

 

通例に合わせ「第 1 号」とす

る 

第 20 条 前条、第 43 条第 2 項、第 48 条第 5 項、第 50 条 

 第 1 項、第 53 条の 12 第 2 項、第 72 条第 2 項、第 98 条 

 第 5 項、第 101 条第 2 項、第 139 条第 2 項及び第 140 条 

 第 2 項の規定に定める延滞金の額の計算についこれらの 

 規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間に 

 ついても、365 日当たりの割合とする。 

第 20 条 前条、第 43 条第 2 項、第 48 条第 5 項、第 50 条 

 第 1 項、第 53 条の 12 第 2 項、第 72 条第 2 項、第 98 条 

 第 5 項、第 101 条第 2 項、第 139 条第 2 項並びに第 140 条 

 第 2 項の規定に定める延滞金の額の計算についこれらの 

 規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間に 

 ついても、365 日当たりの割合とする。 

一般的な言い回しとして 

「及び」に改める 

第 21 条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、督促 

 状 1 通について、100 円の督促手数料を徴収しなければな 

 らない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合に 

 おいては、これを徴収しない。 

第 21 条 徴税職員は、督促状を発した場合においては、督促 

 状 1 通について、100 円の督促手数料を徴収しなければな 

 らない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合に 

 おいては、これを徴収しない。 

用語の改正に伴う条文整備 

第 24 条 （略） 

（削除） 

第 24 条 （略） 

３ 村内に住所を有する者で均等割の納税義務を負う夫と生 

 計を一にする妻で村内に住所を有するものに対しては均等 

 割を課さない。 

条文削除 

 過去の改正漏れ（平成 16

年制度改正） 



改正後 改正前 改正内容 

第 25 条 村民税の納税義務者は、村内に住所、居所、事 

務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、木曽 

郡の区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有す 

る者（個人にあっては、独立の生計を営むものに限 

る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める必要 

が生じた日から 10 日以内に納税管理人申告書を村長に 

提出し、又は木曽郡の区域外に住所、居所、事務所若し 

くは事業所を有する者（個人にあっては、独立の生計を 

営むものに限る。）のうち納税に関する一切の事項の処 

理につき便宜を有するものを納税管理人として定めるこ 

とについて納税管理人承認申請書を村長に同日から 10 

日以内に提出してその承認を受けなければならない。納 

税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納 

税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事 

項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、そ 

の提出の期限は、その異動を生じた日から 10 日を経過 

した日とする。 

第 25 条 村民税の納税義務者は、村内に住所、居所、事 

務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、木曽 

郡の区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有す 

る者（個人にあっては、独立の生計を営むものに限 

る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める必要 

が生じた日から 10 日以内に納税管理人申告書を村長に 

提出し、又は木曽郡の地区外に住所、居所、事務所若し 

くは事業所を有する者（個人にあっては、独立の生計を 

営むものに限る。）のうち納税に関する一切の事項の処 

理につき便宜を有するものを納税管理人として定めるこ 

とについて納税管理人承認申請書を村長に同日から 10 

日以内に提出してその承認を受けなければならない。納 

税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納 

税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事 

項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、そ 

の提出の期限は、その異動を生じた日から 10 日を経過 

した日とする。 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「区域外」とする 

第 23 条 （略） 

５ 法第 23 条第１項第 17 号に規定する特定株式等譲渡所 

得金額（以下この項及び次項並びに第 34 条の９におい 

て「特定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を 

有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得 

金額に係る所得の金額を除外して算定する。 

第 23 条 （略） 

５ 法第 23 条第１項 17 号に規定する特定株式等譲渡所得 

金額（以下この項及び次項並びに第 34 条の９において 

「特定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有 

する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金 

額に係る所得の金額を除外して算定する。 

 

第 1 項第 17 条の誤植を 

改める 

第 34 条の 2 所得割の納税義務者が法第 314 条の２第１項 

各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第 

１項及び第３項から第 11 項までの規定により雑損控除 

額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済 

等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、 

障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生 

控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額 

又は特定親族特別控除額を、前年の合計所得金額が 

第 34 条の 2 所得割の納税義務者が法第 314 条の２第１項 

各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第 

１項及び第３項から第 11 項までの規定により雑損控除 

額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済 

等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、 

障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生 

控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額 

又は特定親族扶養控除額を、前年の合計所得金額が 

 

誤植のため「特定親族扶養控

除額」を「特定親族特別控除

額」に改める 



改正後 改正前 改正内容 

2,500 万円以下である所得割の納税義務者については、 

同条第２項、第６項及び第 11 項の規定により基礎控除 

額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所 

得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 

2,500 万円以下である所得割の納税義務者については、 

同条第２項、第６項及び第 11 項の規定により基礎控除 

額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所 

得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 

第 34 条の 7  所得割の納税義務者が、前年中に法第 314 

条の７第１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に 

掲げる寄附金若しくは金銭のうち、別表に掲げるものを 

支出した場合には、同項に規定するところにより控除す 

べき額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規定す 

る特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該 

控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この 

項において「控除額」という。）をその者の第 34 条の３ 

及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除す 

るものとする。この場合において、当該控除額が当該所 

得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の 

額に相当する金額とする。 

第 34 条の 7 所得割の納税義務者が、前年中に法第 314 条 

の７第１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲 

げる寄附金若しくは金銭を支出した場合には、同項に規 

定するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前 

年中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出 

した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額 

を加算した金額。以下この項において「控除額」という。） 

をその者の第 34 条の３及び前条の規定を適用した場合の 

所得割の額から控除するものとする。この場合において、 

当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除 

額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

 

過去の改正誤り 

 当村の条例では第 34 条の 7

第 1 項第 2 号の規定が存在し

ないため、改正前の第 1 号ア

～コをそれぞれ第 1 号から第

10 号に号建てする 

（1）所得税法第 78 条第 2 項第 2 号の規定に基づき財務大臣 

 が指定した寄附金 

（１）次に掲げる寄附金又は金銭のうち、別表に掲げるもの 

 ア 所得税法第 78 条第 2 項第 2 号の規定に基づき財務大臣 

  が指定した寄附金 

 イ 所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）第 217 条第 1 

  項に規定する独立行政法人に対する寄附金（出資に関する 

  業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の 

  主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

 ウ 所得税法施行令第 217 条第 1 号の 2 に規定する独立地方 

  行政法人に対する寄附金（出資に関する業務に充てられる 

  ことが明らかなものを除き、当該法人の主たる目でである 

  業務に関連するものに限る。） 

 エ 所得税法施行令第 217 条第 2 号に規定する法人に対する 

  寄附金（法第 314 条の 7 第 1 項第 2 号に掲げるもの及び 

  出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除 

  き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに 



改正後 改正前 改正内容 

  限る。） 

 オ 所得税法施行令第 217 条第 3 号に規定する公益社団法人 

  及び公益財団法人に対する寄附金（出資に関する業務に 

  充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる 

  目的である業務に関連するものに限る。） 

 カ 所得税法施行令第 217 条第 4 号に規定する学校法人に対 

  する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らか 

  なものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連 

  するものに限る。） 

 キ 所得税法施行令第 217 条第 5 号に規定する社会福祉法人 

  に対する寄附金（法第 314 条の 7 第 1 項第 2 号に掲げる 

  もの及び出資に関する業務に充てられることが明らかな 

  ものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連する 

  ものに限る。） 

 ク 所得税法施行令第 217 条第 6 号に規定する更生保護法人 

  に対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが 

  明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務 

  に関連するものに限る。） 

 ケ 所得税法第 78 条第 3 項に規定する特定公益信託の信託 

  財産とするために支出した金銭 

 コ 租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 41 条の 18 

  の２第 2 項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（ 

  その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの、 

  出資に関する業務に充てられることが明らかなものを 

  除く。） 

（２）所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）第 217 条第 

 １項に規定する独立行政法人に対する寄附金（出資に関する 

 業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の 

 主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

  



改正後 改正前 改正内容 

（３）所得税法施行令第 217 条第 1 号の 2 に規定する地方 

 独立行政法人に対する寄附金（出資に関する業務に充てられ 

 ることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である 

 業務に関連するものに限る。） 

  

（４）所得税法施行令第 217 条第 2 号に規定する法人に対 

 する寄附金（法第 314 条の 7 第 1 項第 2 号に掲げるもの 

 及び出資に関する業務に充てられることが明らかなもの 

 を除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するもの 

 に限る。） 

 

（５）所得税法施行令第 217 条第 3 号に規定する公益社団 

 法人及び公益財団法人に対する寄附金（出資に関する業務 

 に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主 

 たる目的である業務に関連するものに限る。） 

 

（６）所得税法施行令第 217 条第 4 号に規定する学校法人に 

 対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らか 

 なものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連す 

 るものに限る。） 

 

（７）所得税法施行令第 217 条第 5 号に規定する社会福祉 

 法人に対する寄附金（法第 314 条の 7 第 1 項第 2 号に掲 

 げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らか 

 なものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連する 

 ものに限る。） 

 

（８）所得税法施行令第 217 条第 6 号に規定する更生保護 

 法人に対する寄附金（出資に関する業務に充てられること 

 が明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務 

 に関連するものに限る。） 

 

（９）所得税法第 78 条第 3 項に規定する特定公益信託の信託 

 財産とするために支出した金銭 

 

（10）租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 41 条の 

 18 の 2 第 2 項に規定する非営利活動に関する寄附金（その 

 



改正後 改正前 改正内容 

 寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び 

 出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く 

 。） 

第 34 条の 9 （略） 第 34 条の９ （略）  

誤植のため「前項に」を 

「前項の」に改める 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の 

額から控除することができなかった金額があるときは、 

当該控除することができなかった金額は、令第 48 条の９ 

の３から第 48 条の９の６までに定めるところにより、同 

項の納税義務者に対しその控除することができなかった 

金額を還付し、又は当該控除することができなかった金 

額のうち法第 314 条の９第２項後段に規定する還付をす 

べき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係 

る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税、個 

人の村民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入 

し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付 

し、若しくは納入する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の得割の額 

から控除することができなかった金額があるときは、当 

該控除することができなかった金額は、令第 48 条の９の 

３から第 48 条の９の６までに定めるところにより、同項 

の納税義務者に対しその控除することができなかった金 

額を還付し、又は当該控除することができなかった金額 

のうち法第 314 条の９第２項後段に規定する還付をすべ 

き金額により当該納税義務者の前項に確定申告書に係る 

年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税、個人 

の村民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、 

若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、 

若しくは納入する。 

第 35 条 第 23 条第１項第１号の者に対して所得割を課す 

る場合においては、次に定めるところによって、その者の 

第 33 条第１項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 

金額を算定する。 

第 35 条 第 23 条第１項第１号の者に対して所得割を課す 

る場合においては、次の各号に定めるところによって、そ 

の者の第 33 条第１項の総所得金額、退職所得金額又は山 

林所得金額を算定する。 

 

準則に合わせ「の各号」を 

削る 

第 36 条の 2 第 23 条第１項第１号に掲げる者は、３月 15 

日までに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告 

書を村長に提出しなければならない。ただし、法第 317 

条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又 

は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から１ 

月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けて 

いる者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年 

金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年 

金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険 

料控除額（令第 48 条の９の７に規定するものを除く。）、 

小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震 

第 36 条の 2 第 23 条第１項第１号に掲げる者は、３月 15 

日までに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告 

書を村長に提出しなければならない。ただし、法第 317 

条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又 

は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から１ 

月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けて 

いる者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年 

金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年 

金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険 

料控除額（令第 48 条の９の７に規定するものを除く。）、 

小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 改正内容 

保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所 

得割の納税義務者（前年の合計所得金額が 900 万円以下 

であるものに限る。）の法第 314 条の２第１項第 10 号の 

２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計 

所得金額が 95 万円以下であるものに限る。）で控除対象 

配偶者に該当しないものに係るものを除く。）、法第 314 

条の２第４項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特 

別控除額（特定親族（同条第１項第 12 号に規定する特定 

親族をいう。第 36 条の３の２第１項第３号及び第 36 条 

の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が 

85 万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）の 

控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除 

額の控除、法第 313 条第８項に規定する純損失の金額の 

控除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金 

額の控除若しくは第 34 条の７第１項及び第２項の規定に 

より控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額 

控除額」という。）の控除を受けようとするものを除く。 

以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなか 

った者」という。）及び第 24 条第２項に規定する者（施 

行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者 

 を除く。）については、この限りでない。 

保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所 

得割の納税義務者（前年の合計所得金額が 900 万円以下 

であるものに限る。）の法第 314 条の２第１項第 10 号の 

２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計 

所得金額が 95 万円以下であるものに限る。）で控除対象 

配偶者に該当しないものに係るものを除く。）、法第 314 

条の２第４項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特 

別控除額（特定親族（同条第１項第 12 号に規定する特定 

親族をいう。第 36 条の３の２第１項第３号及び第 36 条 

の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が 

85 万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）の 

控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除 

額の控除、法第 313 条第８項に規定する純損失の金額の 

控除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金 

額の控除若しくは第 34 条の７第１項及び第２項の規定に 

より控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額 

控除額」という。）の控除を受けようとするものを除く。 

以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなか 

った者」という。）及び第 24 条第２項に規定する者（施 

行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者 

 を除く。）については、この限りではない。 

 

 

準則に合わせ 

「この限りでない」に改める 

 

（削除） ６ 第 23 条第１項第１号に掲げる者は、第 34 条の７第１ 

項（同項第２号に掲げる寄付金に係る部分に限る。）の規 

定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合に 

は、３月 15 日までに、施行規則第５号の５の３様式によ 

る申告書を、村長に提出しなければならない。 

引用条項（第 34 条の 7 第 1 項

第 2 号）が存在しないため削除

する 

６ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を 

受けた給与で所得税法第 190 条の規定の適用を受けたも 

のを有する者で村内に住所を有するものが、第１項の申 

告書を提出するときは、法第 317 条の２第１項各号に掲 

げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行 

７ 第１項又は第５項の場合において、前年において支払 

を受けた給与で所得税法第 190 条の規定の適用を受けた 

ものを有する者で村内に住所を有するものが、第１項の 

申告書を提出するときは、法第 317 条の２第１項各号に 

掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施 

改正前第 6 項削除による 

「項ずれ」 



改正後 改正前 改正内容 

規則で定める記載によることができる。 行規則で定める記載によることができる。 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

8 （略） 

9 （略） 

10 （略） 

 

 （項ずれ） 

第 36 条の 3 の 2 （略） 第 36 条の 3 の 2 （略）  

２ 前項又は法第 317 条の３の２第１項の規定による申告 

書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該 

申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給 

与支払者を経由して提出した前項又は同条第１項の規定 

による申告書（その者が当該前年の中途において次項の 

規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した 

場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による 

申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得 

者は、施行規則で定めるところにより、前項又は同条第 

１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がな 

い旨を記載した前項又は同条第１項の規定による申告書 

を提出することができる。 

２ 前項又は法第 317 条の３の２第１項の規定による申告 

書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該 

申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給 

与支払者を経由して提出した前項又は法第 317 条の３ 

の２第１項の規定による申告書（その者が当該前年の途 

中において次項の規定による申告書を当該給与支払者を 

経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した 

同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がない 

ときは、給与所得者は、施行規則で定めるところによ 

り、前項又は法第 317 条の３の２第１項の規定により記 

載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項 

又は法第 317 条の３の２第１項の規定による申告書を提 

出することができる。 

 

地方税法の条文が前出のため 

「同条」の表記とする 

 

 

準則に合わせ「中途」に改める 

３ 第１項又は法第 317 条の３の２第１項の規定による申 

告書を提出した給与所得者で村内に住所を有するもの 

は、その年の中途において当該申告書に記載した事項に 

ついて異動を生じた場合には、第１項又は同条第１項の 

給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払 

を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところによ 

り、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載 

した申告書を、当該給与支払者を経由して、村長に提出 

しなければならない。 

３ 第１項又は法第 317 条の３の２第１項の規定による申 

告書を提出した給与所得者で村内に住所を有するもの 

は、その年の中途において当該申告書に記載した事項に 

ついて異動を生じた場合には、第１項又は法第 317 条の 

３の２第１項の給与支払者からその異動を生じた日後最 

初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定 

めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定 

める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由し 

て、村長に提出しなければならない。 

 

地方税法の条文が前出のため 

「同条」の表記とする 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規定による申 

告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理された 

ときは、その申告書は、その受理された日に村長に提出さ 

４ 第２項及び前項の場合において、これらの規定による申 

告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理された 

ときは、その申告書は、その受理された日に村長に提出さ 

引用誤りのため「第 2 項」を 

「第 1 項」に改める 



改正後 改正前 改正内容 

れたものとみなす。 れたものとみなす。 

第 36 条の３の３ 所得税法第 203 条の６第１項の規定によ 

り同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は 

法の施行地において同項に規定する公的年金等（所得税法 

第 203 条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ 

の項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者 

であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金 

額が 900 万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一 

にする配偶者（退職手当等（第 53 条の２に規定する退職 

手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を 

有する者であって、合計所得金額が 95 万円以下であるも 

のに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養親族 

（年齢 16 歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職 

手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族 

（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金 

額が 85 万円以下であるものに限る。）を有する者（以下 

この条において「公的年金等受給者」という。）で村内に 

住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき 

所得税法第 203 条の６第１項に規定する公的年金等の支 

払者（以下この条において「公的年金等支払者」とい 

う。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日 

までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項 

を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、 

村長に提出しなければならない。 

第 36 条の３の３ 所得税法第 203 条の６第１項の規定によ

り同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法

の施行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第

203 条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項に

おいて「公的年金等」という。）の支払を受ける者であつ

て、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が 900

万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶

者（退職手当等（第 53 条の２に規定する退職手当等に限

る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であ

って、合計所得金額が 95 万円以下であるものに限る。）若し

くは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、

合計所得金額が 85 万円以下であるものに限る。）をいう。

第２号において同じ。）又は扶養親族（年齢 16 歳未満の者

又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有す

る者に限る。）を有する者（以下この条において「公的年金

等受給者」という。）で村内に住所を有するものは、当該申

告書の提出の際に経由すべき所得税法第 203 条の６第１項

に規定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的

年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払

を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者

を経由して、村長に提出しなければならない。 

 

 

「あつて」を「あって」に 

改める 

 

 

 

 

 

 

地方税法第 317 条の 3 の３第

1 項の規定に改める 

２ 前項又は法第 317 条の３の３第１項の規定による申告 

書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、 

当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該 

公的年金等支払者を経由して提出した前項又は同条第１項 

の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、 

公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第 

２ 前項又は法第 317 条の３の３第１項の規定による申告 

書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、 

当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該 

公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第 317 

条の３の３第１項の規定による申告書に記載した事項と異 

動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支 

 

地方税法の条文が前出のため 

「同条」の表記とする 



改正後 改正前 改正内容 

203 条の６第２項に規定する国税庁長官の承認を受けてい 

る場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は 

法第 317 条の３の３第１項の規定により記載すべき事項 

に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は同条第１項 

の規定による申告書を提出することができる。 

払者が所得税法第 203 条の６第２項に規定する国税庁長 

官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるとこ 

ろにより、前項又は法第 317 条の３の３第１項の規定に 

より記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した 

前項又は法第 317 条の３の３第１項の規定による申告書 

を提出することができる。 

第 36 条の４ 村民税の納税義務者が第 36 条の２第１項、 

第２項若しくは第３項の規定により提出すべき申告書を正 

当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第８項若し 

くは第９項の規定により申告すべき事項について正当な理 

由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、 

10 万円以下の過料を科する。 

第 36 条の４ 村民税の納税義務者が第 36 条の２第１項、 

第２項若しくは第３項の規定により提出すべき申告書を正 

当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第９項若し 

くは第 10 項の規定により申告すべき事項について正当な 

理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、 

10 万円以下の過料を科する。 

 

改正後の条例において第 36 条

の 2 第 6 項を削除するため 

「同条第 8 項若しくは第 9 項」

に改める 

第 38 条 （略） 第 38 条 （略）  

３ 森林環境税は、当該個人の村民税の均等割を賦課し、及 

び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。 

３ 森林環境税は、当該村民税の均等割を賦課し、及び徴収 

する場合に併せて賦課し、及び徴収する。 

総務省条例（例）に合わせ 

「個人の」を加える 

第 40 条 普通徴収の方法によって徴収する個人の村民税の 

 納期は、次のとおりとする。 

 第 1 期 6 月 1 日から同月 30 日まで 

 第 2 期 8 月 1 日から同月 31 日まで 

 第 3 期 10 月 1 日から同月 31 日まで 

 第 4 期 翌年 1 月 1 日から同月 31 日まで 

第 40 条 普通徴収の方法によって徴収する個人の村民税の 

 納期は、次のとおりとする。 

 第 1 期 6 月 1 日から 6 月 30 日まで 

 第 2 期 8 月 1 日から 8 月 31 日まで 

 第 3 期 10 月 1 日から 10 月 31 日まで 

 第 4 期 翌年 1 月 1 日から 1 月 31 日まで 

 

総務省条例（例）及び通例に 

合わせ「同月」とする 

第 41 条 個人の村民税の納税通知書に記載すべき各納期の 

納付額は、当該年度分の個人の村民税額、個人の県民税額 

及び森林環境税額の合算額（第 47 条第１項又は第 47 条 

の６第１項の規定により徴収する場合にあっては、特別徴 

収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する 

税額）を前条第１項の納期（第 47 条第１項又は第 47 条 

の６第１項の規定により徴収する場合にあっては、特別徴 

収の方法により徴収されないこととなった日以後に到来す 

る納期）の数で除して得た額とする。 

第 41 条 個人の村民税の納税通知書に記載すべき各納期の 

納付額は、当該年度分の個人の村民税額、個人の県民税額 

及び森林環境税額の合算額（第 47 条第１項又は第 47 条 

の６第１項の規定により徴収する場合にあっては特別徴収 

の方法により徴収されないことになった金額に相当する税 

額）を前条第１項の納期（第 47 条第１項又は第 47 条の 

６第１項の規定により徴収する場合にあっては特別徴収の 

方法により徴収されないこととなった日以後に到来する納 

期）の数で除して得た額とする。 

 

 

準則に合わせ「、」を付す 

 

地方税法の規定から「ことに」

を「ことと」に改める 



改正後 改正前 改正内容 

第 42 条 個人の村民税の納税者は、納税通知書に記載され 

た納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額 

の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後 

の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付す 

ることができる。 

第 42 条 個人の村民税の納税者は、納税通知書に記載され 

た納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額 

の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後 

の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付 

することができる。 

 

「併」は常用漢字であるため 

「併せて」に改める 

第 43 条 普通徴収の方法によって徴収する個人の村民税に 

ついて所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の 

税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を 

法第 325 条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変 

更し、又は賦課する必要を認めた場合には、既に第 35 条 

第１号ただし書若しくは第２号又は第 36 条の規定を適用 

して個人の村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに 

変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のう 

ちその決定があった日までの納期に係る分（以下この条に 

おいて「不足税額」という。）を追徴する。 

第 43 条 普通徴収の方法によって徴収する個人の村民税に 

ついて所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の 

税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を 

法第 325 条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変 

更し、若しくは賦課する必要を認めた場合には、既に第 

35 条第１号ただし書若しくは第２号又は第 36 条の規定を 

適用して個人の村民税を賦課していた場合を除くほか、直 

ちに変更による不足税額又は賦課さるべきであった税額の 

うちその決定があった日までの納期に係る分（以下この条 

において「不足税額」という。）を追徴する。 

 

準則に合わせ「若しくは」を 

「又は」に改める 

 

誤植のため「賦課さる」を 

「賦課される」に改める 

４ 第２項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告 

書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正（納付すべ 

き税額を増加させるものに限り、これに類するものを含 

む。以下この項において「増額更正」という。）をしたと 

き（国の税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を減少 

させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項 

において「減額更正」という。）をしたことに基因して、 

第１項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、そ 

の賦課した税額が増加したときに限る。）は、その追徴す 

べき不足税額（当該減額更正前に賦課した税額から当該減 

額更正に基因して変更した税額を控除した金額（還付金の 

額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当す 

る税額に限る。以下この項において同じ。）については、 

次に掲げる期間（令第 48 条の９の９第４項各号に掲げる 

村民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞 

金の計算の基礎となる期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告 

書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正（納付すべ 

き税額を増加させるものに限り、これに類するものを含 

む。以下この項において「増額更正」という。）をしたと 

き（国の税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を減少 

させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項 

において「減額更正」という。）をしたことに基因して、 

第１項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、そ 

の賦課した税額が増加したときに限る。）は、その追徴す 

べき不足税額（当該減額更正前に賦課した税額から当該減 

額更正に基因して変更した税額を控除した金額（還付金の 

額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当す 

る税額に限る。以下この項において同じ。）については、 

次に掲げる期間（令第 48 条の９の９第４項各号に掲げる 

村民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞 

金の計算の基礎となる期間から控除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あつて」を「あって」に 

改める 



改正後 改正前 改正内容 

第 44 条 個人の村民税の納税義務者が当該年度の初日の属 

する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、か 

つ、同日において給与の支払を受けている者（次に掲げる 

者のうち特別徴収の方法により徴収することが著しく困難 

であると認められる者を除く。以下この条において「給与 

所得者」という。）である場合には、当該納税義務者の前 

年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額（これと併せ 

て賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第５項に 

おいて同じ。）の合算額を特別徴収の方法により徴収す 

る。 

第 44 条 個人の村民税の納税義務者が当該年度の初日の属 

する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、か 

つ、同日において給与の支払を受けている者（次の各号に 

掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著し 

く困難であると認められる者を除く。以下この条において 

「給与所得者」という。）である場合には、当該納税義務 

者の前年中の給与所得に係る所得税額及び均等割額（これ 

と併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第 

５項において同じ。）の合算額を特別徴収の方法により徴 

収する。 

 

準則に合わせ「の各号」を 

削る 

 

 

 

誤植のため「所得割額」に 

改める 

(１) 支給期間が１月を超える期間により定められている給 

与のみの支払を受ける者 

(１) 支払期間が１月を超える期間により定められている給 

与のみの支払を受ける者 

地方税法にあわせ「支給期間」

に改める 

(２) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給 

与の支払を受けるもの 

(２) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給 

与の支払を受ける者 

準則に合わせ「もの」に 

改める 

第 47 条 個人の村民税の納税者が給与の支払を受けなくな 

ったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収 

の方法により徴収されないこととなった場合には、特別徴 

収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する 

税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととな 

った日以後において到来する第 40 条第１項の納期がある 

場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来 

する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法に 

より徴収するものとする。 

第 47 条 個人の村民税の納税者が給与の支払を受けなくな 

ったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収 

の方法により徴収されないこととなった場合には、特別徴 

収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する 

税額は、特別徴収の方法により徴収されないこととなった 

日以後において到来する第 40 条第１項の納期がある場合 

にはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項 

の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収 

するものとする。 

 

 

条例第 47 条の 6 第 1 項、地方

税法第 321 条の 7 との整合性

から「その」および「そえぞれ」

を加える 

第 47 条の２ 個人の村民税の納税義務者が当該年度の初日 

の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者 

であり、かつ、同日において老齢等年金給付（法第 321 

条の７の２第１項の老齢等年金給付をいう。以下この節に 

おいて同じ。）の支払を受けている年齢 65 歳以上の者 

（特別徴収の方法により徴収することが著しく困難である 

と認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この 

節において「特別徴収対象年金所得者」という。）である 

第 47 条の２ 個人の村民税の納税義務者が当該年度の初日 

の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者 

であり、かつ、同日において老齢等年金給付（法第 321 

条の７の２第１項の老齢等年金給付をいう。以下この節に 

おいて同じ。）の支払を受けている年齢 65 歳以上の者 

（特別徴収の方法により徴収することが著しく困難である 

と認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この 

節において「特別徴収対象年金所得者」という。）である 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 改正内容 

場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所 

得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を 

行う森林環境税額を含む。以下この条及び第 47 条の５に 

おいて同じ。）の合算額（当該納税義務者に係る均等割額 

を第 44 条第１項の規定により特別徴収の方法により徴収 

する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以 

下この条及び第 47 条の５において同じ。）の２分の１に 

相当する額（以下この節において「年金所得に係る特別徴 

収税額」という。）を当該年度の初日の属する年の 10 月 

１日から翌年の３月 31 日までの間に支払われる老齢等年 

金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方 

法により徴収する。 

場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所 

得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を 

行う森林環境譲与税額を含む。以下この条及び第 47 条の 

５において同じ。）の合算額（当該納税義務者に係る均等 

割額を第 44 条第１項の規定により特別徴収の方法によっ 

て徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割 

額。以下この条及び第 47 条の５において同じ。）の２分 

の１に相当する額（以下この節において「年金所得に係る 

特別徴収税額」という。）を当該年度の初日の属する年の 

10 月１日から翌年の３月 31 日までの間に支払われる老齢 

等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収 

の方法により徴収する。 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「森林環境税額」と、 

「方法により」に改める 

第 48 条 村民税を申告納付する義務がある法人は、法第 

321 条の８第１項、第２項、第 31 項、第 34 項及び第 35 

項の規定による申告書（第９項、第 10 項及び第 12 項に 

おいて「納税申告書」という。）を、同条第１項、第２ 

項、第 31 項及び第 35 項の申告納付にあってはそれぞれ 

これらの規定による納期限までに、同条第 34 項の申告納 

付にあっては遅滞なく村長に提出し、及びその申告に係る 

税金又は同条第１項後段及び第２項後段の規定により提出 

があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第 

22 号の４様式又は第 22 号の４の２様式による納付書によ 

り納付しなければならない。 

第 48 条 村民税を申告納付する義務のある法人は、法第 

321 条の８第１項、第２項、第 31 項、第 34 項及び第 35 

項の規定による申告書（第９項、第 10 項及び第 12 項に 

おいて「納税申告書」という。）を、同条第１項、第２ 

項、第 31 項及び第 35 項の申告納付にあってはそれぞれ 

これらの規定による納期限までに、同条第 34 項の申告納 

付にあっては遅滞なく村長に提出し、及びその申告に係る 

税金又は同条第１項後段及び第２項後段の規定により提出 

があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第 

22 号の４様式又は第 22 号の４の２様式による納付書によ 

り納付しなければならない。 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「義務が」に改める 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有 

する法人（以下この条において「内国法人」という。） 

が、租税特別措置法第 66 条の７第４項及び第 10 項の規 

定の適用を受ける場合には、法第 321 条の８第 36 項及び 

令第 48 条の 12 の２に規定するところにより、控除すべ 

き額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控 

除する。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事業所若しくは事業所を有 

する法人（以下この条において「内国法人」という。） 

が、租税特別措置法第 66 条の７第４項及び第 10 項の規 

定の適用を受ける場合には、法第 321 条の８第 36 項及び 

令第 48 条の 12 の２に規定するところにより、控除すべ 

き額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控 

除する。 

 

誤植のため「事務所」に改める 



改正後 改正前 改正内容 

５ 法第 321 条の８第 34 項に規定する申告書（同条第 33 

項の規定による申告書を含む。以下この項において同 

じ。）に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同 

条第１項、第２項又は第 31 項の納期限（納期限の延長が 

あったときは、その延長された納期限とする。第７項第１ 

号において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数 

に応じ、当該税額に年 14.6 パーセント（申告書を提出し 

た日（同条第 35 項の規定の適用がある場合において、当 

該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出 

期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経 

過する日までの期間については、年 7.3 パーセント）の割 

合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して施 

行規則第 22 号の４様式又は第 22 号の４の２様式による 

納付書により納付しなければならない。 

５ 法第 321 条の８第 34 項に規定する申告書（同条第 33 

項の規定による申告書を含む。以下この項において同 

じ。）に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同 

条第１項、第２項又は第 31 項の納期限（納期限の延長が 

あったときは、その延長された納期限とする。第７項第１ 

号において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数 

に応じ、当該税額に年 14.6 パーセント（申告書を提出し 

た日（同条第 35 項の規定の適用がある場合において、当 

該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出 

期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経 

過する日までの期間については、年 7.3 パーセント）の割 

合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行 

規則第 22 号の４様式又は第 22 号の４の２様式による納 

付書により納付しなければならない。 

 

地方税法の表記に合わせ 

「延滞金額」に改める 

６ 前項の場合において、法人が法第 321 条の８第１項、 

第２項又は第 31 項に規定する申告書を提出した日（当該 

申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告 

書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後に同条第 

34 項に規定する申告書を提出したときは、偽りその他不 

正の行為により村民税を免れた法人が法第 321 条の 11 第 

１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知し 

て当該申告書を提出した場合を除き、当該１年を経過する 

日の翌日から当該申告書を提出した日（法第 321 条の８ 

第 35 項の規定の適用がある場合において、当該申告書が 

その提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期 

限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控 

除する。 

６ 前項の場合において、法人が法第 321 条の８第１項、 

第２項又は第 31 項に規定する申告書を提出した日（当該 

申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告 

書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後に同条第 

34 項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不 

正の行為により村民税を免れた法人が法第 321 条の 11 第 

１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知し 

て当該申告書を提出した場合を除き、当該１年を経過する 

日の翌日から当該申告書を提出した日（法第 321 条の８ 

第 35 項の規定の適用がある場合において、当該申告書が 

その提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期 

限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控 

除する。 

 

 

 

「法令に用いる漢字使用等」

に合わせ「偽り」の表記とす

る 

 

７ 第５項の場合において、法第 321 条の８第 34 項に規定 

する申告書（以下この項において「修正申告書」とい 

う。）の提出があったとき（当該修正申告書に係る村民税 

について同条第１項、第２項又は第 31 項に規定する申告 

７ 第５項の場合において、法第 321 条の８第 34 項に規定 

する申告書（以下この項において「修正申告書」とい 

う。）の提出があつたとき（当該修正申告書に係る村民税 

について同条第１項、第２項又は第 31 項に規定する申告 

 

「あつた」を「あった」に改め

る 

 



改正後 改正前 改正内容 

書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出 

されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべ 

き税額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下 

この項において「減額更正」という。）があった後に、当 

該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申 

告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に係る 

税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまで 

の部分に相当する税額に限る。）については、前項の規定 

にかかわらず、次に掲げる期間（偽りその他不正の行為に 

より村民税を免れた法人が法第 321 条の 11 第１項又は第 

３項の規定による更正があるべきことを予知して提出した 

修正申告書に係る村民税又は令第 48 条の 16 の２第３項 

に規定する村民税にあっては、第１号に掲げる期間に限 

る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出 

されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべ 

き税額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下 

この項において「減額更正」という。）があつた後に、当 

該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申 

告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に係る 

税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまで 

の部分に相当する税額に限る。）については、前項の規定 

にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為に 

より村民税を免れた法人が法第 321 条の 11 第１項又は第 

３項の規定による更正があるべきことを予知して提出した 

修正申告書に係る村民税又は令第 48 条の 16 の２第３項 

に規定する村民税にあつては、第１号に掲げる期間に限 

る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

 

 

 

 

 

 

 

「法令に用いる漢字使用等」

に合わせ「偽り」の表記とす

る 

 

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付が 

あった日（その日が当該申告に係る村民税の納期限より前 

である場合には、当該納期限）の翌日から当該減額更正の 

通知をした日までの期間 

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付が 

あつた日（その日が当該申告に係る村民税の納期限より前 

である場合には、当該納期限）の翌日から当該減額更正の 

通知をした日までの期間 

 

「あつた」を「あった」に改め

る 

13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前 

段の規定の適用を受けることが必要となった事情、同項前 

段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則 

で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を 

添付して、当該期間の開始の日の 15 日前までに、これを 

村長に提出しなければならない。 

13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前 

段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前 

段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則 

で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を 

添付して、当該期間の開始の日の 15 日前までに、これを 

村長に提出しなければならない。 

 

「なつた」を「なった」に改め

る 

15 第 12 項前段の規定の適用を受けている内国法人につ 

き、法第 321 条の８第 71 項の処分又は前項の届出書の提 

出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があっ 

た日の翌日以後の第 12 項前段の期間内に行う第９項の申 

告については、第 12 項前段の規定は、適用しない。ただ 

し、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受 

けたときは、この限りでない。 

5 第 12 項前段の規定の適用を受けている内国法人につ 

き、法第 321 条の８第 71 項の処分又は前項の届出書の提 

出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつ 

た日の翌日以後の第 12 項前段の期間内に行う第９項の申 

告については、第 12 項前段の規定は適用しない。ただ 

し、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受 

けたときは、この限りでない。 

 

「あつた」を「あった」に改め

る 

 

準則に合わせ「、」を加える 



改正後 改正前 改正内容 

16 第 12 項後段の規定の適用を受けている内国法人につ 

き、第 14 項の届出書の提出又は法人税法第 75 条の５第 

３項若しくは第６項の処分があったときは、これらの届出 

書の提出又は処分があった日の翌日以後の第 12 項後段の 

期間内に行う第９項の申告については、第 12 項後段の規 

定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新 

たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

16 第 12 項後段の規定の適用を受けている内国法人につ 

き、第 14 項の届出書の提出又は法人税法第 75 条の５第 

３項若しくは第６項の処分があつたときは、これらの届出 

書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第 12 項後段の 

期間内に行う第９項の申告については、第 12 項後段の規 

定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新た 

に同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

 

「あつた」を「あった」に改め

る 

 

準則に合わせ「、」を加える 

第 50 条 （略） 第 50 条 （略）  

３ 前項の場合において、法第 321 条の 11 第１項又は第３ 

項の規定による更正の通知をした日が法第 321 条の８第 

１項、第２項又は第 31 項に規定する申告書を提出した日 

（当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当 

該申告書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後であ 

るときは、偽りその他不正の行為により村民税を免れた場 

合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知をし 

た日（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係 

る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものに 

あっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署 

が更正若しくは決定の通知をした日）までの期間は、延滞 

金の計算の基礎となる期間から控除する。 

３ 前項の場合において、法第 321 条の 11 第１項又は第３ 

項の規定による更正の通知をした日が、法第 321 条の８ 

第１項、第２項又は第 31 項に規定する申告書を提出した 

日（当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、 

当該申告書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後で 

あるときは、詐偽その他不正の行為により村民税を免れた 

場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知を 

した日（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に 

係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るもの 

にあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官 

署が更正若しくは決定の通知をした日）までの期間は、延 

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

 

地方税法の規定に合わせ 

「、」を削除する 

 

「法令に用いる漢字使用等」

に合わせ「偽り」の表記とす

る 

 

 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更 

正（これに類するものを含む。以下この項において「増額 

更正」という。）があったとき（当該増額更正に係る村民 

税について法第 321 条の８第１項、第２項又は第 31 項に 

規定する申告書（以下この項において「当初申告書」とい 

う。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出に 

より納付すべき税額を減少させる更正（これに類するもの 

を含む。以下この項において「減額更正」という。）があ 

った後に、当該増額更正があったときに限る。）は、当該 

増額更正により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税 

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更 

正（これに類するものを含む。以下この項において「増額 

更正」という。）があつたとき（当該増額更正に係る村民 

税について法第 321 条の８第１項、第２項又は第 31 項に 

規定する申告書（以下この項において「当初申告書」とい 

う。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出に 

より納付すべき税額を減少させる更正（これに類するもの 

を含む。以下この項において「減額更正」という。）があ 

つた後に、当該増額更正があつたときに限る。）は、当該 

増額更正により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税 

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの 

 

 

「あつた」を「あった」に改め

る （3 ヶ所） 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 改正内容 

部分に相当する税額に限る。）については、前項の規定に 

かかわらず、次に掲げる期間（偽りその他不正の行為によ 

り村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により 

納付すべき村民税又は令第 48 条の 15 の４第４項に規定 

する村民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を 

延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

部分に相当する税額に限る。）については、前項の規定に 

かかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ 

り村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により 

納付すべき村民税又は令第 48 条の 15 の４第４項に規定 

する村民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）を 

延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

「法令に用いる漢字使用等」に

合わせ「偽り」の表記とする 

 

「あつては」「あっては」に改

める 

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付が 

あった日（その日が当該申告に係る村民税の納期限より前 

である場合には、当該納期限）の翌日から当該減額更正の 

通知をした日までの期間 

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付が 

あつた日（その日が当該申告に係る村民税の納期限より前 

である場合には、当該納期限）の翌日から当該減額更正の 

通知をした日までの期間 

 

「あつた」を「あった」に改め

る 

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正 

の請求に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除 

く。）である場合又は法人税に係る更正（法人税に係る更 

正の請求に基づくものに限る。）によるものである場合に 

は、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年 

を経過する日）の翌日から当該増額更正の通知をした日 

（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更 

正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっ 

ては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更 

正若しくは決定の通知をした日）までの期間 

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正 

の請求に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除 

く。）である場合又は法人税に係る更正（法人税に係る更 

正の請求に基づくものに限る。）によるものである場合に 

は、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年

を経過する日）の翌日から当該増額更正の通知をした日（法 

人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若 

しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつて 

は、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正 

若しくは決定の通知をした日）までの期間 

 

 

 

 

 

「あつては」を「あっては」に

改める 

第 51 条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のう 

ち、村長において必要があると認めるものに対し、村民税 

を減免する。 

第 51 条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち 

村長において必要があると認めるものに対し、村民税を減 

免する。 

他の規定に合わせ「、」を追加

する 

(５) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２ 

第１項の認可を受けた地縁による団体 

(５) 認可地縁団体 認可地縁団体の法的定義を加

える 

(６) 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２ 

条第２項に規定する特定非営利活動法人 

(６) 特定非営利活動法人 特定非営利活動法人の法的定

義を加える 

２ 前項の規定により村民税の減免を受けようとする者は、 

納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を 

受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出 

しなければならない。ただし、村長が、当該者が同項各号 

２ 前項の規定により村民税の減免を受けようとする者は、 

納期限前７日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減 

免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に 

提出しなければならない。ただし、村長が、当該者が同項 

※ 

「身体障がい者等に対する地

方税の減免申請を延長して欲

しい」との行政相談を受け、平



改正後 改正前 改正内容 

のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、村民税 

を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、村 

民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでな 

い。 

成 27 年 3 月 31 日総務省から

市町村の実情に応じ期限を定

める旨通知が発出されている 

当村においても申請期限を「納

期限前 7 日」から「納期限ま

で」に改める 

第 52 条 （略） 第 52 条 （略）  

 

「法令に用いる漢字使用等」に

合わせ「偽り」の表記とする 

 

２ 第 48 条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用 

する。この場合において、同条第７項中「前項の規定にか 

かわらず、次に掲げる期間（偽りその他不正の行為により 

村民税を免れた法人が法第 321 条の 11 第１項又は第３項 

の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正 

申告書に係る村民税又は令第 48 条の 16 の２第３項に規 

定する村民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」 

とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税 

額の納付があった日（その日が第 52 条第１項の法人税額 

の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日 

より前である場合には、同日）から第 52 条第１項の申告 

書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

２ 第 48 条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用 

する。この場合において、同条第７項中「前項の規定にか 

かわらず、次に掲げる期間（詐欺その他不正の行為により 

村民税を免れた法人が法第 321 条の 11 第１項又は第３項 

の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正 

申告書に係る村民税又は令第 48 条の 16 の２第３項に規 

定する村民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」 

とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税 

額の納付があった日（その日が第 52 条第１項の法人税額 

の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日 

より前である場合には、同日）から第 52 条第１項の申告 

書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

３ 第 50 条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準 

用する。この場合において、同条第４項中「前項の規定に 

かかわらず、次に掲げる期間（偽りその他不正の行為によ 

り村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により 

納付すべき村民税又は令第 48 条の 15 の４第４項に規定 

する村民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」と 

あるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額 

の納付があった日（その日が第 52 条第１項の法人税額の 

課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日よ 

り前である場合には、同日）から同条第１項の申告書の提 

出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

 

３ 第 50 条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準 

用する。この場合において、同条第４項中「前項の規定に 

かかわらず、次に掲げる期間（詐欺その他不正の行為によ 

り村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により 

納付すべき村民税又は又は令第 48 条の 15 の４第４項に 

規定する村民税にあっては、第１号に掲げる期間に限 

る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付す 

べき税額の納付があった日（その日が第 52 条第１項の法 

人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過 

した日より前である場合には、同日）から同条第１項の申 

告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

 

 

「法令に用いる漢字使用等」に

合わせ「偽り」の表記とする 

 

「又は」重複部分を削除する 



改正後 改正前 改正内容 

第 53 条の２ 退職手当等（所得税法第 199 条の規定により 

その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同 

じ。）の支払を受けるべき日の属する年の１月１日現在に 

おいて村内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受 

ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第 33 

条、第 34 条の３及び第 37 条の規定にかかわらず、当該退 

職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第 53 

条の 12 までに規定するところによって課する。 

第 53 条の２ 退職手当等（所得税法第 199 条の規定によ 

り、その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同 

じ。）の支払を受けるべき日の属する年の１月１日現在に 

おいて村内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受 

ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第 33 

条、第 34 条の３及び第 37 条の規定にかかわらず、当該退 

職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第 53 

条の 12 までに規定するところによって課する。 

 

地方税法に合わせ「、」を削除

する 

第 53 条の７ 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払 

をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割 

を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の 10 日まで 

に、施行規則第５号の８様式による納入申告書を村長に提 

出し、及びその納入金を村に納入しなければならない。 

第 53 条の７ 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払 

をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割 

を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の 10 日まで 

に、施行規則第５号の８様式又は施行規則第２条第３項た 

だし書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告 

書を村長に提出し、及びその納入金を村に納入しなければ 

ならない。 

 

過去の改正誤り 

 当村では光学文字認識シス

テム（OCR）が未導入のため、

関係条文の一部を削除する 

第 53 条の７の２ 第 46 条の２から第 46 条の５までの規定 

は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合につい 

て準用する。この場合において、第 46 条の２中「第 45 

条第１項」とあるのは「第 53 条の６」と、「支払った給 

与」とあるのは「支払った退職手当等」と、「納入」とあ 

るのは「申告納入」と、第 46 条の４中「第 46 条の２」 

とあるのは「第 53 条の７の２において準用する第 46 条 

の２」と、第 46 条の５中「第 46 条の２」とあるのは 

「第 53 条の７の２において準用する第 46 条の２」と、 

「第 46 条に規定する月割額」とあるのは「第 53 条の７ 

の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものと 

する。 

第 53 条の７の２ 第 46 条の２から第 46 条の５までの規定 

は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合につい 

て準用する。この場合において、第 46 条の２中「第 45 

条第１項」とあるのは「第 53 条の６」と、「支払った給 

与」とあるのは「支払った退職手当等」と、「納入」とあ 

るのは「申告納入」と読み替え、第 46 条の４中「第 46 

条の２」とあるのは「第 53 条の７の２において準用する 

第 46 条の２」と読み替え、第 46 条の５中「第 46 条の 

２」とあるのは「第 53 条の７の２において準用する第 46 

条の２」と、「第 46 条に規定する月割額」とあるのは 

「第 53 条の７の規定により徴収した特別徴収税額」と読 

み替えるものとする。 

 

 

条文整備 

  「読み替え」が複数個存在す

る条文を整理するもの 

第 53 条の９ 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当 

等の支払を受けるべき日の属する年の１月１日現在におい 

て村内に住所を有するものは、その支払を受ける時まで 

に、施行規則第５号の９様式による申告書をその退職手当 

第 53 条の９ 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当 

等の支払を受けるべき日の属する年の１月１日現在におい 

て村内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、 

施行規則第５号の９様式による申告書をその退職手当等の 

 

準則に合わせ 

「者」を「もの」に改める 

 



改正後 改正前 改正内容 

等の支払をする者を経由して、村長に提出しなければなら 

ない。この場合において、支払済みの他の退職手当等があ 

る旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当 

該支払済みの他の退職手当等につき法第 328 条の 14 の規 

定により交付される特別徴収票を添付しなければならな 

い。 

支払をする者を経由して、村長に提出しなければならな 

い。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある 

旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該 

支払済みの他の退職手当等につき法第 328 条の 14 の規定 

により交付される特別徴収票を添付しなければならない 

 

第 53 条の 12 （略） 第 53 条の 12 （略）  

 

地方税法の表記に合わせ 

「延滞金額」に改める 

２ 前項の場合には、同項の規定によって徴収すべき税額に 

第 53 条の７又は第 53 条の７の２において準用する第 46 

条の２の納期限（納期限の延長があったときは、その延長 

された納期限とする。以下この項において同じ。）の翌日 

から納付の日までの期間の日数に応じ、年 14.6 パーセン 

ト（納期限までの期間又は納期限の翌日から１月を経過す 

る日までの期間については、年 7.3 パーセント）の割合を 

乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収す 

る。 

２ 前項の場合には、同項の規定によって徴収すべき税額に 

第 53 条の７又は第 53 条の７の２において準用する第 46 

条の２の納期限（納期限の延長があったときは、その延長 

された納期限とする。以下この項において同じ。）の翌日 

から納付の日までの期間の日数に応じ、年 14.6 パーセン 

ト（納期限までの期間又は納期限の翌日から１月を経過す 

る日までの期間については、年 7.3 パーセント）の割合を 

乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収す 

る。 

第 54 条 （略） 第 54 条 （略）  

 

 

誤植のため「専有部分」に改め

る 

 

 

 

準則に合わせ「同じ」に改める 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又 

は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者 

（建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年法律第 69 

号）第２条第３項の専有部分の属する家屋（同法第４条第 

２項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。） 

については、当該家屋に係る同法第２条第２項の区分所有 

者（以下「区分所有者」という。）とする。以下固定資産 

税について同じ。）として登記又は登録がされている者を 

いう。この場合において、所有者として登記又は登録がさ 

れている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは 

所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消 

滅しているとき、又は所有者として登記されている法第 

348 条第１項の者が同日前に所有者でなくなっているとき 

は、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又 

は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者 

（建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年法律第 69 

号）第２条第３項の専用部分の属する家屋（同法第４条第 

２項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。） 

については、当該家屋に係る同法第２条第２項の区分所有 

者（以下「区分所有者」という。）とする。以下固定資産 

税について同様とする。）として登記又は登録がされてい 

る者をいう。この場合において、所有者として登記又は登 

録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若 

しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日 

前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている 

法第 348 条第１項の者が同日前に所有者でなくなってい 

るときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有して 



改正後 改正前 改正内容 

をいう。 いる者をいう。 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の 

事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみ 

なして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税 

を課することができる。この場合において、村は、当該登 

録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用 

者に通知しなければならない。 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の 

事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみ 

なして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税 

を課することができる。この場合において、王滝村は、当 

該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該 

使用者に通知しなければならない。 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「村」とする 

５ 法第 343 条第５項に規定する探索を行ってもなお固定 

資産の所有者の存在が不明である場合（前項に規定する場 

合を除く。）には、その使用者を所有者とみなして、固定 

資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すること 

ができる。この場合において、村は、当該登録をしようと 

するときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しな 

ければならない。 

５ 法第 343 条第５項に規定する探索を行ってもなお固定 

資産の所有者の存在が不明である場合（前項に規定する場 

合を除く。）には、その使用者を所有者とみなして、固定 

資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すること 

ができる。この場合において、王滝村は、当該登録をしよ 

うとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知 

しなければならない。 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「村」とする 

７ 公有水面埋立法（大正 10 年法律第 57 号）第 23 条第１ 

項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地（以下この 

項において「埋立地等」という。）又は国が埋立て若しく 

は干拓により造成する埋立地等（同法第 42 条第２項の規 

定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同 

じ。）で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同 

様の状態で使用されているもの（埋立て又は干拓に関する 

工事に関して使用されているものを除く。）については、 

これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地 

等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財 

産区及び合併特例区（以下この項において「都道府県等」 

という。）以外の者が同法第 23 条第１項の規定により使 

用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者を 

もって当該埋立地等に係る第１項の所有者とみなし、都道 

府県等が同条第１項の規定により使用し、又は国が埋立て 

若しくは干拓により造成する埋立地等にあっては、都道府 

県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に 

７ 公有水面埋立法（大正 10 年法律第 57 号）第 23 条第１ 

項の規定により使用する埋立地（以下この項において「埋 

立地」という。）又は国が埋立てにより造成する埋立地 

（同法第 42 条第２項の規定による竣功通知前の埋立地に 

限る。以下この項において同じ。）で工作物を設置し、そ 

の他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているも 

の（埋立てに関する工事に関して使用されているものを除 

く。）については、これらの埋立地をもって土地とみな 

し、これらの埋立地のうち、県、村、これらの組合、財産 

区及び合併特例区（以下この項において「県等」とい 

う。）以外の者が同法第 23 条第１項の規定により使用す 

る埋立地にあっては、当該埋立地を使用する者をもって当 

該埋立地に係る第１項の所有者とみなし、県等が同条第１ 

項の規定により使用し、又は国が埋立てにより造成する埋 

立地にあっては、県等又は国が当該埋立地を県等又は国以 

外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地を使用す 

る者（土地改良法第 87 条の２第１項の規定により国又は 

 

 

過去の改正漏れ 

 

地方税法の規定に合わせ、 

現行の総務省条例（例）に改め

る 



改正後 改正前 改正内容 

使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者 

（土地改良法第 87 条の２第１項の規定により国又は都道 

府県が行う同項第１号の事業により造成された埋立地等を 

使用する者で令第 49 条の３に規定するものを除く。）を 

もって当該埋立地等に係る第１項の所有者とみなすことが 

できる。 

県が行う同項第１号の事業により造成された埋立地を使用 

する者で令第 49 条の３に規定するものを除く。）をもって 

当該埋立地に係る第１項の所有者とみなすことができる。 

８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その 

他施行規則第 10 条の２の 15 で定めるものを含む。）であ 

って、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供する 

ため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したこ 

とにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの 

（以下この項において「特定附帯設備」という。）につい 

ては、当該取り付けた者の事業の用に供することができる 

資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第１項 

の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する 

部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。 

８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その 

他施行規則第 10 条の２の 15 で定めるものを含む。）であ 

って、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため 

取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことに 

より家屋の所有者が所有することとなったもの（以下この 

項において「特定附帯設備」という。）については、当該 

取り付けた者の事業の用に供することができる資産である 

場合に限り、当該取り付けた者をもって第１項の所有者と 

みなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋 

以外の資産とみなして固定資産税を課する。 

 

地方税法の規定に合わせ 

「当該家屋」に改める 

第 56 条 法第 348 条第２項第９号、第９号の２若しくは第 

12 号の固定資産又は同項第 16 号の固定資産（独立行政法 

人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所にお 

いて直接教育の用に供するものに限る。）について同項本 

文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第 

１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号に、 

償却資産については第５号及び第６号に掲げる事項を記載 

した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若 

しくは私立学校法（昭和 24 年法律第 270 号）第 152 条第 

５項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法 

人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法 

（昭和 23 年法律第 205 号）第 31 条の公的医療機関の開 

設者、令第 49 条の 10 第１項に規定する医療法人、公益 

社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型 

法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人 

第 56 条 法第 348 条第２項第９号、第９号の２若しくは第 

12 号の固定資産又は同項第 16 号の固定資産（独立行政法 

人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所にお 

いて直接教育の用に供するものに限る。）について同項本 

文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第 

１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号に、 

償却資産については第５号及び第６号に掲げる事項を記載 

した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若 

しくは私立学校法（昭和 24 年法律第 270 号）第 64 条第 

４項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法 

人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法 

（昭和 23 年法律第 205 号）第 31 条の公的医療機関の開 

設者、令第 49 条の 10 第１項に規定する医療法人、公益 

社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型 

法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人 

 

 

過去の改正漏れ 

 令和 6 年税制改正 



改正後 改正前 改正内容 

をいう。以下この条において同じ。）に該当するものに限 

る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当するも 

のに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全 

機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは 

国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で 

看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨 

床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設 

置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館 

を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若し 

くは宗教法人で博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）第２ 

条第１項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しく 

は公益財団法人で学術の研究を目的とするもの（以下この 

条において「学校法人等」という。）の所有に属しないも 

のである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当 

該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面 

を添付して、村長に提出しなければならない。 

をいう。以下この条において同じ。）に該当するものに限 

る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当するも 

のに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全 

機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは 

国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で 

看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨 

床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設 

置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館 

を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若し 

くは宗教法人で博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）第２ 

条第１項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しく 

は公益財団法人で学術の研究を目的とするもの（以下この 

条において「学校法人等」という。）の所有に属しないも 

のである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当 

該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面 

を添付して、村長に提出しなければならない。 

第 57 条 （略） 第 57 条 （略）  

(２) 社会福祉事業等の開始又は設立及び当該社会福祉事業 

等の用に供する土地の区域変更の年月日 

(２) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉 

事業等の用に供する土地の区域変更の年月日 

準則に合わせ「又は」に改める 

第 60 条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第 348 

条第２項に掲げる固定資産として使用する場合において 

は、当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。 

第 60 条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第 348 

条第２項に掲げる固定資産として使用する場合においては 

当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。 

地方税法の表記に合わせ 

「、」を加える 

第 61 条 基準年度（昭和 31 年度及び昭和 33 年度並びに昭 

和 33 年度から起算して３年度又は３の倍数の年度を経過 

したごとの年度をいう。以下同じ。）に係る賦課期日に所 

在する土地又は家屋（以下「基準年度の土地又は家屋」と 

いう。）に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準 

は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における 

価格（以下「基準年度の価格」という。）で土地課税台帳 

若しくは土地補充課税台帳（以下「土地課税台帳等」とい 

う。）又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳（以下 

第 61 条 基準年度（昭和 31 年度及び昭和 33 年度並びに昭 

和 33 年度から起算して３年度又は３の倍数の年度を経過 

するごとの年度をいう。以下同じ。）に係る賦課期日に所 

在する土地又は家屋（以下「基準年度の土地又は家屋」と 

いう。）に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準 

は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における 

価格（以下「基準年度の価格」という。）で土地課税台帳 

若しくは土地補充課税台帳（以下「土地課税台帳等」とい 

う。）又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳（以下 

 

準則に合わせ「経過した」に改

める 



改正後 改正前 改正内容 

「家屋課税台帳等」という。）に登録されたものとする。 「家屋課税台帳等」という。）に登録されたものとする。 

３ 基準年度の土地又は家屋に対して課する第３年度（第２ 

年度の翌年度をいう。以下同じ。）の固定資産税の課税標 

準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課 

税標準の基礎となった価格（第２年度において前項ただし 

書に掲げる事情があったため、同項ただし書の規定によっ 

て当該土地又は家屋に対して課する第２年度の固定資産税 

の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格 

とする。以下この項において同じ。）で土地課税台帳等又 

は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準 

年度の土地又は家屋について第３年度の固定資産税の賦課 

期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他 

これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の 

区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定 

資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当 

であるか又は村内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡 

を失すると村長が認める場合においては、当該土地又は家 

屋に対して課する第３年度の固定資産税の課税標準は、当 

該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格 

に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登 

録されたものとする。 

３ 基準年度の土地又は家屋に対して課する第３年度（第２ 

年度の翌年度をいう。以下同じ。）の固定資産税の課税標 

準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課 

税標準の基礎となった価格（第２年度において前項ただし 

書に掲げる事情があったため同項ただし書の規定によって 

当該土地又は家屋に対して課する第２年度の固定資産税の 

課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格と 

する。以下この項において同じ。）で土地課税台帳等又は 

家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年 

度の土地又は家屋について第３年度の固定資産税の賦課期 

日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他こ 

れらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区 

域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資 

産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当で 

あるか又は村内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を 

失すると村長が認める場合においては、当該土地又は家屋 

に対して課する第３年度の固定資産税の課税標準は、当該 

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に 

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録 

されたものとする。 

 

 

地方税法の規定に合わせ 

「、」を追加する 

第 61 条の２ 法第 349 条の３第 27 項に規定する市町村の 

条例で定める割合は、２分の１とする。 

第 61 条の２ 法第 349 条の３第 27 項に規定する条例で定 

める割合は、２分の１とする。 

総務省条例（例）に合わせ 

「市町村の条例」とする 

２ 法第 349 条の３第 28 項に規定する市町村の条例で定め 

る割合は、２分の１とする。 

２ 法第 349 条の３第 28 項に規定する条例で定める割合 

は、２分の１とする。 

（同上） 

３ 法第 349 条の３第 29 項に規定する市町村の条例で定め 

る割合は、２分の１とする。 

３ 法第 349 条の３第 29 項に規定する条例で定める割合

は、２分も１とする。 

（同条） 

誤植のため「2 分の 1」とする 

第 62 条 固定資産税の税率は、100 分の 1.7 とする。 第 62 条 固定資産税の税率は 100 分の 1.70 とする。 地方税法の表記に合わせ 

小数点以下 1 位の表記とする 

第 63 条の２ 施行規則第 15 条の３第３項並びに第 15 条の 

３の２第４項及び第５項の規定による補正の方法の申出 

第 63 条の２ 施行規則第 15 条の３第３項並びに第 15 条の 

３の２第４項及び第５項の規定による補正の方法の申出 

 

 



改正後 改正前 改正内容 

は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月 31 日 

までに次に掲げる事項を記載した申出書を村長に提出して 

行わなければならない。 

は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月 31 日 

までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を村長に提 

出して行わなければならない。 

 

第 63 条の 3 法第 352 条の 2 第 5 項の規定による同条第１ 

 項第 1 号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地 

 で同項第 2 号に掲げる要件に該当しないものに係る固定 

 資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税 

 義務者の代表者が毎年 1 月 31 日までに次に掲げる事項を 

 記載した申出書を村長に提出して行わなければならない。 

第 63 条の 3 法第 352 条の 2 第 5 項の規定による同条第１ 

 項第 1 号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地 

 で同項第 2 号に掲げる要件に該当しないものに係る固定 

 資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税 

 義務者の代表者が毎年 1 月 31 日までに次の各号に掲げる 

事項を記載した申出書を村長に提出して行わなければなら 

ない。 

 

準則に合わせ「の各号」を 

削る 

 

２ 法第 352 条の２第６項に規定する特定被災共用土地 

（以下この項及び次項において「特定被災共用土地」とい 

う。）に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第６項に 

規定する特定被災共用土地納税義務者（第５号及び第４項 

において「特定被災共用土地納税義務者」という。）の代 

表者が法第 349 条の３の３第１項に規定する被災年度 

（第３号及び第 74 条の２において「被災年度」とい 

う。）の翌年度又は翌々年度（法第 349 条の３の３第１項 

に規定する避難の指示等（以下この項及び第 74 条の２に 

おいて「避難の指示等」という。）が行われた場合におい 

て、法第 349 条の３の３第１項に規定する避難等解除日 

（以下この項及び第 74 条の２において「避難等解除日」 

という。）の属する年が法第 349 条の３の３第１項に規定 

する被災年（以下この項及び第 74 条の２において「被災 

年」という。）の翌年以後の年であるときは、当該被災年 

度の翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日から起 

算して３年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年 

度とし、法第 349 条の３の３第１項に規定する被災市街 

地復興推進地域（第 74 条の２において「被災市街地復興 

推進地域」という。）が定められた場合（避難の指示等が 

行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年 

２ 法第 352 条の２第６項に規定する特定被災共用土地 

（以下この項及び次項において「特定被災共用土地」とい 

う。）に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第６項に 

規定する特定被災共用土地納税義務者（第５号及び第４項 

において「特定被災共用土地納税義務者」という。）の代 

表者が法第 349 条の３の３第１項に規定する被災年度 

（第３号及び第 74 条の２において「被災年度」とい 

う。）の翌年度又は翌々年度（法第 349 条の３の３第１項 

に規定する避難の指示等（第 74 条の２において「避難の 

指示等」という。）が行われた場合において、法第 349 条 

の３の３第１項に規定する避難等解除日（以下この項及び 

第 74 条の２において「避難等解除日」という。）の属す 

る年が法第 349 条の３の３第１項に規定する被災年（第 

74 条の２において「被災年」という。）の翌年以後の年で 

あるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属 

する年の１月１日から起算して３年を経過する日を賦課期 

日とする年度までの各年度とし、法第 349 条の３の３第 

１項に規定する被災市街地復興推進地域（第 74 条の２に 

おいて「被災市街地復興推進地域」という。）が定められ 

た場合（避難の指示等が行われた場合において、避難等解 

除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準則に合わせ「以下この項及

び」を加える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 改正内容 

の翌年以後の年であるときを除く。第 74 条の２において 

同じ。）には、当該被災年度の翌年度から被災年の１月１ 

日から起算して４年を経過する日を賦課期日とする年度ま 

での各年度とする。）の初日の属する年の１月 31 日まで 

に次に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事実を 

証する書類を添付した申出書を村長に提出して行わなけれ 

ばならない。 

く。第 74 条の２において同じ。）には、当該被災年度の 

翌年度から被災年の１月１日から起算して４年を経過する 

日を賦課期日とする年度までの各年度とする。）の初日の 

属する年の１月 31 日までに次の各号に掲げる事項を記載 

し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付した申 

出書を村長に提出して行わなければならない。 

 

 

準則にあわせ「の各号」を削る 

第 67 条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。 

 第 1 期 4 月 1 日から同月 30 日まで 

 第 2 期 7 月 1 日から同月 31 日まで 

 第 3 期 9 月 1 日から同月 30 日まで 

 第 4 期 12 月 1 日から同月 25 日まで 

第 67 条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。 

 第 1 期 4 月 1 日から 4 月 30 日まで 

 第 2 期 7 月 1 日から 7 月 31 日まで 

 第 3 期 9 月 1 日から 9 月 30 日まで 

 第 4 期 12 月 1 日から 12 月 25 日まで 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「同月」とする 

２ 村長は、特別の事情がある場合において、前項の納期に 

より難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、 

同項に規定する期間内において別に納期を定めることがで 

きる。 

２ 村長は、特別の事情がある場合において、前項の納期に 

より難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、 

同項の規定する期間内において別に納期を定めることがで 

きる。 

 

準則に合わせ「に規定する」に

改める 

第 68 条 （略） 第 68 条 （略）  

２ 法第 364 条第５項の固定資産について同条第２項の納 

税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第 389 

条第１項の規定による通知が行われなかった場合において 

は、当該固定資産に係る法第 364 条第５項の仮算定税額 

（以下この項において「仮算定税額」という。）を当該年度 

の納期の数で除して得た額（村長が必要と認める場合にお 

いては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得 

た額の範囲内において村長が定める額とする。）を、それ 

ぞれの納期において、当該固定資産に係る固定資産税とし 

て徴収する。 

２ 法第 364 条第５項の固定資産について同条第２項の納 

税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第 389 

条第１項の規定による通知が行われなかった場合において 

は、当該固定資産に係る同法第 364 条第５項の仮算定税 

額（以下この項において「仮算定税額」という。）を当該 

年度の納期の数で除して得た額（村長が必要と認める場合 

においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除し 

て得た額の範囲内において村長が定める額とする。）を、 

それぞれの納期において、当該固定資産に係る固定資産税 

として徴収する。 

 

法制執務的に、略称規定を設け

た法律を「同法」ど受けること

ができないため、「法」に改め

る 

第 70 条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された 

納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の 

税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の 

納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付する 

第 70 条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された 

納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の 

税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の 

納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付す 

 

「併」は常用漢字であるため 

「併せて」に改める 



改正後 改正前 改正内容 

ことができる。 ることができる。 

第 71 条 （略） 第 71 条 （略）  

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者 

は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にそ 

の減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村 

長に提出しなければならない。ただし、村長が、当該者が 

所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当することが 

明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると 

認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者 

は、納期限前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請 

書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付 

して村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該 

者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当するこ 

とが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があ 

ると認める場合は、この限りでない。 

 

※第 51 条第 2 項と同様 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「、」を加える 

(５) 減免を受けようとする事由及び前項第３号の固定資産 

にあっては、その被害の状況 

(５) 減免を受けようとする事由及び第１項第３号の固定資 

産にあっては、その被害の状況 

準則に合わせ「前項」に改める 

第 72 条 不動産登記法（平成 16 年法律第 123 号）第 36 

条、第 37 条第１項若しくは第２項、第 42 条、第 47 条第 

１項、第 51 条第１項（共用部分である旨の登記又は団地 

共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除 

く。）、第２項若しくは第３項若しくは第 57 条の規定によ 

って登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第 383 

条の規定によって村長に申告をする義務がある者がそのす 

べき申請又は申告をしなかったこと又は虚偽の申請又は申 

告をしたことにより法第 417 条第１項の規定によって当 

該固定資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいて 

その者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見し 

た場合並びに法第 417 条第２項及び第 743 条第２項の規 

定によって通知を受けた場合においては、直ちにその不足 

税額のうちその決定があった日までの納期に係る分（以下 

この条において「不足税額」という。）を追徴する。 

第 72 条 不動産登記法（平成 16 年法律第 123 号）第 36 

条、第 37 条第１項若しくは第２項、第 42 条、第 47 条第 

１項、第 51 条第１項（共用部分である旨の登記又は団地 

共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除 

く。）、第２項若しくは第３項若しくは第 57 条の規定によ 

って登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第 383 

条の規定によって村長に申告する義務がある者がそのすべ 

き申請又は申告をしなかったこと又は虚偽の申請又は申告 

をしたことにより法第 417 条第１項の規定によって当該 

固定資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてそ 

の者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した 

場合及び法第 417 条第２項及び法第 743 条第２項の規定 

によって通知を受けた場合においては、直ちにその不足税 

額のうちその決定があった日までの納期に係る分（以下こ 

の条において「不足税額」という。）を追徴する。 

 

 

 

 

 

地方税法の規定に合わせ 

「申告をする」に改める 

 

 

 

 

法制執務的に「並びに」に改め

る 

第 73 条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類 

図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資 

産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項につ 

いては、規則で定める。 

第 73 条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類 

図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資 

産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項につ 

いては規則で定める。 

 

準則に合わせ「、」を加える 



改正後 改正前 改正内容 

第 73 条の２ 法第 382 条の２に規定する固定資産課税台帳 

（同条第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含 

む。）の閲覧（法第 382 条の４に規定する固定資産課税台 

帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。） 

の手数料は、１回につき 350 円とする。ただし、法第 416 

条第３項又は第 419 条第８項の規定により公示した期間 

において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数 

料を徴収しない。 

第 73 条の２ 法第 382 条の２に規定する固定資産課税台帳 

（同条第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含 

む。）の閲覧（法第 382 条の４に規定する固定資産課税台 

帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。） 

の手数料は、１回につき 350 円とする。ただし、法第 416 

条第３項又は第 419 条第８項の規定により公示した期間 

において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数 

料を徴しない。 

 

 

地方自治法の規定に合わせ 

「徴収しない」に改める 

第 74 条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当 

該年度の初日の属する年の１月 31 日までに次に掲げる事 

項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。た 

だし、当該住宅用地を所有する者が当該年度の前年度に係 

る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、そ 

の申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。 

第 74 条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当 

該年度の初日の属する年の１月 31 日までに次の各号に掲 

げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならな 

い。ただし、当該住宅用地を所有する者が当該年度の前年 

度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、か 

つ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りで 

ない。 

 

準則に合わせ「の各号」を削る 

第 74 条の３ 現所有者（法第 384 条の３に規定する現所有 

者をいう。以下この条及び次条において同じ。）は、現所 

有者であることを知った日の翌日から３月を経過した日ま 

でに次に掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなけ 

ればならない。 

第 74 条の３ 現所有者（法第 384 条の３に規定する現所有 

者をいう。以下この条及び次条において同じ。）は、現所 

有者であることを知った日の翌日から３月を経過した日ま 

でに次に掲げる事項を記載した申告書を王滝村長に提出し 

なければならない。 

 

 

他の例規に合わせ「村長」とす

る 

(３) その他村長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認め 

る事項 

(３) その他王滝村長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と 

認める事項 

（同上） 

第 81 条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、 

直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のものに 

対しては、軽自動車税を課さない。 

第 81 条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、 

直接その本来の事業の用に供するもので、次の各号に該当 

するものに対しては、軽自動車税を課さない。 

 

非課税の「救急用」を第 1 項で

定め、第 1 号を削除する 

（削除） (１) 救急用のもの 

第 82 条 （略） 

（１）原動機付自転車 

 イ 二輪のもので、総排気量が 0.05 リットルを超え、 

0.09 リットル以下のもの（ウに掲げるものを除く。）又 

は定格出力が 0.6 キロワットを超え、0.8 キロワット以 

第 82 条 （略） 

（１）原動機付自転車 

 イ ２輪のもので、総排気量が 0.05 リットルを超え、 

0.09 リットル以下のもの（ウに掲げるものを除く。）又 

は定格出力が 0.6 キロワットを超え、0.8 キロワット以 

 

 

「2 輪」を「二輪」に改める 



改正後 改正前 改正内容 

下のもの 年額 2,000 円 下のもの 年額 2,000 円 

 エ 二輪のもので、総排気量が 0.09 リットルを超えるも 

の（ウに掲げるものを除く。）又は定格出力が 0.8 キロ 

ワットを超えるもの 年額 2,400 円 

 エ ２輪のもので、総排気量が 0.09 リットルを超えるも 

の（ウに掲げるものを除く。）又は定格出力が 0.8 キロ 

ワットを超えるもの 年額 2,400 円 

（同上） 

 オ 三輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上 

の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大の 

もの）が 0.5 メートル以下であるもの、側面が構造上開 

放されている車室を備え、かつ、輪距が 0.5 メートル以 

下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準（昭和 26 

年運輸省令第 67 号）第１条第１項第 13 号の６に規定 

する特定小型原動機付自転車を除く。）で、総排気量が 

0.02 リットルを超えるもの又は定格出力が 0.25 キロワ 

ットを超えるもの 年額 3,700 円 

 オ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上 

の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大の 

もの）が 0.5 メートル以下であるもの、側面が構造上開 

放されている車室を構え、かつ、輪距が 0.5 メートル以 

下の３輪のもの及び道路運送車両の保安基準（昭和 26 

年運輸省令第 67 号）第１条第１項第 13 号の６に規定 

する特定小型原動機付自転車を除く。）で、総排気量が 

0.02 リットルを超えるもの又は定格出力が 0.25 キロワ 

ットを超えるもの 年額 3,700 円 

 

 

「3 輪」を「三輪」に改める 

 

誤植のため「構え」を「備え」

に改める 

(３) 二輪の小型自動車 年額 6,000 円 (３) ２輪の小型自動車 年額 6,000 円 「2 輪」を「二輪」に改める 

第 83 条 （略） 第 83 条 （略） 総務省条例（例）及び通例に 

合わせ「同月」とする ２ 種別割の納期は、５月１日から同月 31 日までとする。 ２ 種別割の納期は、５月１日から５月 31 日までとする。 

第 87 条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又 

は使用者（以下この節において「軽自動車等の所有者等」 

という。）は、軽自動車等の所有者等となった日から 15 

日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使 

用者にあっては施行規則第 33 号の４の２様式による申告 

書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用 

者にあっては施行規則第 33 号の５様式による申告書並び 

にその者の住所を証明すべき書類を村長に提出しなければ 

ならない。 

第 87 条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又 

は使用者（以下この節において「軽自動車等の所有者等」 

という。）は、軽自動車等の所有者等となった日から 15 

日以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は使 

用者にあっては施行規則第 33 号の４の２様式による申告 

書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用 

者にあっては施行規則第 33 号の５様式による申告書並び 

にその者の住所を証明すべき書類を村長に提出しなければ 

ならない。 

 

「2 輪」を「二輪」に改める 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変 

更があった場合においては、その事由が生じた日から 15 

日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び二 

輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第 

33 号の４の２様式による申告書並びに原動機付自転車及 

び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変 

更があった場合においては、その事由が生じた日から 15 

日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び２ 

輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第 

33 号の４の２様式による申告書並びに原動機付自転車及 

び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則 

 

「2 輪」を「二輪」に改める 



改正後 改正前 改正内容 

第 33 号の５様式による申告書を村長に提出しなければな 

らない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場 

合については、この限りでない。 

 

第 33 号の５様式による申告書を村長に提出しなければな 

らない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場 

合については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の 

所有者等でなくなった日から 30 日以内に、軽自動車及び 

二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則 

第 33 号の４の２様式による申告書並びに原動機付自転車 

及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規 

則第 34 号様式による申告書を村長に提出しなければなら 

ない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の 

所有者等でなくなった日から 30 日以内に、軽自動車及び 

２輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則 

第 33 号の４の２様式による申告書並びに原動機付自転車 

及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規 

則第 34 号様式による申告書を村長に提出しなければなら 

ない。 

 

「2 輪」を「二輪」に改める 

４ 第 81 条第１項に規定する軽自動車等の売主は、村長か 

ら当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であること 

を理由として請求があった場合には、規則で定めるところ 

により、当該請求のあった日から 15 日以内に、村長に対 

し、次に掲げる事項を報告しなければならない。 

４ 第 81 条第１項に規定する軽自動車等の売主は、村長か 

ら当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であること 

を理由として請求があった場合には、規則の定めるところ 

により、当該請求のあった日から 15 日以内に、村長に対 

し、次の各号に掲げる事項を報告しなければならない。 

準則に合わせ「規則で」に 

改める 

 

準則に合わせ「の各号」を削る 

第 88 条 軽自動車等の所有者等又は第 81 条第１項に規定 

する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は 

報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告 

をしなかった場合においては、その者に対し、10 万円以 

下の過料を科する。 

第 88 条 軽自動車等の所有者等又は第 81 条第１項に規定 

する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は 

報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告 

をしなかった場合においては、その者に対し、10 万円以 

下の過料を科する。 

 

準則に合わせ「事由」に改める 

第 89 条 （略） 第 89 条 （略）  

（身体障がい者等に対する配

慮） 

 

準則に合わせ「の各号」を削る 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者 

は、納期限までに、当該軽自動車等について減免を受けよ 

うとする税額及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免 

を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを村長に 

提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者 

は、納期限前７日までに、当該軽自動車等について減免を 

受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した 

申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、 

これを村長に提出しなければならない。 

(２) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業 

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続におけ 

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び 

(２) 軽自動車等の所有者等の住所又は事業所若しくは事業 

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続におけ 

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び 

 

誤植のため「事業所」を 

「事務所」に改める 



改正後 改正前 改正内容 

次条において同じ。）又は法人番号（同法第２条第 16 項 

に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。） 

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又 

は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

次条において同じ。）又は法人番号（同法第２条第 16 項 

に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。） 

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又 

は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

第 90 条 村長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認め 

るものに対しては、種別割を減免する。 

第 90 条 村長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要 

と認めるものに対しては、種別割を減免する。 

準則に合わせ「の各号」を削る 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとす 

る者は、納期限までに、村長に対して、身体障害者福祉法 

（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条の規定により交付さ 

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和 38 年法 

律第 168 号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を 

受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないもの 

にあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において 

「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めるとこ 

ろにより交付された療育手帳（以下この項において「療育 

手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関す 

る法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条の規定により 

交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において 

「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法 

（昭和 35 年法律第 105 号）第 92 条の規定により交付さ 

れた身体障害者若しくは身体障害者等と生計を一にする者 

若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世 

帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下こ 

の項において「運転免許証」という。）又はこれらの者の 

特定免許情報（同法第 95 条の２第２項に規定する特定免 

許情報をいう。次項において同じ。）が記録された免許情 

報記録個人番号カード（同法第 95 条の２第４項に規定す 

る免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同 

じ。）を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申 

請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、 

提出しなければならない。 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとす 

る者は、納期限前７日までに、村長に対して、身体障害者 

福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条の規定により 

交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和 

38 年法律第 168 号）第４条の規定により戦傷病者手帳の 

交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていな 

いものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項にお 

いて「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定める 

ところにより交付された療育手帳（以下この項において 

「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者福祉 

に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条の規定 

により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項に 

おいて「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交 

通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 92 条の規定により交 

付された身体障害者若しくは身体障害者等と生計を一にす 

る者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成され 

る世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以 

下この項において「運転免許証」という。）又はこれらの 

者の特定免許情報（同法第 95 条の２第２項に規定する特 

定免許情報をいう。次項において同じ。）が記録された免 

許情報記録個人番号カード（同法第 95 条の２第４項に規 

定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において 

同じ。）を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記 

載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添 

付して、提出しなければならない。 

 

（身体障がい者等に対する配

慮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準則に合わせ「の各号」を削る 



改正後 改正前 改正内容 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提 

示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録さ 

れた特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなけ 

ればならない。 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提 

示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録さ 

れた特手免許情報を確認するために必要な措置をうけなけ 

ればならない。 

誤植のため「特定免許情報」に

改める 

準則に合わせ「受けなければ」

に改める 

４ 第１項第２号の規定によって種別割の減免を受けようと 

する者は、納期限までに、村長に対して、当該軽自動車等 

の提示（村長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める 

書類の提出がある場合には、当該書類の提出）をするとと 

もに、前条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提 

出しなければならない。 

４ 第１項第２号の規定によって種別割の減免を受けようと 

する者は、納期限前７日までに、村長に対して、当該軽自 

動車等の提示（村長が、当該軽自動車等の提示に代わると 

認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出）をす 

るとともに、前条第２項各号に掲げる事項を記載した申請 

書を提出しなければならない。 

 

（身体障がい者等に対する配

慮） 

第 91 条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る 

軽自動車等の所有者等となった者は、村長に対し、第 87 

条第１項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出 

し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示 

（村長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示 

に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の 

提出。次項において同じ。）をして、その車体に取り付け 

るべき標識の交付を受けなければならない。ただし、村長 

がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでな 

い。 

第 91 条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る 

軽自動車等の所有者等となった者は、村長に対し、第 87 

条第１項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出 

し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示 

（村長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示 

に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の 

提出。次項において同じ。）をして、その車体に取り付け 

るべき標識の交付を受けなければならない。 

 

過去の改正漏れ 

 

総務省条例（例）に合わせ 

ただし書を加える 

３ 村長は、前２項の規定により標識を交付する場合におい 

ては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、 

併せて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。 

３ 村長は、前２項の規定により標識を交付する場合におい 

ては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、 

あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとす 

る。 

「併」は常用漢字のため、 

「併せて」に改める 

５ 第１項又は第２項の規定により交付を受けた標識は、次 

項の規定により返納するまでの間は、村長の指示に従い、 

これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見 

やすい箇所に常に取り付けていなければならない。 

５ 第１項又は第２項の規定により交付を受けた標識は、次 

項の規定により返納するまでの間は、村長の指示に従い、 

これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見 

易い箇所に常に取り付けていなければならない。 

「易い」は常用漢字の音訓にな

いため、「見やすい」に改める 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、 

当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が 

村内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、 

当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が 

村内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車 

 

 

 



改正後 改正前 改正内容 

又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないことと 

なったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に 

対して種別割が課されることとなったときは、その事由が 

発生した日から 15 日以内に、村長に対し、その標識及び 

証明書を返納しなければならない。 

又は小型特殊自動車を所有し若しくは使用しないこととな 

ったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対 

して種別割が課されることとなったときは、その事由が発 

生した日から 15 日以内に、村長に対し、その標識及び証 

明書を返納しなければならない。 

総務省条例（例）に合わせ 

「、若しくは」に改める 

８ 第１項又は第２項の標識の交付を受けた者は、その標識 

を毀損し、若しくは亡失し、又は摩滅したときは、直ち 

に、その旨を村長に届け出て、その再交付を受けなければ 

ならない。この場合において、当該標識の毀損又は亡失が 

その者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として 100 

円を納めなければならない。 

８ 第１項又は第２項の標識の交付を受けた者は、その標識 

をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ち 

に、その旨を村長に届け出て、その再交付を受けなければ 

ならない。この場合において、当該標識のき損又は亡失が 

その者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として 100 

円を納めなければならない。 

 

「毀」「摩」は常用漢字のため 

「毀損」、「摩滅」に改める 

第 94 条 （略） 

第 2 項 表中 

 

区分 重量 

（１）喫煙用の製造たばこ  

 ア 葉巻たばこ 1 グラム 

 イ パイプたばこ １グラム 

 ウ 刻みたばこ ２グラム 

（２）かみ用の製造たばこ 2 グラム 

（３）かぎ用の製造たばこ ２グラム 
 

第 94 条 （略） 

 第 2 項 表中 

 

区分 重量 

（１）喫煙用の製造たばこ  

 ア 葉巻たばこ 1 グラム 

 イ パイプたばこ 1 グラム 

 ウ 刻みたばこ 2 グラム 

（２）かみ用の製造たばこ 2 グラム 

（３）かぎ用の製造たばこ 2 グラム 
 

 

 

 

 

表中 右欄を左詰に改める 

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当た 

りの第３項第２号アに定める金額又は紙巻たばこの１本の 

金額に相当する金額に１銭未満の端数がある場合には、そ 

の端数を切り捨てるものとする。 

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当た

りの第３項第２号アに定める金額又は紙巻たばこの１本のた

ばこ税に相当する金額に１銭未満の端数がある場合には、そ

の端数を切り捨てるものとする。 

 

誤植のため「たばこ税」を 

「金額」に改める 



改正後 改正前 改正内容 

第 98 条 （略） 

 第 2 項 表中 

 

1 月及び 2 月 3 月 

4 月及び 5 月 6 月 

7 月及び 8 月 9 月 

10 月及び 11 月 12 月 
 

第 98 条 （略） 

 第 2 項 表中 

 

1 月及び 2 月 3 月 

4 月及び 5 月 6 月 

7 月及び 8 月 9 月 

10 月及び 11 月 12 月 
 

 

 

 

 

表中 右欄を左詰に改める 

第 104 条 鉱産税の税率は、100 分の１とする。ただし、鉱 

物の掘採の事業の作業場において次条に定める期間内に掘 

採された鉱物の価格の合計額が 200 万円以下である場合 

においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、100 分の 

0.7 とする。 

第 104 条 鉱産税の税率は 100 分の１とする。ただし、鉱 

物の掘採の事業の作業場において次条に定める期間内に掘 

採された鉱物の価格の合計額が 200 万円以下である場合 

においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、100 分の 

0.7 とする。 

 

準則に合わせ「、」を加える 

第 106 条 鉱産税の納税義務者は、村内に住所、居所、事 

務所又は事業所（以下この項において「住所等」とい 

う。）を有しない場合においては、木曽郡の区域内に住所 

等を有する者（個人にあっては、独立の生計を営むものに 

限る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める必要 

が生じた日から 10 日以内に納税管理人申告書を村長に提 

出し、又は木曽郡の区域外に住所等を有する者（個人にあ 

っては、独立の生計を営むものに限る。）のうち納税に関 

する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理 

人として定めることについて納税管理人承認申請書を村長 

に同日から 10 日以内に提出してその承認を受けなければ 

ならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場 

合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記 

載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様と 

し、その提出の期限は、その異動を生じた日から 10 日を 

経過した日とする。 

第 106 条 鉱産税の納税義務者は、村内に住所、居所、事 

務所又は事業所（以下この項において「住所等」とい 

う。）を有しない場合においては、木曽郡の区域内に住所 

等を有する者（個人にあっては、独立の生計を営むものに 

限る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める必要 

が生じた日から 10 日以内に納税管理人申告書を村長に提 

出し、又は木曽郡の区域外に住所等を有する者（個人にあ 

っては、独立の生計を営むものに限る。）のうち納税に関 

する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理 

人として定めることについて納税管理人承認申請書を村長 

に同日から 10 日以内に提出してその承認を受けなければ 

ならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場 

合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記 

載した事項に異動を生じた場合においても、また同様と 

し、その提出の期限は、その異動を生じた日から 10 日を 

経過した日とする。 

 

 

 

 

 

準則に合わせ「、同様」に 

改める 

第 131 条 （略） 第 131 条 （略）  

４ 土地区画整理法による土地区画整理事業（密集市街地に 

おける防災街区の整備の促進に関する法律第 46 条第１項 

４ 土地区画整理法による土地区画整理事業（密集市街地に 

おける防災街区の整備の促進に関する法律第 46 条第１項 

 

 



改正後 改正前 改正内容 

の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街 

地における防災街区の整備の促進に関する法律第 45 条第 

１項第１号の事業を含む。）又は土地改良法による土地改 

良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによ 

って仮換地又は一時利用地（以下この項において「仮換地 

等」という。）の指定があった場合において、当該仮換地 

等である土地について使用し、又は収益することができる 

こととなった日以後においては、当該仮換地等である土地 

に対応する従前の土地（以下この項において「従前の土 

地」という。）の取得又は所有をもって当該仮換地等であ 

る土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者 

又は所有者を第１項の土地の所有者又は取得者とみなし 

て、特別土地保有税を課する。 

の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街 

地における防災街区の整備の促進に関する法律第 45 条第 

１項第１号の事業を含む。）又は土地改良法による土地改 

良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによ 

って仮換地又は一時利用地（以下この項において「仮換地 

等」という。）の指定があった場合において、当該仮換地 

等である土地について使用し、又は収益することができる 

こととなった日以後においては、当該仮換地等である土地 

に対応する従前の土地（以下この項において「従前の土 

地」という。）の取得又は所有をもって当該仮換地等であ 

る土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者 

又は所有者を第１項の土地の所有者又は所得者とみなし 

て、特別土地保有税を課する。 

 

 

 

 

 

 

 

誤植のため「所得者」を 

「取得者」に改める 

５ 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土 

地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第 100 

条の２（密集市街地における防災街区の整備の促進に関す 

る法律第 46 条第１項において適用する場合を含む。）の 

規定によって管理する土地（以下この項において「保留地 

予定地等」という。）がある場合において、当該施行者以 

外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告が 

ある日までの間当該保留地予定地等である土地について使 

用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日 

に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を 

取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日 

の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保 

留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用 

し、若しくは収益することができることを目的とする契約 

が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日と 

して令第 36 条の２の３に規定する日においてそれらの保 

留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、そ 

れらの保留地予定地等である土地を取得することとされて 

 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地 

について当該土地区画整理事業の施行者が同法第 100 条 

の２（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する 

法律第 46 条第１項において適用する場合を含む。）の規 

定によって管理する土地（以下この項において「保留地予 

定地」という。）がある場合において、当該施行者以外の 

者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある 

日までの間当該保留地予定地である土地について使用し、 

若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該 

施行者が取得する当該保留地予定地である土地を取得する 

ことを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に 

土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定 

地である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは 

収益することができることを目的とする契約が締結された 

ときは、それらの契約の効力が発生した日として令第 36 

条の２の３に規定する日においてそれらの保留地予定地で 

ある土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予 

定地である土地を取得することとされている者を第１項の 

 

 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「保留予定地」を「保留予定地

等」に改める 



改正後 改正前 改正内容 

いる者を第１項の土地の所有者又は取得者とみなして、特 

別土地保有税を課する。 

土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課 

する。 

６ 第 54 条第７項の規定は、特別土地保有税について準用 

する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用す 

る者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもって土 

地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第１項の 

所有者」とあるのは「第 131 条第１項の土地の所有者又 

は取得者」と、「同条第１項」とあるのは「同法第 23 条 

第１項」と読み替えるものとする。 

６ 第 54 条第７項の規定は、特別土地保有税について準用 

する。この場合において、同項中「当該埋立地を使用する 

者」とあるのは「当該埋立地の使用の開始をもって土地の 

取得と、当該埋立地を使用する者」と、「第１項の所有 

者」とあるのは「第 131 条第１項の土地の所有者又は取 

得者」と、「同条第１項」とあるのは「同法第 23 条第１ 

項」と読み替えるものとする。 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「埋立地」を「埋立地等」に 

改める 

第 132 条 特別土地保有税の納税義務者は、村内に住所、 

居所、事務所又は事業所（以下この項において「住所等」 

という。）を有しない場合においては、木曽郡の区域内に 

住所等を有する者（個人にあっては、独立の生計を営むも 

のに限る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める 

必要が生じた日から 10 日以内に納税管理人申告書を村長 

に提出し、又は木曽郡の区域外に住所等を有する者（個人 

にあっては、独立の生計を営むものに限る。）のうち納税 

に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税 

管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を 

村長に同日から 10 日以内に提出してその承認を受けなけ 

ればならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとす 

る場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書 

に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同 

様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から 10 

日を経過した日とする。 

第 132 条 特別土地保有税の納税義務者は、村内に住所、 

居所、事務所又は事業所（以下この項において「住所等」 

という。）を有しない場合においては、木曽郡の区域内に 

住所等を有する者（個人にあっては、独立の生計を営むも 

のに限る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める 

必要が生じた日から 10 日以内に納税管理人申告書を村長 

に提出し、又は木曽郡の区域外に住所等を有する者（個人 

にあっては、独立の生計を営むものに限る。）のうち納税 

に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税 

管理人として定めることについて納税管理人承認申告書を 

村長に同日から 10 日以内に提出してその承認を受けなけ 

ればならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとす 

る場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書 

に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同 

様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から 10 

日を経過した日とする。 

 

 

 

 

 

 

誤植のため「納税管理人承認申

告書」を「納税管理人承認申請

書」に改める 

第 139 条の３ 村長は、次の各号のいずれかに該当する土 

地又はその取得のうち、村長において必要があると認める 

ものについては、その所有者又は取得者に対して課する特 

別土地保有税を減免する。 

第 139 条の３ 村長は、次の各号のいずれかに該当する土 

地又はその取得のうち、村長において必要があると認める 

ものについては、その所有者又は取得者に対して課する特 

別土地保有税を減免することができる。 

地方税法の規定を受けての条

文のため、「ことができる」を

削除する 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとす 

る者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとす 

る者は、納期限前７日までに、次に掲げる事項を記載した 

（身体障がい者等に対する配

慮） 



改正後 改正前 改正内容 

にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し 

て村長に提出しなければならない。ただし、村長が、当該 

者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該 

当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免 

する必要があると認める場合は、この限りでない。 

申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を 

添付して村長に提出しなければならない。ただし、村長 

が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいず 

れかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有 

税を減免する必要があると認める場合は、この限りでな

い。 

第 145 条 （略） 第 145 条 （略）  

３ 第１項の特別徴収義務者は、毎月 15 日までに、前月１ 

日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準 

額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を村長に 

提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければ 

ならない。 

３ 第１項の特別徴収義務者は、毎月 15 日までに、前月１ 

日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準 

額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を村長に 

提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければ 

ならない。 

 

地方税法の表記に合わせ 

「その納入金」に改める 

第 146 条 村長は、入湯税の特別徴収義務者のうち災害そ 

の他特別の事情がある者について、特に必要があると認め 

る場合には、当該特別徴収義務者の申請により 30 日を超 

えない限度において納期限を延長することができる。 

第 146 条 村長は、入湯税の特別徴収義務者のうち災害そ 

の他特別の事情がある者について、特に必要があると認め 

る場合においては、当該特別徴収義務者の申請によって 

30 日を超えない限度において納期限を延長することがで 

きる。 

 

一般的な言い回しとして「にお

いては」を「には」と、「によ

って」を「により」に改める 

第 149 条 （略） 第 149 条 （略）  

誤植のため「又は事業所」を「又

は事務所」に改める 

(１) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名 

称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別する 

ための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する 

個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番 

号（同条第 16 項に規定する法人番号をいう。以下この号 

において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあ 

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名 

又は名称） 

(１) 住所又は事業所若しくは事業所の所在地、氏名又は名 

称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別する 

ための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する 

個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番 

号（同条第 16 項に規定する法人番号をいう。以下この号 

において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあ 

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名 

又は名称） 

(３) 前２号に掲げるものを除くほか、村長において必要と 

認める事項 

 

(３) 前各号に掲げるものを除くほか、村長において必要と 

認める事項 

準則に合わせ「前各号」を 

「前 2 号」に改める 

 



王滝村税条例の一部を改正する条例（案） 新旧対照表 

〇王滝村税条例（昭和 38 年王滝村条例第 40号）【附則関係】 

改正後 改正前 改正内容 

第 5条 当分の間、村民税の所得割を課すべき者のうち、そ 

の者の前年の所得について第 33条の規定により算定した 

総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、 

35 万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族（年齢 16 

歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項にお 

いて同じ。）の数に１を加えた数を乗じて得た金額に 10 

万円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親 

族を有する場合には、当該金額に 32 万円を加算した金 

額）以下である者に対しては、第 23 条第１項の規定にか 

かわらず、村民税の所得割（分離課税に係る所得割を除 

く。）を課さない。 

第 5条 当分の間、村民税の所得割を課すべき者のうち、そ 

の者の前年の所得について第 33条の規定により算定した 

総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、 

35 万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族（年齢 16 

歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項にお 

いて同じ。）の数に１を加えた数を乗じて得た金額に 10 

万円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親 

族を有する場合には、当該金額に 32 万円を加算した金 

額）以下である者に対しては、第 23 条第１項の規定にか 

かわらず、所得割（分離課税に係る所得割を除く。）を課 

さない。 

 

 

 

地方税法附則に合わせ 

「村民税の所得割」に修正す

る 

第６条（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費 

 控除の特例） 

第 6条（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医薬品 

 控除の特例） 

「支払つた」を「支払った」

に修正 

 

 

過去の改正漏れ 

（令和 6年制度改正） 

第 6条 平成 30 年度から令和９年度までの各年度分の個人 

の村民税に限り、法附則第４条の５第３項の規定に該当す 

る場合における第 34条の２の規定による控除について 

は、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるの 

は「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるの 

は「まで並びに法附則第４条の５第３項の規定により読み 

替えて適用される法第 314 条の２第１項（第２号に係る 

部分に限る。）」として、同条の規定を適用することができ 

る。 

第 6条 平成 30 年度から令和９年度までの各年度分の個人 

の村民税に限り、法附則第４条の４第３項の規定に該当す 

る場合における第 34条の２の規定による控除について 

は、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるの 

は「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるの 

は「まで並びに法附則第４条の４第３項の規定により読み 

替えて適用される法第 314 条の２第１項（第２号に係る 

部分に限る。）」として、同条の規定を適用することができ 

る。 

第 7条の 6 （略） 第 7条の６ （略）  

 

地方税法附則に合わせ 

「普通徴収に係る個人の村民

税の額」に修正する 

 

総務省条例（例）に合わせ 

(１) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通 

徴収に係る個人の村民税の額（前条第１項の規定の適用が 

ないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の村 

民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人 

の県民税の額（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定 

の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る 

(１) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通 

徴収の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合 

に算出される普通徴収に係る個人の村民税の額をいう。）、 

特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額（法附 

則第５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないものと 

した場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額を 



改正後 改正前 改正内容 

個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林環境 

税の額の合算額（以下この号において「特別税額控除前の 

普通徴収に係る個人の住民税の額」という。）からその者 

の普通徴収に係る個人の村民税の額、普通徴収に係る個人 

の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額 

を控除した額（以下この項において「普通徴収の個人の住 

民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税 

額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除して 

得た金額（当該金額に 1,000 円未満の端数があるとき、又 

は当該金額の全額が 1,000 円未満であるときは、その端数 

金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において 

「分割金額」という。）に３を乗じて得た金額をその者の 

特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控 

除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期 

分金額」という。）に満たない場合には、当該納税通知書 

に記載すべき各納期の納付額は、第 40条第１項に規定す 

る第１期の納期（以下この項、次項及び次条第１項におい 

て「第１期納期」という。）においてはその者の第１期分 

金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額 

控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期におい 

てはその者の分割金額とする。 

いう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合計額（以 

下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る県民 

税の額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の村 

民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収 

に係る森林環境税の額の合算額を控除した額（以下この項 

において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除 

額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係 

る個人の住民税の額を４で除して得た金額（当該金額に 

1,000 円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が 

1,000 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を 

切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」とい 

う。）に３を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の 

普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当 

する金額（以下この項において「第１期分金額」とい 

う。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき 

各納期の納付額は、第 40 条第１項に規定する第１期の納 

期（以下この項、次項及び次条第１項において「第１期納 

期」という。）においてはその者の第１期分金額からその 

者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除 

した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の 

分割金額とする。 

「合算額」に修正する 

 

 

「県民税」は誤植のため、 

「特別税額控除前の普通徴収

に係る個人の住民税の額」に 

修正する 

(４) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民 

税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者 

の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額以上である場 

合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、 

第１期納期、第２期納期及び第３期納期においてはないも 

のとし、第４期納期においてはその者の普通徴収に係る個 

人の村民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普 

通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。 

(４) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民 

税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者 

の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額以上である場 

合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、 

第１期納期、第２期納期及び第３期納期においてはないも 

のとし、第４期納期においてはその者の普通徴収に係る個 

人の村民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普 

通徴収に係る森林環境税の額の合計額とする。 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「合算額」に修正する 

第 7条の７ （略） 第 7条の 7 （略）  

 (１) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金 (１) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金 



改正後 改正前 改正内容 

所得に係る個人の村民税の額（附則第７条の５第１項の規 

定の適用がないものとした場合に算出される第 47 条の２ 

第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所 

得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環 

境税額を含む。以下この号及び第５号において同じ。）の 

合算額（以下この号及び第５号において「年金所得に係る 

所得割額及び均等割額の合算額」という。）をいう。以下 

この号及び第３項第１号において同じ。）からその者の年 

金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額 

（以下この項及び第３項において「年金所得に係る個人の 

村民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別 

税額控除前の普通徴収に係る個人の村民税の額（特別税額 

控除前の年金所得に係る個人の村民税の額から特別税額控 

除前の特別徴収に係る個人の村民税の額（特別税額控除前 

の年金所得に係る個人の村民税の額の２分の１に相当する 

額をいう。以下この号において同じ。）を控除した額をい 

う。以下この号において同じ。）を２で除して得た金額 

（当該金額に 1,000 円未満の端数があるとき、又は当該金 

額の全額が 1,000 円未満であるときは、その端数金額又は 

その全額を切り捨てた金額。以下この項において「第２期 

分金額」という。）をその者の特別税額控除前の普通徴収 

に係る個人の村民税の額から控除した残額に相当する金額 

（以下この項において「第１期分金額」という。）に満た 

ない場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の方 

法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の 

村民税の額（以下この項において「普通徴収対象税額」と 

いう。）並びに第 47条の３に規定する特別徴収対象年金 

給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき 

公的年金等に係る所得に係る個人の村民税の額（以下この 

項及び第３項において「特別徴収対象税額」という。） 

は、第１期納期においてはその者の第１期分金額からその 

所得に係る個人の村民税の額（附則第７条の５第１項の規 

定の適用がないものとした場合に算出される第 47 条の２ 

第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所 

得割及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境 

税額を含む。以下この号及び第５号において同じ。）の合 

算額（以下この号及び第５号において「年金所得に係る所 

得割額及び均等割額の合算額」という。）をいう。以下こ 

の号及び第３項第１号において同じ。）からその者の年金 

所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額 

（以下この項及び第３項において「年金所得に係る個人の 

村民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別 

税額控除前の普通徴収に係る個人の村民税の額（特別税額 

控除前の年金所得に係る個人の村民税の額から特別税額控 

除前の特別徴収に係る個人の村民税の額（特別税額控除前 

の年金所得に係る個人の村民税の額の２分の１に相当する 

額をいう。以下この号において同じ。）を控除した額をい 

う。以下この号において同じ。）を２で除して得た金額 

（当該金額に 1,000 円未満の端数があるとき、又は当該金 

額の全額が 1,000 円未満であるときは、その端数金額又は 

その全額を切り捨てた金額。以下この項において「第２期 

分金額」という。）をその者の特別税額控除前の普通徴収 

に係る個人の村民税の額から控除した残額に相当する金額 

（以下この項において「第１期分金額」という。）をその 

者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の村民税の額か 

ら控除した残額に相当する金額（以下この項において「第 

１期分金額」という。）に満たない場合には、第１期納期 

及び第２期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的 

年金等に係る所得に係る個人の村民税の額（以下この項に 

おいて「普通徴収対象税額」という。）並びに第 47 条の 

３に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別 

徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係 

 

 

 

地方税法附則に合わせ 

「所得割額」に修正する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その者の特別税額控除前の

普通徴収に係る個人の村民税

の額から控除した残額に相当

する金額（以下この項におい

て「第 1期分金額」という。）

が重複している（誤植）ため

削除し「に」とする 

 

 

 



改正後 改正前 改正内容 

者の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額を 

控除した残額に相当する税額、第２期納期においてはその 

者の第２期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属す 

る年の 10 月１日から 11 月 30 日までの間においてはその 

者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の村民税の額を 

３で除して得た金額（当該金額に 100 円未満の端数があ 

るとき、又は当該金額の全額が 100 円未満であるとき 

は、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下こ 

の項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金 

額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の村民 

税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項にお 

いて「10 月分金額」という。）に相当する税額、同年 12 

月１日から翌年の３月 31 日までの間においてはその者の 

分割金額に相当する税額とする。 

る個人の村民税の額（以下この項及び第３項において「特 

別徴収対象税額」という。）は、第１期納期においてはそ 

の者の第１期分金額からその者の年金所得に係る個人の村 

民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税 

額、第２期納期においてはその者の第２期分金額に相当す 

る税額、当該年度の初日の属する年の 10 月１日から 11 

月 30 日までの間においてはその者の特別税額控除前の特 

別徴収に係る個人の村民税の額を３で除して得た金額（当 

該金額に 100 円未満の端数があるとき、又は当該金額の 

全額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその 

全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」 

という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除 

前の特別徴収に係る個人の村民税の額から控除した残額に 

相当する金額（以下この項において「10 月分金額」とい 

う。）に相当する税額、同年 12月１日から翌年の３月 31 

日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額と 

する。 

 

 

 

(２) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の 

村民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額以上 

であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の第２期分 

金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及 

び特別徴収対象税額は、第１期納期における税額はないも 

のとし、第２期納期においてはその者の第１期分金額とそ 

の者の第２期分金額との合計額からその者の年金所得に係 

る個人の村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相 

当する税額、当該年度の初日の属する年の 10月１日から 

11 月 30 日までの間においてはその者の 10 月分金額に相 

当する税額、同年 12月１日から翌年の３月 31日までの 

間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(２) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の 

村民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額以上 

であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の第２期分 

金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及 

び特別徴収対象税額は、第１期納期における税額はないも 

のとし、第２期納期においてはその者の第１期分金額とそ 

の者の第２期分金額との合算額からその者の年金所得に係 

る個人の村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相 

当する税額、当該年度の初日の属する年の 10月１日から 

11 月 30 日までの間においてはその者の 10 月分金額に相 

当する税額、同年 12月１日から翌年の３月 31日までの 

間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

 

 

総務省条例（案）及び地方税

法附則に合わせ 

「合計額」に修正する 

(３) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の 

村民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額とそ 

(３) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の 

村民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額とそ 

 

「第 2 期金額」は誤植のため 



改正後 改正前 改正内容 

の者の第２期分金額との合計額以上であり、かつ、その者 

の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の 10 

月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額 

及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期にお 

ける税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の 

10 月１日から 11月 30日までの間においてはその者の第 

１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の 10 月分 

金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の村民税に 

係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年 

12 月１日から翌年の３月 31 日までの間においてはその者 

の分割金額に相当する税額とする。 

の者の第２期金額との合計額以上であり、かつ、その者の 

第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の 10 月 

分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及 

び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期におけ 

る税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の 10 

月１日から 11月 30 日までの間においてはその者の第１ 

期分金額、その者の第２期分金額及びその者の 10 月分金 

額の合計額からその者の年金所得に係る個人の村民税に係 

る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年 

12 月１日から翌年の３月 31 日までの間においてはその者 

の分割金額に相当する税額とする。 

「第 2 期分金額」に修正する 

 

 

(４) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の 

村民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額、そ 

の者の第２期分金額及びその者の 10 月分金額の合計額以 

上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期 

分金額、その者の 10月分金額及びその者の分割金額の合 

計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収 

対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の 

初日の属する年の 10月１日から 11月 30日までの間にお 

ける税額はないものとし、同年 12 月１日から翌年の１月 

31 日までの間においてはその者の第１期分金額、その者 

の第２期分金額、その者の 10 月分金額及びその者の分割 

金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の村民税に 

係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年 

２月１日から３月 31日までの間においてはその者の分割 

金額に相当する税額とする。 

(４) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の 

村民税に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額、そ 

の者の第２期分金額及びその者の 10 月金額の合計額以上 

であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分 

金額、その者の 10 月分金額及びその者の分割金額の合計 

額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対 

象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初 

日の属する年の 10 月１日から 11 月 30 日までの間におけ 

る税額はないものとし、同年 12月１日から翌年の３月 31 

日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第 

２期分金額、その者の 10 月分金額及びその者の分割金額 

の合計額からその者の年金所得に係る個人の住民税に係る 

特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月 

１日から３月 31 日までの間においてはその者の分割金額 

に相当する税額とする。 

 

「10 月金額」は誤植のため 

「10 月分金額」に修正する 

 

 

 

 

総務省条例（案）に合わせ 

「1月 31日」に修正する 

（改正誤り） 

 

「個人の住民税」は誤植のた

め「個人の村民税」に修正す

る 

３ （略） ３ （略）  

総務省条例（例）、地方税法附

則に合わせ 

(１) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の 

村民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の 

特別徴収に係る個人の村民税の額（特別税額控除前の年金 

所得に係る個人の村民税の額から第 47条の５第１項に規 

(１) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の 

特別徴収の村民税に係る特別税額控除額がその者の特別税 

額控除前の特別徴収に係る個人の村民税の額（特別税額控 

除前の年金所得に係る個人の村民税の額から第 47 条の５ 



改正後 改正前 改正内容 

定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をい 

う。以下この号において同じ。）を３で除して得た金額 

（当該金額に 100 円未満の端数があるとき、又は当該金 

額の全額が 100 円未満であるときは、その端数金額又は 

その全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金 

額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額 

控除前の特別徴収に係る個人の村民税の額から控除した残 

額に相当する金額（以下この項において「10月分金額」 

という。）に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当 

該年度の初日の属する年の 10 月１日から 11 月 30 日まで 

の間においてはその者の 10 月分金額からその者の年金所 

得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額を控除した残 

額に相当する税額、同年 12 月１日から翌年の３月 31日 

までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とす 

る。 

第１項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除し 

た額をいう。以下この号において同じ。）を３で除して得 

た金額（当該金額に 100 円未満の端数があるとき、又は 

当該金額の全額が 100 円未満であるときは、その端数金 

額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において 

「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の 

特別税額控除前の特別徴収に係る個人の村民税の額から控 

除した残額に相当する金額（以下この項において「10 月 

分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象税 

額は、当該年度の初日の属する年の 10月１日から 11 月 

30 日までの間においてはその者の 10月分金額からその者 

の年金所得に係る個人の村民税に係る特別税額控除額を控 

除した残額に相当する税額、同年 12 月１日から翌年の３ 

月 31 日までの間においてはその者の分割金額に相当する 

税額とする。 

「年金所得に係る個人の住民

税に係る特別税額控除額」に

修正する 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の 

村民税に係る特別税額控除額がその者の 10 月分金額以上 

であり、かつ、その者の 10 月分金額とその者の分割金額 

との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当 

該年度の初日の属する年の 10 月１日から 11 月 30 日まで 

の間における税額はないものとし、同年 12 月１日から翌 

年の１月 31 日までの間においてはその者の 10月分金額 

とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係 

る個人の村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相 

当する税額、同年２月１日から３月 31日までの間におい 

てはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(２) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の 

村民税に係る特別税額控除額がその者の 10 月分金額以上 

であり、かつ、その者の 10 月分金額とその者の分割金額 

との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当 

該年度の初日の属する年の 10 月１日から 11 月 30 日まで 

の間における税額はないものとし、同年 12 月１日から翌 

年の３月 31 日までの間においてはその者の 10月分金額 

とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係 

る個人の村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相 

当する税額、同年２月１日から３月 31日までの間におい 

てはその者の分割金額に相当する税額とする。 

 

 

 

 

 

総務省条例（案）に合わせ 

「1月 31日」に修正する 

（改正誤り） 

 

 

４ 前項の規定の適用がある場合における第 47条の４の規 

定の適用については、同条第２項中「年金所得に係る特別 

徴収税額を当該年度の初日の属する年の 10 月１日から翌 

年の３月 31 日までの間における当該特別徴収対象年金所 

得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得 

４ 前項の規定の適用がある場合における第 47条の４の適 

用については、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税 

額を当該年度の初日の属する年の 10 月１日から翌年の３ 

月 31 日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に 

係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」 

 

脱字のため「の規定」を加え

る 



改正後 改正前 改正内容 

た額」とあるのは、「附則第７条の７第３項各号に規定す 

る特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

とあるのは、「附則第７条の７第３項各号に規定する特別 

徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

第 8条 （略） 第 8条 （略）  

 

総務省条例（例）に合わせ 

「附則第 7 条の 5 第 1 項中

「前条」とあるのは「前条、

附則第 8条第 2項と、前条

中」に修正する 

３ 前項の規定の適用がある場合における第 34条の９第１ 

項、附則第７条の５第１項及び前条の規定の適用について 

は、第 34 条の９第１項中「前３条」とあるのは「前３条 

並びに附則第８条第２項」と、附則第７条の５第１項中 

「前条」とあるのは「前条、附則第８条第２項」と、前条 

中「附則第７条の４」とあるのは「附則第７条の４、次条 

第２項」とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における第 34条の９第１ 

項、附則第７条の５第１項及び前条の規定の適用について 

は、第 34 条の９第１項中「前３条」とあるのは「前３条 

並びに附則第８条第２項」と、前条中「附則第７条の４」 

とあるのは「附則第７条の４、次条第２項」とする。 

 

第 9条 （略） 第 9条 （略）  

 

「あつた」を「あった」に 

改める 

２ 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め（以下こ 

の条において「申告特例の求め」という。）を行った申告 

特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦 

課期日までの間に法附則第７条第 10 項第１号に掲げる事 

項に変更があったときは、同条第９項に規定する申告特例 

対象年（次項において「申告特例対象年」という。）の翌 

年の１月 10 日までに、当該申告特例の求めを行った都道 

府県知事等に対し、施行規則で定めるところにより、当該 

変更があった事項その他施行規則で定める事項を届け出な 

ければならない。 

２ 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め（以下こ 

の条において「申告特例の求め」という。）を行った申告 

特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦 

課期日までの間に法附則第７条第 10 項第１号に掲げる事 

項に変更があつたときは、同条第９項に規定する申告特例 

対象年（次項において「申告特例対象年」という。）の翌 

年の１月 10 日までに、当該申告特例の求めを行った都道 

府県知事等に対し、施行規則で定めるところにより、当該 

変更があつた事項その他施行規則で定める事項を届け出な 

ければならない。 

３ 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対 

象年の翌年の１月 31日までに、法附則第７条第 10 項の 

規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行っ 

た者の住所（同条第 11項の規定により住所の変更の届出 

があったときは、当該変更後の住所）の所在地の市町村長 

に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書 

を送付しなければならない。 

３ 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対 

象年の翌年の１月 31日までに、法附則第７条第 10 項の 

規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行っ 

た者の住所（同条第 11項の規定により住所の変更の届出 

があつたときは、当該変更後の住所）の所在地の市町村長 

に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書 

を送付しなければならない。 

 

（同上） 

第 9条の 2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例 

控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について 

前条第３項の規定による申告特例通知書の送付があった場 

第 9条の 2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例 

控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について 

前条第３項の規定による申告特例通知書の送付があつた場 

 

「あつた」を「あった」と、 

「なかつた」を「なかった」 



改正後 改正前 改正内容 

合（法附則第７条第 13項の規定によりなかったものとみ 

なされる場合を除く。）には、法附則第７条の２第４項に 

規定するところにより控除すべき額を、第 34 条の７第１ 

項及び第２項の規定を適用した場合の所得割の額から控除 

するものとする。 

合（法附則第７条第 13項の規定によりなかつたものとみ 

なされる場合を除く。）には、法附則第７条の２第４項に 

規定するところにより控除すべき額を、第 34 条の７第１ 

項及び第２項の規定を適用した場合の所得割の額から控除 

するものとする。 

にそれぞれ改める 

（法附則第 15条第 2項第 1号等の条例で定める割合） （法附則第 15条第 2項第 1号の条例で定める割合） 「等」脱字を追加 

第 10 条の 2 法附則第 15 条第２項第１号に規定する市町村 

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

第 10 条の 2 附則第 15条第２項第１号に規定する条例で定

める割合は、３分の１とする。 

総務省条例（例）に合わせ 

「市町村の条例」に修正する 

過去の改正漏れのため 

（平成 30 年度税制改正） 

「3分の 1」を「2分の 1」に

改める 

２ 法附則第 15 条第２項第５号に規定する市町村の条例で 

定める割合は、５分の４とする。 

２ 附則第 15条第２項第５号に規定する条例で定める割合 

は、４分の３とする。 

条例（例）に合わせ「市町村

の条例」に修正する 

過去の改正漏れのため 

（令和 4年税制改正） 

「4分の 3」を「5分の 4」 

に改める 

３ 法附則第 15 条第 14 項に規定する市町村の条例で定め 

る割合は、５分の３（都市再生特別措置法（平成 14 年法 

律第 22号）第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整 

備地域における法附則第 15 条第 14 項に規定する市町村 

の条例で定める割合は、２分の１）とする。 

３ 法附則第 15 条第 14 項に規定する条例で定める割合は 

５分の３（都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 

号）第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整備地域に 

おける法附則第 15 条第 14 項に規定する条例で定める割 

合は２分の１）とする。 

条例（例）に合わせ「市町村

の条例」に修正する 

通例に合わせ「、」を加える 

４ 法附則第 15 条第 25 項第１号イに規定する設備につい 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２ 

とする。 

４ 法附則第 15 条第 25 項第１号イに規定する設備につい 

て同号に規定する条例で定める割合は３分の２とする。 

 

（同上） 

５ 法附則第 15 条第 25 項第１号ロに規定する設備につい 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２ 

とする。 

５ 法附則第 15 条第 25 項第１号ロに規定する設備につい 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２ 

とする。 

 

（同上） 

６ 法附則第 15 条第 25 項第１号ハに規定する設備につい 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２ 

６ 法附則第 15 条第 25 項第１号ハに規定する設備につい 

て同号に規定する条例で定める割合は３分の２とする。 

 

（同上） 



改正後 改正前 改正内容 

とする。 

７ 法附則第 15 条第 25 項第１号ニに規定する設備につい 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２ 

とする。 

７ 法附則第 15 条第 25 項第１号ニに規定する設備につい 

て同号に規定する条例で定める割合は３分の２とする。 

 

（同上） 

８ 法附則第 15 条第 25 項第３号イに規定する設備につい 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３ 

とする。 

８ 法附則第 15 条第 25 項第３号イに規定する設備につい 

て同号に規定する条例で定める割合は４分の３とする。 

 

（同上） 

９ 法附則第 15 条第 25 項第３号ロに規定する設備につい 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３ 

とする。 

９ 法附則第 15 条第 25 項第３号ロに規定する設備につい 

て同号に規定する条例で定める割合は４分の３とする。 

 

（同上） 

10 法附則第 15 条第 25 項第３号ハに規定する設備につい 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３ 

とする。 

10 法附則第 15 条第 25 項第３号ハに規定する設備につい 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３と 

する。 

条例（例）に合わせ「市町村

の条例」に修正する 

通例に合わせ「、」を加える 

11 法附則第 15 条第 25 項第４号イに規定する設備につい 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１ 

とする。 

11 法附則第 15 条第 25 項第４号イに規定する設備につい 

て同号に規定する条例で定める割合は２分の１とする。 

 

（同上） 

12 法附則第 15 条第 25 項第４号ロに規定する設備につい 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１ 

とする。 

12 法附則第 15 条第 25 項第４号ロに規定する設備につい 

て同号に規定する条例で定める割合は２分の１とする。 

 

（同上） 

13 法附則第 15 条第 25 項第４号ハに規定する設備につい 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１ 

とする。 

13 法附則第 15 条第 25 項第４号ハに規定する設備につい 

て同号に規定する条例で定める割合は２分の１とする。 

 

（同上） 

14 法附則第 15 条第 28 項に規定する市町村の条例で定め 

る割合は、３分の２とする。 

14 法附則第 15 条第 29 項に規定する条例で定める割合 

は、３分の２とする。 

過去の改正漏れ（令和 5年） 

のため「附則第 15 条第 28

項」に改める 

条例（例）に合わせ「市町の

条例」に修正する 

15 法附則第 15 条第 32 項に規定する市町村の条例で定め 

る割合は、３分の２とする。 

15 法附則第 15 条第 32 項に規定する条例で定める割合 

は、３分の２とする。 

条例（例）に合わせ「市町村

の条例」に修正する 

 （削除） 16 法附則第 15 条第 33 項に規定する条例で定める割合 

は、３分の２とする。 

（附則第 15条で規定されて

いるため条文削除 



改正後 改正前 改正内容 

16 法附則第 15 条第 37 項に規定する市町村の条例で定め 

る割合は、２分の１とする。 

17 法附則第 15 条第 37 項に規定する市町村の条例で定め 

る割合は２分の１とする。 

条文削除に伴う項ずれ 

「、」の追加 

17 法附則第 15 条の８第２項に規定する市町村の条例で定 

める割合は、３分の２とする。 

18 法附則第 15 条の８第２項に規定する条例で定める割合 

は、３分の２とする。 

項ずれ 

条例（例）に合わせ「市町村

の条例」に修正 

18 法附則第 15 条の９の３第１項に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の１とする。 

18 法附則第 15 条の８第２項に規定する条例で定める割合 

は、３分の２とする。 

（同上） 

 （削除） 19 法附則第 64 条に規定する市町村の条例で定める割合は 

０とする。 

過去の改正漏れ 

（令和５年制度改正） 

 20 法附則第 15 条の９の３第１項に規定する条例で定める 

割合は３分の１とする。 

条文削除による項ずれ 

条例（例）に合わせ「市墸村

の条例」に集積 

「、」の追加 

第 10 条の 3 法附則第 15 条の６第１項又は第２項の住宅に 

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該 

年度の初日の属する年の１月 31日までに次に掲げる事項 

を記載した申告書を村長に提出しなければならない。 

第 10 条の 3 法附則第 15 の６第１項又は第２項の住宅につ

いて、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度

の初日の属する年の１月 31 日までに次に掲げる事項を記載

した申告書を村長に提出しなければならない。 

脱字のため「条」を追加 

３ 村長は、法附則第 15 条の７第１項又は第２項の認定長 

期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の 

申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の 

普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87号）第５ 

条第４項に規定する管理者等から、法附則第 15条の７第 

３項に規定する期間内に施行規則附則第７条第４項に規定 

する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が 

法附則第 15 条の７第１項又は第２項に規定する要件に該 

当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同 

条第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

３ 村長は、法附則第 15 条の７第１項又は第２項の認定長 

期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の 

申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の 

普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87号）第５ 

条第４項に規定する管理者等から、法附則第 15条の７第 

３項に規定する期間内に施行規則附則第７条第４項に規定 

する書類が提出され、かつ、当該区分所有に係る住宅が法 

附則第 15 条の７第１項又は第２項に規定する要件に該当 

すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条 

第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

 

地方税法附則の表記に合わせ 

「書類の提出がされ」に修正 

５ 法附則第 15 条の８第２項の貸家住宅について、同項の 

規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属す 

る年の１月 31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 

５ 法附則第 15 条の８第２項の貸家住宅について、同項の 

規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属す 

る年の１月 31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 

 

過去の改正漏れ 

 （平成 23年） 



改正後 改正前 改正内容 

26 号）第７条第１項の登録を受けた旨を証する書類及び 

当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第 12 条 

第 12 項第１号ロに規定する補助を受けている旨を証する 

書類を添付した申告書を村長に提出しなければならない。 

26 号）第７条第１項の規定の登録を受けた旨を証する書 

類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第 

12 条第 12 項第１号ロに規定する補助を受けている旨を証 

する書類を添付した申告書を村長に提出しなければならな 

い。 

地方税法附則に合わせ「規定

の登録」を「登録」に修正 

９ 法附則第 15 条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は 

同条第 10 項の熱損失防止改修等専有部分について、これ 

らの規定の適用を受けようとする者は、同条第９項に規定 

する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、 

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第 

10 項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければ 

ならない。 

９ 法附則第 15 条の 10 第 10 項の熱損失防止改修等住宅又 

は同条第 10 項の熱損失防止改修等専有部分について、こ 

れらの規定の適用を受けようとする者は、同条第 10 項に 

規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内 

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７ 

条第 10項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなけ 

ればならない。 

引用誤りのため「法附則第 15

条の 9 第 9項」に、「同条第

10項」を「同条第 9 項」に修

正 

 

10 法附則第 15 条の９の２第１項に規定する特定耐震基準 

適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者 

は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した 

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施 

行規則附則第７条第 11項各号に掲げる書類を添付して村 

長に提出しなければならない。 

10 法附則第 15 条の９の２第１項に規定する特定耐震基準 

適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者 

は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した 

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施 

行規則附則第７条第 11項各号に規定する書類を添付して 

村長に提出しなければならない。 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「掲げる書類」に修正 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法 

人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、 

住所及び氏名又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法 

人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、 

住所及び氏名又は名称） 

「あつては」を「あっては」

に修正 

(６) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書 

を提出する場合には、３月以内に提出することができなか 

った理由 

(６) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書 

を提出する場合には、３月以内に提出することができなか 

つた理由 

「できなかつた」を「できな

かった」に修正 

11 （略） 11 （略）  

「あつては」を「あっては」

に修正 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法 

人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、 

住所及び氏名又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法 

人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、 

住所及び氏名又は名称） 

(６) 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過し 

た後に申告書を提出する場合には、３月以内に提出するこ 

とができなかった理由 

(６) 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過し 

た後に申告書を提出する場合には、３月以内に提出するこ 

とができなかつた理由 

「できなかつた」を「できな

かった」に修正 



改正後 改正前 改正内容 

12 法附則第 15 条の９の３第１項に規定する特定マンショ 

ンに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用 

を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に 

規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事 

項を記載した申告書に施行規則附則第７条第 17項各号に 

掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。 

12 法附則第 15 条の９の３第１項に規定する特定マンショ 

ンに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用 

を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同行の 

規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事 

項を記載した申告書に施行規則第７条第 17 項各号に掲げ 

る書類を添付して村長に提出しなければならない。 

 

誤植のため 

「同行」を「同項」に 

「規則」を「附則」に修正 

13 村長は、法附則第 15 条の９の３第１項に規定する特定 

マンションに係る区分所有に係る家屋については、前項の 

申告書の提出がなかった場合においても、マンションの管 

理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年法律第 149 

号）第５条の２第１項に規定する管理組合の管理者等から 

法附則第 15 条の９の３第２項に規定する期間内に施行規 

則附則第７条第 17 項各号に掲げる書類の提出がされ、か 

つ、当該特定マンションが法附則第 15条の９の３第１項 

に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規 

定にかかわらず、同条第１項の規定を適用することができ 

る。 

13 村長は、法附則第 15 条の９の３第１項に規定する特定 

マンションに係る区分所有に係る家屋については、前項の 

申告書の提出がなかった場合においても、マンションの管 

理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年法律第 149 

号）第５条の２第１項に規定する管理組合の管理者等から 

法附則第 15 条の９の３第２項に規定する期間内に施行規 

則附則第７条第 17 号各号に掲げる書類の提出がされ、か 

つ、当該特定マンションが法附則第 15条の９の３第１項 

に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規 

定にかかわらず、同条第１項の規定を適用することができ 

る。 

 

 

 

 

誤植（脱字）のため 

「附則第 7 条第 17項各号」

に修正 

14 法附則第 15 条の 10 第１項の耐震基準適合家屋につい 

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基 

準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、 

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第 

18 項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建 

築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 

号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し 

及び当該耐震改修後の家屋が令附則第 12 条第 19 項に規 

定する基準を満たすことを証する書類を添付して村長に提 

出しなければならない。 

14 法附則第 15 条の 10 第１項の耐震基準適合家屋につい 

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基 

準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、 

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附表第７条第 

18 項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建 

築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 

号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し 

及び当該耐震改修後の家屋が令附則第 12 条第 19 項に規 

定する基準を満たすことを証する書類を添付して村長に提 

出しなければならない。 

 

 

誤植のため 

「附則第 7 条第 18項」に修

正 

第 11 条 （略） 第 11 条 （略）  

過去の改正漏れ（令和 6年） 

課税標準特例の根拠法令を加

える 

(６) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第 18条 

第６項（附則第 13 条の場合には法附則第 19条第２項に 

おいて準用する法附則第 18 条第６項、附則第 13 条の４ 

(６) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第 18条 

第６項（附則第 13 条の場合には、法附則第 19条第２項 

において準用する法附則第 18 条第６項） 



改正後 改正前 改正内容 

の場合には法附則第 21条の２第２項において準用する法 

附則第 18 条第６項及び第 18 条の３） 

第 12 条 （略） 第 12 条 （略）  

 

誤植のため「令和 8 年度」に

修正 

 

 

 

 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和６年度か 

ら令和８年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額 

は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る 

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に 10 

分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定 

資産税について法第 349 条の３又は附則第 15条から第 

15 条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるとき 

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を 

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と 

なるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合 

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とす 

る。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和６年度か 

ら令和８年度分までの各年度分の宅地等調整固定資産税額 

は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る 

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に 10 

分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定 

資産税について法第 349 条の３又は附則第 15条から第 

15 条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるとき 

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を 

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と 

なるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合 

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とす 

る。 

第 13 条 （略） 表中 第 13 条 （略） 表中  

 

（表右欄を右詰に修正） 

 

 

 

 

 

 

負担水準の区分 負担調整率 

0.9 以上のもの 1.025 

0.8 以上 0.9 未満のもの 1.05 

0.7 以上 0.8 未満のもの 1.075 

0.7 未満のもの 1.1 
 

 

負担水準の区分 負担調整率 

0.9 以上のもの 1.025 

0.8 以上 0.9 未満のもの 1.05 

0.7 以上 0.8 未満のもの 1.075 

0.7 未満のもの 1.1 
 

第 15 条 （略） 第 15 条 （略）  

総務省条例（例）に合わせ 

「額」に修正する 

４ 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第８条の５ 

第１項に規定する額（当該額が、次の各号に掲げる土地の 

区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあって 

は、当該各号に掲げる額）をいう。 

４ 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第８条の５ 

第１項に規定する額（当該額が、次の各号に掲げる土地の 

区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあって 

は、当該各号に掲げる金額）をいう。 

第 15 条の 2 （略） 第 15 条の 2 （略）  

総務省条例（例）に合わせ 

「県知事」に修正する 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税 

の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法 

２ 長野県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動 

車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車 



改正後 改正前 改正内容 

第 446 条第１項（同条第２項又は第３項において準用す 

る場合を含む。）又は法第 451 条第１項若しくは第２項 

（これらの規定を同条第４項又は第５項において準用する 

場合を含む。）の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当 

するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等 

（法附則第 29条の９第３項に規定する国土交通大臣の認 

定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をす 

るものとする。 

が法第 446 条第１項（同条第２項又は第３項において準 

用する場合を含む。）又は法第 451 条第１項若しくは第２ 

項（これらの規定を同条第４項又は第５項において準用す 

る場合を含む。）の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該 

当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定 

等（法附則第 29 条の９第３項に規定する国土交通大臣の 

認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断を 

するものとする。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行 

う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額につ 

いて不足額があることを附則第 15 条の４の規定により読 

み替えられた第 81 条の６第１項の納期限（納期限の延長 

があったときは、その延長された納期限）後において知っ 

た場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣 

の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申 

請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供 

した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通 

大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当 

該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであ 

るときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不 

足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第 29 条の 

11 の規定によりその例によることとされた法第 161 条第 

１項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動 

車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する 

規定を適用する。 

３ 長野県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収 

を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額 

について不足額があることを附則第 15条の４の規定によ 

り読み替えられた第 81条の６第１項の納期限（納期限の 

延長があつたときは、その延長された納期限）後において 

知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通 

大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当 

該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に 

提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土 

交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣 

が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるもの 

であるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当 

該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第 29 

条の 11の規定によりその例によることとされた法第 161 

条第１項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽 

自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関 

する規定を適用する。 

 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「県知事」に修正する 

 

「あつた」を「あった」に 

「知つた」を「知った」に 

修正する 

第 16 条の 2 （略） 第 16 条の 2 （略）  

 

「あつた」を「あった」に 

「知つた」を「知った」に 

修正する 

２ 村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不 

足額があることを第 83条第２項の納期限（納期限の延長 

があったときは、その延長された納期限）後において知っ 

た場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣 

の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申 

２ 村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不 

足額があることを第 83条第２項の納期限（納期限の延長 

があつたときは、その延長された納期限）後において知つ 

た場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣 

の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申 



改正後 改正前 改正内容 

請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供 

した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通 

大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当 

該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであ 

るときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期 

日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所 

有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第 

87 条及び第 88 条の規定を除く。）を適用する。 

請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供 

した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通 

大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当 

該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであ 

るときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期 

日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所 

有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第 

87 条及び第 88 条の規定を除く。）を適用する。 

第 16 条の 3 （略） 第 16 条の 3 （略）  

３ （略） ３ （略）  

誤植のため「第 7条」に修正

する 

引用誤りのため「附則第 16

条の 3 第 1項」に修正する 

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用につ 

いては、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所 

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 16 条 

の３第１項の規定による村民税の所得割の額」とする。 

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用につ 

いては、附則第７条の５第１項及び附則第７重の８中「所 

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 16 条 

の４第１項の規定による村民税の所得割の額」とする。 

第 16 条の 4 村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税 

特別措置法第 28 条の４第１項に規定する事業所得又は雑 

所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所 

得については、第 33条及び第 34 条の３の規定にかかわ 

らず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得 

等の金額（法附則第 33条の３第５項に規定する土地等に 

係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同 

じ。）に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に 

相当する村民税の所得割を課する。 

第 16 条の 4 村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税 

特別措置法第 28 条の４第１項に規定する事業所得又は雑 

所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所 

得については、第 33条及び第 34 条の３の規定にかかわ 

らず、他の所得と区分し、前年中に土地等に係る事業所得 

等の金額（法附則第 33条の３第５項に規定する土地等に 

係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同 

じ。）に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に 

相当する村民税の所得割を課する。 

 

 

 

誤植のため「前年中の」に 

修正する 

３ （略） ３ （略）  

過去の改正漏れ 

（令和 6年税制改正） 

総務省条例（例）に合わせ 

条項追加 

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用につ 

いては、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所 

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 16 条 

の４第１項の規定による村民税の所得割の額」とする。 

 

第 17 条 （略） 第 17 条 （略）  

 

総務省条例（例）に合わせ 

２ 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定す 

る譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令 

２ 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定す 

る譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の 



改正後 改正前 改正内容 

の規定の例により計算した同法第 33 条第３項の譲渡所得 

の金額（同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をし 

ないで計算したところによる。）をいい、附則第 18 条第 

１項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の 

金額があるときは、法附則第 35条第５項後段の規定にか 

かわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額 

を控除した後の金額とする。 

規定の例により計算した同法第 33 条第３項の譲渡所得の 

金額（同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしな 

いで計算したところによる。）をいい、附則第 18条第１ 

項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金 

額があるときは、法附則第 35 条第５項後段の規定にかか 

わらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を 

控除した後の金額をいう。 

「その他」を「その他の」に 

「金額をいう」を「金額とす 

る」に修正する 

３ （略） ３ （略）  

 

通例に合わせ「、」を加える 

（１）第 34 条の２の規定の適用については、同条中「総所 

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第 17条第１項 

に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

（１）第 34 条の２の規定の適用については、同条中「総所 

得金額」とあるのは「総所得金額、附則第 17条第１項に 

規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

（３）第 35 条の規定の適用については、同条中「又は山林 

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第 

17 条第１項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しく 

は山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租 

税特別措置法第 31 条第１項に規定する長期譲渡所得の金 

額」とする。 

（３）第 35 条の規定の適用については、同条中「又は山林 

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第 

17 条第１項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しく 

は山林所得金額」とあるのは、「、山林所得金額若しくは 

租税特別措置法第 31条第１項に規定する長期譲渡所得の 

金額」とする。 

 

通例にあわせ「、」を削る 

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用につ 

いては、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所 

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 17 条 

第１項の規定による村民税の所得割の額」とする。 

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用につ 

いては、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所 

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 19 条 

第１項の規定による村民税の所得割の額」とする。 

 

引用誤りのため、 

「附則第 17条第 1項」に 

修正する 

第 18 条 （略） 第 18 条 （略）  

 

総務省条例（例）に合わせ 

「その他」を「その他の」に 

「金額をいう」を「金額と 

する」に修正する 

２ 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定す 

る譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令 

の規定の例により計算した同法第 33 条第３項の譲渡所得 

の金額（同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をし 

ないで計算したところによる。）をいい、附則第 17 条第 

１項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の 

金額があるときは、法附則第 34条第４項後段の規定にか 

かわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額 

を控除した後の金額とする。 

２ 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定す 

る譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の 

規定の例により計算した同法第 33 条第３項の譲渡所得の 

金額（同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしな 

いで計算したところによる。）をいい、附則第 17条第１ 

項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金 

額があるときは、法附則第 34 条第４項後段の規定にかか 

わらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を 

控除した後の金額をいう。 



改正後 改正前 改正内容 

５ （略） ５ （略）  

過去の改正漏れ 

（令和 6年税制改正） 

総務省条例（例）に合わせ 

条項追加 

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用につ 

いては、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所 

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 18 条 

第１項の規定による村民税の所得割の額」とする。 

 

第 19 条 （略） 第 19 条 （略） 過去の改正漏れ 

（令和 6年税制改正） 

総務省条例（例）に合わせ 

条項追加 

２ （略） ２ （略） 

（５）附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用につ 

いては、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所 

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 19 条 

第１項の規定による村民税の所得割の額」とする。 

（５） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の村民税の 

課税の特例） 

  

 

 

過去の改正漏れによる条文 

追加 

（平成 28 年税制改正） 

第 20 条の 2 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国 

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税 

等に関する法律（昭和 37 年法律第 144 号。以下「外国居 

住者等所得相互免除法」という。）第８条第２項に規定す 

る特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第 12 条 

第５項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相 

互免除法第 16条第２項に規定する特例適用利子等につい 

ては、第 33 条及び第 34 条の３の規定にかかわらず、他の 

所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法 

第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第 12 条第５ 

項及び第 16 条第２項において準用する場合を含む。）に 

規定する特例適用利子等の額（以下この項において「特例 

適用利子等の額」という。）に対し、特例適用利子等の額 

（次項第１号の規定により読み替えられた第 34条の２の 

規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に 100 

分の３の税率を乗じて計算した金額に相当する村民税の所 

得割を課する。 

 



改正後 改正前 改正内容 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに 

よる。 

 （同上） 

 

 (１) 第 34 条の２の規定の適用については、同条中「総所 

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第 20条の２第 

１項に規定する特例適用利子等の額」とする。 

 

(２) 第 34 条の６から第 34 条の８まで、第 34 条の９第１ 

項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条 

の３の２第１項の規定の適用については、第 34条の６中 

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 20 条 

の２第１項の規定による村民税の所得割の額」と、第 34 

条の７第１項前段、第 34 条の８、第 34 条の９第１項並 

びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３ 

の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び 

に附則第 20 条の２第１項の規定による村民税の所得割の 

額」と、第 34条の７第１項後段中「所得割の額」とある 

のは「所得割の額及び附則第 20条の２第１項の規定によ 

る村民税の所得割の額の合計額」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（同上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 第 35 条の規定の適用については、同条中「又は山林 

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第 

20 条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」と、「若 

しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額 

若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得 

税等の非課税等に関する法律（昭和 37年法律第 144 号） 

第７条第 10 項（同法第 11 条第８項及び第 15 条第 14 項 

において準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子 

に係る利子所得の金額、同法第７条第 12 項（同法第 11 

条第９項及び第 15 条第 15 項において準用する場合を含 

む。）に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金 

額、同法第７条第 16項（同法第 11 条第 11 項及び第 15 

条第 17項において準用する場合を含む。）に規定する特 

定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第７条 

  

過去の改正漏れによる条文 

追加 

（平成 28 年税制改正） 



改正後 改正前 改正内容 

第 18 項（同法第 11 条第 12 項及び第 15条第 18 項におい 

て準用する場合を含む。）に規定する特定対象給付補塡金 

等に係る雑所得等の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中 

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 

20 条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」と、同 

条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 

附則第 20 条の２第１項の規定による村民税の所得割の 

額」とする。 

  

過去の改正漏れによる条文 

追加 

（平成 28 年税制改正） 

(５) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用につ 

いては、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所 

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 20 条 

の２第１項の規定による村民税の所得割の額」とする。 

  

過去の改正漏れによる条文 

追加 

（平成 28 年税制改正） 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所 

得相互免除法第８条第４項に規定する特例適用配当等、外 

国居住者等所得相互免除法第 12条第６項に規定する特例 

適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第 16 条第３ 

項に規定する特例適用配当等（次項において「特例適用配 

当等」という。）については、第 33 条第３項及び第４項 

の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配 

当等については、同条及び第 34条の３の規定にかかわら 

ず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相 

互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互免除法第 

12 条第６項及び第 16 条第３項において準用する場合を含 

む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この項におい 

て「特例適用配当等の額」という。）に対し、特例適用配 

当等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた第 

34 条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金 

額）に 100 分の３の税率を乗じて計算した金額に相当す 

る村民税の所得割を課する。 

  

 

（同上） 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた   



改正後 改正前 改正内容 

年分の所得税に係る第 36 条の３第１項に規定する確定申 

告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載が 

あるときに限り、適用する。 

（同上） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めると 

ころによる。 

 （同上） 

(１) 第 34 条の２の規定の適用については、同条中「総所 

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第 20条の２第 

３項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。 

  

（同上） 

(２) 第 34 条の６から第 34 条の８まで、第 34 条の９第１ 

項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条 

の３の２第１項の規定の適用については、第 34条の６中 

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 20 条 

の２第３項後段の規定による村民税の所得割の額」と、第 

34 条の７第１項前段、第 34 条の８、第 34 条の９第１項 

並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の 

３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並 

びに附則第 20条の２第３項後段の規定による村民税の所 

得割の額」と、第 34条の７第１項後段中「所得割の額」 

とあるのは「所得割の額及び附則第 20条の２第３項後段 

の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。 

  

 

 

過去の改正漏れによる条文 

追加 

（平成 28 年税制改正） 

(３) 第 35 条の規定の適用については、同条中「又は山林 

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第 

20 条の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」 

と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林 

所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義に 

よる所得税等の非課税等に関する法律（昭和 37年法律第 

144 号）第７条第 14 項（同法第 11 条第 10 項及び第 15 

条第 16項において準用する場合を含む。）に規定する申 

告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当 

所得の金額」とする。 

  

（同上） 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中   



改正後 改正前 改正内容 

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 

20 条の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」 

と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額 

並びに附則第 20 条の２第３項後段の規定による村民税の 

所得割の額」とする。 

（同上） 

(５) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用につ 

いては、附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所 

得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 20 条 

の２第３項後段の規定による村民税の所得割の額」とす 

る。 

  

（同上） 

第 20 条の 3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税 

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特 

例等に関する法律（昭和 44 年法律第 46号。以下「租税 

条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第 10 項に 

規定する条約適用利子等については、第 33 条及び第 34 

条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年 

中の同項に規定する条約適用利子等の額（以下この項にお 

いて「条約適用利子等の額」という。）に対し、条約適用 

利子等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第 

34 条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金 

額）に 100 分の５の税率から租税条約等実施特例法第３ 

条の２の２第１項に規定する限度税率（第３項において 

「限度税率」という。）を控除して得た率に５分の３を乗 

じて得た率（当該納税義務者が同条第３項の規定の適用を 

受ける場合には、100 分の３の税率）を乗じて計算した金 

額に相当する村民税の所得割を課する。 

第 20 条の 2 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税 

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特 

例等に関する法律（昭和 44 年法律第 46号。以下「租税 

条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第 10 項に 

規定する条約適用利子等については、第 33 条及び第 34 

条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年 

中の同項に規定する条約適用利子等の額（以下この項にお 

いて「条約適用利子等の額」という。）に対し、条約適用 

利子等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第 

34 条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金 

額）に 100 分の５の税率から同法第３条の２の２第１項 

に規定する限度税率（第３項において「限度税率」とい 

う。）を控除して得た率に５分の３を乗じて得た率（当該 

納税義務者が同条第３項の規定の適用を受ける場合には、 

100 分の３の税率）を乗じて計算した金額に相当する村民 

税の所得割を課する。 

 

条文追加による「条ずれ」 

 

 

 

 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「同法」を「租税条約等実施

特例法」に修正する 

２ （略） ２ （略）  

「条ずれ」による引用条項の 

修正 

（１）第 34 条の２の規定の適用については、同条中「総所 

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第 20条の３第 

１項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

（１）第 34 条の２の規定の適用については、同条中「総所 

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第 20条の２第 

１項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

（２）第 34 条の６から第 34 条の８まで、第 34 条の９第１ （２）第 34 条の６から第 34 条の８まで、第 34 条の９第１  



改正後 改正前 改正内容 

項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条 

の３の２第１項の規定の適用については、第 34条の６中 

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 20 条 

の３第１項の規定による村民税の所得割の額」と、第 34 

条の７第１項前段、第 34 条の８、第 34 条の９第１項並 

びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３ 

の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び 

に附則第 20 条の３第１項の規定による村民税の所得割の 

額」と、第 34条の７第１項後段中「所得割の額」とある 

のは「所得割の額及び附則第 20条の３第１項の規定によ 

る村民税の所得割の額の合計額」とする。 

項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第 

７条の３の２第１項の規定の適用については、第 34 条の 

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 

20 条の２第１項の規定による村民税の所得割の額」と、 

第 34 条の７第１項前段、第 34条の８、第 34条の９第１ 

項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第 

７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割 

の額並びに附則第 20条の２第１項の規定による村民税の 

所得割の額」と、第 34条の７第１項後段中「所得割の 

額」とあるのは「所得割の額及び附則第 20 条の２第１項 

の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。 

通例に合わせ「並びに」を 

追加する 

 

「条ずれ」による引用条項の 

修正 

（３）第 35 条の規定の適用については、同条中「又は山林 

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第 

20 条の３第１項に規定する条約適用利子等の額」と、「若 

しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額 

若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び 

地方税法の特例等に関する法律（昭和 44 年法律第 46 

号）第３条の２第 16項に規定する特定利子に係る利子所 

得の金額、同条第 18項に規定する特定収益分配に係る配 

当所得の金額、同条第 22 項に規定する特定懸賞金等に係 

る一時所得の金額若しくは同条第 24 項に規定する特定給 

付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。 

（３）第 35 条の規定の適用については、同条中「又は山林 

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第 

20 条の２第１項に規定する条約適用利子等の額」と、「若 

しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額 

若しくは租税条約等実施特例法第３条の２第 16項に規定 

する特定利子に係る利子所得の金額、同条第 18項に規定 

する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第 22 項に 

規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条 

第 24 項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の 

金額」とする。 

 

「条ずれ」による引用条項を 

修正する 

 

総務省条例（例）に合わせ 

引用法令を修正する 

 

通例に合わせ「補填」の表記 

に修正する 

（４）附則第５条の規定の適用については、同条第１項中 

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 

20 条の３第１項に規定する条約適用利子等の額」と、同 

条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 

附則第 20 条の３第１項の規定による村民税の所得割の 

額」とする。 

（４）附則第５条の規定の適用については、同条第１項中 

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 

20 条の２第１項に規定する条約適用利子等の額」と、同 

条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 

附則第 20 条の２第１項の規定による村民税の所得割の 

額」とする。 

 

「条ずれ」による引用条項を 

修正する 

 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施 

特例法第３条の２の２第 12 項に規定する条約適用配当等 

（次項において「条約適用配当等」という。）について 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施 

特例法第３条の２の２第 12 項に規定する条約適用配当等 

（次項において「条約適用配当等」という。）について 

 

 

 



改正後 改正前 改正内容 

は、第 33 条第３項及び第４項の規定は適用しない。この 

場合において、当該条約適用配当等については、同条及び 

第 34 条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、そ 

の前年中の租税条約等実施特例法第３条の２の２第 12 項 

に規定する条約適用配当等の額（以下この項において「条 

約適用配当等の額」という。）に対し、条約適用配当等の 

額（第５項第１号の規定により読み替えられた第 34 条の 

２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に 

100 分の５の税率から限度税率を控除して得た率に５分の 

３を乗じて得た率（当該納税義務者が租税条約等実施特例 

法第３条の２の２第３項の規定の適用を受ける場合には、 

100 分の３の税率）を乗じて計算した金額に相当する村民 

税の所得割を課する。 

は、第 33 条第３項及び第４項の規定は適用しない。この 

場合において、当該条約適用配当等については、第 33 条 

及び第 34 条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分 

し、その前年中の同法第３条の２の２第 12 項に規定する 

条約適用配当等の額（以下この項において「条約適用配当 

等の額」という。）に対し、条約適用配当等の額（第５項 

第１号の規定により読み替えられた第 34 条の２の規定の 

適用がある場合には、その適用後の金額）に 100 分の５ 

の税率から限度税率を控除して得た率に５分の３を乗じて 

得た率（当該納税義務者が同法第３条の２の２第３項の規 

定の適用を受ける場合には、100 分の３の税率）を乗じて 

計算した金額に相当する村民税の所得割を課する。 

 

総務省条例（例）に合わせ、 

引用法規を修正する 

 

 

 

 

 

 

５ （略） ５ （略）  

「条ずれ」による引用条項を 

修正する 

 

（１）第 34 条の２の規定の適用については、同条中「総所 

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第 20条の３第 

３項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。 

（１）第 34 条の２の規定の適用については、同条中「総所 

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第 20条の２第 

３項に規定する条約適用配当等の額」とする 

（２）第 34 条の６から第 34 条の８まで、第 34 条の９第１ 

項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条 

の３の２第１項の規定の適用については、第 34条の６中 

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 20 条 

の３第３項後段の規定による村民税の所得割の額」と、第 

34 条の７第１項前段、第 34 条の８、第 34 条の９第１項 

並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の 

３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並 

びに附則第 20条の３第３項後段の規定による村民税の所 

得割の額」と、第 34条の７第１項後段中「所得割の額」 

とあるのは「所得割の額及び附則第 20条の３第３項後段 

の規定による村民税の所得割の額の合計額」とする。 

（２）第 34 条の６から第 34 条の８まで、第 34 条の９第１ 

項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第 

７条の３の２第１項の規定の適用については、第 34 条の 

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 

20 条の２第３項の規定による村民税の所得割の額」と、 

第 34 条の７第１項前段、第 34条の８、第 34条の９第１ 

項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第 

７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割 

の額並びに附則第 20条の２第３項の規定による村民税の 

所得割の額」と、第 34条の７第１項後段中「所得割の 

額」とあるのは「所得割の額及び附則第 20 条の２第３項 

の規定による村民税の所得割の額の合計額」と、第 34 条 

の９第１項中「第 33条第４項」とあるのは「附則第 20 

条の２第４項」とする。 

 

総務省条例（例）に合わせ 

引用法令を修正する 

 

 

「条ずれ」による引用条項を 

修正する 

 



改正後 改正前 改正内容 

（３）第 35 条の規定の適用については、同条中「又は山林 

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第 

20 条の３第３項後段に規定する条約適用配当等の額」 

と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林 

所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人 

税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和 44 年法律 

第 46 号）第３条の２第 20 項に規定する申告不要特定配 

当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とす 

る。 

（３）第 35 条の規定の適用については、同条中「又は山林 

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第 

20 条の２第３項に規定する条約適用配当等の額」と、「若 

しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額 

若しくは租税条約等実施特例法第３条の２第 20項に規定 

する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は利子所 

得金額又は配当所得の金額」とする。 

 

「条ずれ」による引用条項を 

修正する 

 

総務省条例（例）に合わせ 

引用法令を修正する 

 

通例に合わせ「又は」を 

「若しくは」に修正する 

（４）附則第５条の規定の適用については、同条第１項中 

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 

20 条の３第３項後段に規定する条約適用配当等の額」 

と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額 

並びに附則第 20 条の３第３項後段の規定による村民税の 

所得割の額」とする。 

（４）附則第５条の規定の適用については、同条第１項中 

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 

20 条の２第３項に規定する条約適用配当等の額」と、同 

条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 

附則第 20 条の２第３項の規定による村民税の所得割の 

額」とする。 

 

 

「条ずれ」による引用条項を 

修正する 

 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適 

用がある場合（第３項後段の規定の適用がある場合を除 

く。）における第 34条の９の規定の適用については、同 

条第１項中「又は同条第６項」とあるのは「若しくは附則 

第 20 条の３第３項前段に規定する条約適用配当等（以下 

「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年分の 

所得税に係る同条第４項に規定する確定申告書にこの項の 

規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に 

係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であって、 

当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となっ 

た条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所 

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭 

和 44 年法律第 46号。以下「租税条約等実施特例法」と 

いう。）第３条の２の２第１項の規定及び法第２章第１節 

第５款の規定により配当割額を課されたとき、又は第 33 

条第６項」と、同条第３項中「法第 37条の４」とあるの 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適 

用がある場合（第３項後段の規定の適用がある場合を除 

く。）における第 34条の９の規定の適用については、同 

条第１項中「又は同条第６項」とあるのは「若しくは附則 

第 20 条の２第３項に規定する条約適用配当等（以下「条 

約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年分の所得 

税に係る同条第４項に規定する確定申告書にこの項の規定 

の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る 

所得の明細に関する事項の記載がある場合であって、当該 

条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条 

約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税 

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和 

44 年法律第 46 号。以下「租税条約等実施特例法」とい 

う。）第３条の２の２第１項の規定及び法第２章第１節第 

５款の規定により配当割額を課されたとき、又は第 33 条 

第６項」と、同条第３項中「法第 37 条の４」とあるのは 

 

 

「条ずれ」による引用条項を 

修正する 

 



改正後 改正前 改正内容 

は「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９項の規定に 

より読み替えて適用される法第 37 条の４」とする。 

「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９項の規定によ 

り読み替えて適用される法第 37条の４」とする。 

第 21 条の 2 法附則第 41 条第８項各号に掲げる固定資産に 

ついて同項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げ 

る書類を村長に提出しなければならない。 

第 21 条の 2 法附則第 41 条第８項各号に掲げる固定資産に 

ついて同項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号 

に掲げる書類を村長に提出しなければならない。 

準則に合わせ「の各号」を 

削る 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「第 1 号から前号までに」を 

「前各号」に修正する 

（５）当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図 

書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものであ 

る場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該固定 

資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させてい 

ることを証する書類 

（５）当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図 

書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものであ 

る場合にあっては、第１号から前号までに掲げるもののほ 

か、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で 

使用させていることを証する書類 

第 22 条 削除  過去の改正漏れ 

（条文削除の定義付け） 

（個人の村民税の税率の特例） （個人の村民税の税率の特例等） 準則に合わせ「特例」に修正 

条ずれ 第 23 条 （略） 第 22 条 （略） 

第 24 条 第９条第７項の規定は、法附則第 59条第３項に 

おいて準用する法第 15条の２第８項に規定する条例で定 

める期間について準用する。 

第 23 条 第９条第７項の規定は法附則第 59条第３項にお 

いて準用する法第 15条の２第８項に規定する条例で定め 

る期間について、第９条第８項の規定は法附則第 59 条第 

３項において準用する法第 15 条の２第９項第４号に規定 

する条例で定める場合について、それぞれ準用する。 

 

条ずれ 

 

引用条項（第 9 条第 8 項）が

存在しないため関係条文を削

除する 

 

第 1項の準用規定に基づき、 

第 2項を削除する 

 

（削除） 

２ 第 10 条第１項の規定は法附則第 59 条第３項において 

準用する法第 15 条の３第１項第４号に規定する条例で定 

める債権について、第 10 条第２項の規定は法附則第 59 

条第３項において準用する法第 15 条の３第１項第７号に 

規定する条例で定める場合について、それぞれ準用する。 

第 25 条 （略） 第 24 条 （略） 条ずれ 

別表（第 34 条の７関係） 

寄付金の区分 控除対象寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 1号に掲げる

寄付金 

財務大臣の指定を受けたもののうち

県内に事務所又は事業所を有する法

人又は団体に対する寄附金 

別表（第 34 条の 7第 1項第 1号関係） 

寄付金の区分 控除対象寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 1号アに掲げ

る寄付金 

財務大臣の指定を受けたもののうち

県内に事務所又は事業所を有する法

人又は団体に対する寄附金 

 

 

本則第 34 条の 7 の改正に伴

う区分の変更 

 



改正後 改正前 改正内容 

第 34 条の 7第 1

項第 2号に掲げる

寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する独

立行政法人に対する寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 3号に掲げる

寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する地

方独立行政法人に対する寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 4号に掲げる

寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する自

動車安全運転センター、日本司法支

援センター、日本私立学校振興・共

済事業団及び日本赤十字社に対する

寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 5号に掲げる

寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する公

益社団法人及び公益財団法人に対す

る寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 6号に掲げる

寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する学

校法人及び私立学校法第 152 条第５

項（私立専修学校等）の規定により

設立された法人に対する寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 7号に掲げる

寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する社

会福祉法人に対する寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 8号に掲げる

寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する更

生保護法人に対する寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 9号に掲げる

寄付金 

長野県知事又は長野県教育委員会の

許可を受けた公益信託の信託財産と

するために支出した金銭 

第 34 条の 7第 1

項第 10号に掲げ

る寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する認

定特定非営利活動法人に対する寄附

金 
 

第 34 条の 7第 1

項第 1号イに掲げ

る寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する独

立行政法人に対する寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 1号ウに掲げ

る寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する地

方独立行政法人に対する寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 1号エに掲げ

る寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する自

動車安全運転センター、日本司法支

援センター、日本私立学校振興・共

済事業団及び日本赤十字社に対する

寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 1号オに掲げ

る寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する公

益社団法人及び公益財団法人に対す

る寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 1号カに掲げ

る寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する学

校法人及び私立学校法第 152 条第４

項（私立専修学校等）の規定により

設立された法人に対する寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 1号キに掲げ

る寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する社

会福祉法人に対する寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第 1号クに掲げ

る寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する更

生保護法人に対する寄附金 

第 34 条の 7第 1

項第１号ケに掲げ

る寄付金 

公益信託ニ関スル法律（大正 11年法

律第 62号）第２条第１項の規定によ

り長野県知事又は長野県教育委員会

の許可を受けた同法第１条に規定す

る公益信託の信託財産とするために

支出した金銭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本則第 34 条の 7 の改正に伴

う区分の変更 

 

引用法令誤りのため「第 152

条第 5 項」に修正する 

 

本則第 34 条の 7 の改正に伴

う区分の変更 

 

 

 

 

「公益信託ニ関スル法律」は

令和 8 年 4月 1日に全部改正

となるため、条文を整理する 

 

 



改正後 改正前 改正内容 

第 34 条の 7第 1

項第 1号コに掲げ

る寄付金 

県内に事務所又は事業所を有する認

定特定非営利活動法人に対する寄附

金 
 

 

本則第 34 条の７の改正に 

伴う区分の変更 

 

 

 

〇王滝村税条例の一部を改正する条例（平成 26 年王滝村条例第 10号）附則第 2条関係 改正（案）新旧対照表） 

改正後 改正前 改正内容 

附則 附則  

総務省条例（例）に合わせ

「王滝村税条例」に修正する 

第 6条 平成 27 年３月 31 日以前に初めて道路運送車両法 

第 60 条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた 

三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割 

に係る王滝村税条例第 82 条及び附則第 16 条の規定の適 

用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同 

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる 

字句とする。 

第 6条 平成 27 年３月 31 日以前に初めて道路運送車両法第 

60 条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪 

以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る 

村税条例第 82条及び附則第 16条の規定の適用について 

は、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲 

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする 

 

〇王滝村税条例の一部を改正する条例（令和 6年王滝村条例第 10号）附則第 3条関係 改正（案）新旧対照表 

改正後 改正前 改正内容 

 王滝村税条例（昭和 38年王滝村条例第 40 号）の一部を次 

のように改正する。 

 王滝村税条例（昭和 38年王滝村条例第 40 号）の一部を次 

のように改正する。 

 

 

 

本則第 34 条の 7 改正に伴う 

修正 

 第 34条の 7第 1項中「若しくは金銭」を削り、同項第 9号 

をつぎの様に改める。 

（９）所得税法第 78条第 2項第 4号に規定する公益信託の 

 信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事 

 務に関連する寄附金 

第 34 条の 7 第 1 項中「若しくは金銭」を削り、同項第 1 号中

「又は金銭」を削り、同号ケを次のように改める。 

ケ 所得税法第 78 条第 2項第 4 号に規定する公益信託の信託 

 財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に 

 関連する寄附金 

（施行期日） 

第 1条 この条例は、令和 6年 4 月 1 日から施行する。ただ 

 し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行 

 する。 

（施行期日） 

第 1条 この条例は、令和 6年 4 月 1 日から施行する。ただし 

 、次の各号に掲げる既定は、当該各号に定める日から施行 

 する。 

 

誤植のため「規定」に修正 

する 



（２）第 34 条の７第１項の改正規定、附則第４条の２を削 

る改正規定及び別表の改正規定並びに次条第１項の規定  

公益信託に関する法律（令和６年法律第 30 号）の施行の 

日の属する年の翌年の１月１日 

（２）第 34 条の７第１項の改正規定、附則第４条の２を削 

る改正規定及び別表第１項第 34条の７第１項第１号ケに 

掲げる金銭の項の改正規定並びに次条の規定 公益信託に 

関する法律（令和６年法律第 30号）の施行の日の属する 

年の翌年の１月１日 

 

本則第 34 条の 7 改正に伴う 

条文整備 

第 2条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律 

第８号）附則第３条第１項の規定の適用がある場合にお 

ける前条第２号に掲げる規定による改正後の王滝村税条 

例第 34条の７第１項（第９号に係る部分に限る。）の規 

定の適用については、同項第９号中「寄附金」とあるの 

は、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６ 

年法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその 

効力を有するものとされる同法第１条の規定による改正 

前の所得税法第 78 条第３項の規定により特定寄附金とみ 

なされるものを含む。）」とする。 

第 2条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第

８号）附則第３条第１項の規定の適用がある場合における前

条第２号に掲げる既定による改正後の税条例第 34 条の７第

１項（第１号ケに係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同項第１号ケ中「寄附金」とあるのは、「寄附金（所得

税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第

３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる

同法第１条の規定による改正前の所得税法第 78条第３項の

規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）」とする。 

 

総務省条例（例）に合わせ

「王滝村税条例」修正する 

 

本則第 34 条の 7 改正に伴う 

条文整備 

〇王滝村税条例の一部を改正する条例（令和 7年王滝村条例第 18号）附則第４条関係 改正（案）新旧対照表 

改正後 改正前 改正内容 

附則 附則  

 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「改正規定」に修正 

（施行期日） （施行期日） 

第 1条 （略） 第 1条 （略） 

（２）附則第 16条の２の次に１条を加える改正規定及び附 

則第６条の規定 令和８年４月１日 

（２）附則第 16条の２の次に１条を加える規定及び附則第 

６条の規定 令和８年４月１日 

（３）第 18 条及び第 18条の３の改正規定並びに次条の規 

定 地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第 

１号）附則第１条第 12号に掲げる規定の施行の日 

（３）第 18 条及び第１条の３の改正規定並びに次条の規定  

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号） 

附則第１条第 12 号に掲げる規定の施行の日 

誤植のため（文字抜け） 

「第 1 条の 3」を「第 18条の 

３」に修正する 

第 2条 の条例による改正後の王滝村税条例（以下「新条 

例」という。）第 18条の規定は、前条第３号に掲げる規 

定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日 

前にした公示送達については、なお従前の例による。 

第 2条 この条例による改正後の村税条例（以下「新条例」 

という。）第 18 条の規定は、前条第３号に掲げる規定の施 

行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした 

公示送達については、なお従前の例による。 

 

総務省条例（例）合わせ「王

滝村税条例」に修正する 

第 3条 （略） 第 3条 （略）  

 

誤植のため「いか」を 

２ 令和８年度分の個人の村民税に係る申告書の提出に係 

る新条例第 36条の２第１項の規定の適用については、同 

２ 令和８年度分の個人の村民税に係る申告書の提出に係る

新条例第 36 条の２第１項の規定の適用については、同項た



改正後 改正前 改正内容 

項ただし書中「特定親族特別控除額（特定親族（同条第 

１項第 12 号に規定する特定親族をいう。第 36条の３の 

２第１項第３号及び第 36 条の３の３第１項において同 

じ。）（前年の合計所得金額が 85万円以下であるものに限 

る。）に係るものを除く。）」とあるのは、「特定親族特別 

控除額」とする。 

だし書中「特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第 12

号に規定する特定親族をいう。第 36 条の３の２第１項第３

号及び第 36 条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計

所得金額が 85万円いかであるものに限る。）に係るものを除

く。）」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。 

「以下」に修正する 

３ 新条例第 36 条の３の２第１項の規定は、附則第１条第 

１号に掲げる規定の施行の日（以下「１号施行日」とい 

う。）以後に支払を受けるべき新条例第 36 条の２第１項 

ただし書に規定する給与について提出する新条例第 36 条 

の３の２第１項及び第３項の規定による申告書について 

適用し、１号施行日前に支払を受けるべきこの条例によ 

る改正前の王滝村税条例（以下「旧条例」という。）第 

36 条の２第１項ただし書に規定する給与について提出し 

た旧条例第 36条の３の２第１項及び第３項の規定による 

申告書については、なお従前の例による。 

３ 新条例第 36 条の３の２第１項の規定は、附則第１条第 

１号に掲げる規定の施行の日（以下「１号施行日」とい 

う。）以後に支払を受けるべき新条例第 36 条の２第１項た 

だし書に規定する給与について提出する新条例第 36 条の 

３の２第１項及び第３項の規定による申告書について適用 

し、１号施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正 

前の村税条例（以下「旧条例」という。）第 36 条の２第１ 

項ただし書に規定する給与について提出された旧条例第 36 

条の３の２第１項及び第３項の規定による申告書について 

は、なお従前の例による。 

 

 

 

総務省条例（例）に合わせ 

「王滝村税条例」に修正する 

 

誤植のため「提出した」に 

修正する 

 

第 6条 （略） 第 6条 （略）  

誤植のため 

「令和 87 年」を「令和 8

年」に 

「係」を「係る」に修正する 

総務省条例（例）に合わせ 

「王滝村税条例」に修正する 

２ 令和８年４月１日から同年９月 30日までの間に、王滝 

村税条例第 92条の２第１項の売渡し又は同条第２項の売 

渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同条 

例第 94条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び 

新条例附則第 16 条の２の２の規定にかかわらず、次に掲 

げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。 

２ 令和 87年４月１日から同年９月 30 日までの間に、村税 

条例第 92 条の２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し 

若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係同条例第 94 

条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び新条例附 

則第 16条の２の２の規定にかかわらず、次に掲げる製造 

たばこの本数の合計数によるものとする。 

（１）王滝村税条例第 94 条第３項の規定により換算した紙 

巻たばこ（新条例附則第 16 条の２の２第１項に規定する 

紙巻たばこをいう。次号において同じ。）の本数に 0.5 を 

乗じて計算した製造たばこの本数 

（１）村税条例第 94 条第３項の規定により換算した紙巻た 

ばこ（新条例附則第 16条の２の２第１項に規定する紙巻 

たばこをいう。次号において同じ。）の本数に 0.5 を乗じて 

計算した製造たばこの本数 

 

総務省条例（例）に合わせ

「王滝村税条例」に修正する 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数 

がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

３ 前各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数があ 

る場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

誤植のため「前項各号」に 

修正する 

 


